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第 I章 序 論

A．背 景

我々は，海岸や森林，湖沼，河川など自然の

中へ出かけることで風景を楽しみ，快適さを感

じて満足感を得る。あるいは，こうした自然の

近隣に居住する場所を選択することも少なくな

い。これは生態系 (以下，環境）が提供するア

メニティという環境サービスを消費したいとい

う欲求に基づく行動である。この環境サービス

を生み出す機能をアメニティ供給機能という。

また，環境が居住地やレクリエーションの場を

提供する機能を空間機能という。さらに，経済

システムは財・サービスの生産のため環境から

天然資源 を取り出し，加工し，消費し，そし

て廃物を環境へ戻すことで処分している。この

経済のスループット は，環境の資源供給機

能，廃物の吸収機能 に依存している。これら

の機能は自然資本の質と量，および環境の物質

循環に規定される。それゆえ，これらの環境の

機能は相互に独立ではなく，相互依存関係にあ

る。さらに重要なことは，これらの機能は環境

の生命維持機能なしには存在しえないというこ

とである。つまり，経済システムは環境の生命

維持機能と，これを基盤とする資源供給機能，

廃物の吸収機能，空間機能およびアメニティ供

給機能に依存している。経済システムは，環境

に対して物質・エネルギー的に開かれたシステ

ム である。それゆえ環境から制約を受け，環

境に対して影響を及ぼすのである。

我々は，環境をどのように使用しているので

あろうか。

人間が経済活動で環境を使用する形態は多様

であるが，大きく２つに大別できる。１つは，

量的使用（quantitative use）である。量的使用

とは，環境から必要な天然資源を取り出し経済

システムに投入することである。量的使用は，

自然資本の減耗（depletion）すなわち量的減少

をもたらす。この典型的な例が，地下資源など

の枯渇性天然資源の使用である。もう１つは，

質的使用（qualitative use）である。質的使用と

は，環境サービス を消費することである。環

境サービスの消費は，量的に自然資本は減少し

ないが，その質的劣化（degradation）を招くこ

とがある。例えば，廃棄物の最終処分場は環境

の処分サービス（disposal service）を消費して

いる。廃棄物の排出により土地面積は変化しな

いが，造成および廃棄物の蓄積により環境の状
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態は変化する。

経済システムは，常に環境から物質を取り入

れ，環境へ物質を排出している。環境へ排出さ

れた物質は，環境の物質循環の流れに入り，そ

の過程で分解・固定・拡散作用などにより状態

を変化させていく。経済システムから環境へ排

出された物質は，基本的に経済システムでは不

要か，あるいは利用不可能な状態であるが，環

境の物質循環の流れにより再び利用可能な状態

へと変化する。これは，環境が経済システムに

とって有用な天然資源の再生産力を有してい

る とみることができる。しかしながら，経済

システムからの物質排出が量的に，あるいは質

的に環境の廃物吸収能力を超える場合，環境は

質的に劣化し，環境の機能は低下する。環境の

資源供給量と廃物吸収量の再生産速度の限界量

を環境収容力（carrying capacity）といい，経

済システムの環境の量的使用と質的使用が環境

収容力を超えると，環境の機能低下を招くこと

になるのである。それゆえに，我々は環境の量

的および質的使用状況を適切に把握する必要が

ある。

それでは，これまで我々は環境の使用状況は

どのように把握してきたのであろうか。環境に

関係する情報は環境情報と呼ばれる。環境情報

は，環境の状態，環境への負荷の状況および負

荷を与えている原因活動の状況，環境の影響を

受ける人々の健康や生活に関する情報，環境保

全などに関連する政策・施策に関する情報など，

多種多様である。環境情報は，情報の発信側と

受信側の相互理解を深めるためのコミュニケー

ション手段である。それゆえ，適切な分類軸を

もって整理することがコミュニケーションを円

滑にするために必要である。

代表的な分類軸としては，環境を構成する圏

域（sphere）や環境問題領域がある。前者は大

気圏や水圏，地圏などの分類が用いられ，後者

では大気汚染や水質汚濁，地球温暖化，オゾン

層破壊などの分類が用いられる。こうした分類

軸は，問題現象の空間的，地理的スケールから

の分類である。一方，環境問題は種々の要因が

複雑に絡み合ったシステム的な問題であるた

め，環境問題の因果関係の流れ，すなわち原因

から結果への流れからの分類軸も重要視されて

いる。この分類では，①環境変化の原因となる

人間活動，②環境への負荷の状況，③環境変化

の状態，④環境変化による人間や生態系への影

響，という４つの段階での分類が一般的である。

この４段階において，これまで環境情報として

整備されてきた情報の大部分は②と③に関する

情報である 。これらの情報の多くは，問題現象

の空間的，地理的スケールからの分類で整理さ

れている。一方，①に関しては，環境情報とし

てではなく，社会・経済統計として整備されて

いる。④に関しては，公害問題に起因する健康

被害の観点からの情報や，絶滅危惧種等に関連

する科学的調査研究情報が挙げられるが，マク

ロ的な視点から環境問題をとらえる情報として

は相対的に少ない。それゆえ，この④に関する

環境情報を，いかに理解容易な形で提供するか

が課題である。

さて，環境情報は種類・量ともに膨大である

ので，それを理解容易な表現とすることを目的

に開発されてきたのが環境指標である。環境指

標とは「環境に関するある種の状態を可能な限

り定量的に評価するための物差し 」と定義さ

れている。一般に「指標 」とは，ある事象を

記述する多くの変数の中から，その事象の特性

をよく表すために，もとの情報に含まれる内容

をなるべく失われないようにしながら，より少

数の変数を選んだり，加工してより少数の変数

に集約したものである。環境指標でも，最も重

要な，あるいは最も代表的な汚染物質の濃度や

排出量を用いて表現されることが多い。例えば，

地球温暖化については，二酸化炭素（以下CO2

と略す）の温室効果を基準に種々の温室効果ガ

ス（以下GHG：Green House Gasと略す）の

影響を地球温暖化係数という指標値に集約して

環境への負荷の状況を表現している。また，マ

クロ的に前述した環境問題の因果関係の流れを

表現する方法として，経済協力開発機構

（OECD）において開発されたPSRフレーム

ワークがある。PSRフレームワークは，経済活

動と環境の関係を「環境への負荷：Pressure」，

「負荷による環境の状態：State」，「それに対す

る社会的な対策：Response」という流れで包括
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的にとらえようとするもので，環境の状態の推

移を把握しようとするコアセット指標体系

が提案されている。近年では，国連の持続可能

な開発委員会による検討が加えられ，負荷Ｐは

負荷を与える力という意味合いから駆動力

（Driving force）に置き換えたDSR指標，あ

るいは駆動力を加えたDPSR指標とした環境

指標体系が提案されている。しかしながら，こ

れらの指標体系は，個別の環境指標を体系化し

たものであり，総合化されたものではない 。

環境指標の総合化は，わが国では地域環境管理

計画の策定過程でみられる。そこでは，市民と

のコミュニケーション手段として重要度の高ま

りに呼応した集約化が行われている。マクロレ

ベルで国際比較が可能となるように集約化され

た指標としては，生産プロセスにおけるマテリ

アルフローの総量を環境への負荷の総体として

表現するエコロジカル・リュックサックや，あ

る地域の人間活動を持続的に維持してゆくため

に必要な土地の総面積として表現するエコロジ

カル・フットプリント（Ecological Footprint，

以下EFと略す）がある。

環境の状態を測る物差しとして環境指標が有

用なものであるためには，その尺度が重要であ

る。とりわけ，総合化された環境指標は，一般

市民にも理解容易な尺度で構成されることが必

要である。エコロジカル・リュックサックやEF

は，重量や面積という物量単位により集約化が

行われており比較的理解容易な尺度である。こ

うした物理的尺度を使用する指標は，第 章で

述べるエコロジカル経済学の概念に基づいてい

る。それゆえ，本論文ではエコロジカル経済学

の概念に基づく方法論をエコロジカル経済学的

アプローチと呼ぶ。もう一つの慣れ親しんだ尺

度として貨幣尺度が挙げられる。日常的に様々

な財貨・サービスの価格を情報として，われわ

れは意思決定を行っており，経済発展の状況を

知る指標としても生産された付加価値の総額を

表すGDP（国内総生産）の成長率などのマクロ

経済指標を参照している。貨幣尺度により環境

指標を構成する場合，指標が伝える意味を十分

吟味する必要がある。なぜなら，多くの場合，

経済に対する環境の影響は市場の外部効果とし

て扱われているため市場による価格付け，つま

り貨幣評価が行われていないからである。こう

した貨幣尺度による環境評価の方法論を発展さ

せてきたのが環境経済学である。そこで本論文

では環境の貨幣評価法を用いるものを環境経済

学的アプローチと呼ぶ。

いずれにせよ，人々が経済活動の意思決定に

おいて環境の状態を意識できる指標であること

が重要で，それにより経済社会における環境の

位置付けを明確にすることが必要である 。前

述した環境の機能が持続的に利用可能であるこ

とを一般市民にも理解容易な環境指標として示

すこと，指標値がある状態（範囲）にあること

が持続可能な状態を表し，それを目標値とした

経済活動を促すことが重要と考えられる。

こうした環境指標を導出するには，その情報

源が必要である。それが環境会計である。つま

り，環境会計は環境情報の帳簿であるとも言え

よう。企業会計システムから環境情報を抽出し，

企業活動における環境配慮を促進する目的で作

成されるミクロ環境会計は，わが国でも環境省

がガイドラインを作成するなどのとり組みによ

り導入が進んでいる。また，国民経済計算体系

（System of National Accounts，以下 SNAと

略す）を基盤にしたマクロ環境会計については，

第 章で記述するように国連やEUを中心に開

発が進められており，わが国でも試算が行われ

ている 。しかしながら，国家を構成する部分

地域である地方自治体での導入はほとんど見ら

れない。その理由は，理論フレームワークの確

立を見ていないためと思われる。前述の地域環

境管理計画における環境指標の作成状況は，自

治体により様々な形態であり地域間比較ができ

ない。「Think globally,act locally」という標

語もあるように，国家の構成員でもある地方自

治体が国家の環境戦略と整合的な地域経営を主

導するためにも，また地域の環境特性や経済構

造に応じた環境政策を実践するためにも環境情

報を可能な限り整合的，包括的な統計のフレー

ムワークの中に記述する必要がある。

B．本論文の目的と意義

本論文の目的は，地域の様々な構成員に対し

て環境に対する地域経済活動の影響を評価し，
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持続可能な経済活動を考察するための環境指標

と，それを提供するマクロ環境会計のフレーム

ワークを考察することにある。

地方自治体などの行政セクターにおいては，

地域環境と地球環境の保全に資する政策立案の

根拠となる環境情報や，実施された政策の効果

や達成度を評価する環境情報が必要である。ま

た，企業においてはその社会的責任（CSR：

Corporate Social Responsibility）が重視され

ている中，環境会計の導入が進んでいるものの，

ミクロ環境会計からもたらされる情報では経済

社会全体との関係や環境との関係は把握困難で

ある。このため，地域社会全体に対する環境貢

献の度合いや環境全体からの受ける影響や制約

を把握するにはマクロ環境会計との関連づけ，

あるいはマクロ環境会計の情報を参照すること

が有効と考えられる。さらには，専門的知識を

持たない一般市民にも環境の状態が理解可能な

情報として伝達することが必要である。

1992年の国連環境開発会議における「環境と

開発に関するリオ宣言」の第10原則には「環境

問題は，それぞれのレベルで，関心のあるすべ

ての市民が参加することにより最も適切に扱わ

れる。国内レベルでは，各個人が有害物質や地

域社会における活動の情報を含め，公共機関が

有している環境関連情報を適切に入手し，そし

て，意思決定過程に参加する機会を有しなくて

はならない。各国は，情報を広く行き渡らせる

ことにより，国民の啓発と参加を促進し，かつ

奨励しなければならない。賠償，救済を含む手

法及び行政手続きへの効果的なアクセスが与え

られなければならない。」と記述されている。そ

うした環境情報を提供できる情報提供源として

のマクロ環境会計システムを，地域においても

構築することは意義あるものと考える。

C．分析課題と本論文の構成

本論文では，SNA統計との整合性からサテ

ライト勘定として提案されているマクロ環境会

計のフレームワークを用いて環境・経済情報を

集約し，地域経済の持続可能性を表す理解容易

な環境指標の導出可能性とマクロ環境会計に導

入される環境情報を吟味し理論フレームワーク

の課題を明確にする。具体的には次の４つの課

題を設定している。第１に環境指標を提示し経

済活動の持続可能性を明確にすること。第２に

経済活動による環境の使用状況を貨幣評価する

マクロ環境会計の理論フレームワークを適用

し，環境費用の全貌を明らかにすること。第３

に環境の使用状況を物量単位で評価するマクロ

環境会計の理論フレームワークを適用し，環境

容量に対する経済による環境の使用状況を明ら

かにすること。第４にマクロ環境会計において

経済活動に伴う環境便益の発生を明示するこ

と。なお，これらの分析において，マクロ環境

会計の理論フレームワークを適用する理由は，

前節で述べたように環境情報を可能な限り整合

的，包括的な統計のフレームワークの中に記述

するためである。

これらの課題に対する本論文の構成は以下の

通りである。

第 章では，まず，環境会計を明確に定義づ

け，その目的を明らかにするとともに，その分

類整理を行い本論文で適用する理論フレーム

ワークの位置付けを明確にする。次に，本論文

で適用する貨幣評価と物的評価による２つのマ

クロ環境会計の理論フレームワークについて整

理する。そして，一般に使用が広まっている環

境効率指標とデカップリング指標について整理

を行う。

第 章では，貨幣評価によるマクロ環境会計

のフレームワークを用いた北海道地域のメゾ環

境会計を推計し，環境費用の全貌を明示し，北

海道経済の環境効率性の評価を行う。次に，北

海道の廃棄物問題に焦点を当てた廃棄物勘定を

推計し，廃棄物処理に関係する環境費用を明確

にするとともに，廃棄物処理活動の環境効率性

の評価を行う。さらには，農業系廃棄物を対象

に廃棄物勘定を適用し，資源循環による環境負

荷削減効果を明確にする。

第 章では，農林業の多面的機能として知ら

れる環境便益に着目し，SNAの生産境界を拡

張して第 章で適用した貨幣評価によるマクロ

環境会計のフレームワークを改良し農林業の環

境便益を明示する。そして，環境の貨幣評価方

法を使用する環境経済学的アプローチの意義と

限界について整理する。
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第 章では，物的評価を導入したハイブリッ

ド型のマクロ環境会計のフレームワークを用い

た北海道地域のメゾ環境会計を推計し，物量単

位からみた北海道経済の環境の使用状況を明ら

かにするとともに，持続可能性指標として有用

なEFを適用して環境容量に対する北海道の資

源・エネルギー使用状況を明らかにする。また，

同様のフレームワークに環境便益を導入し，北

海道地域の農林業の持続可能性を評価する。

第 章では，本論文の全体の要約と結論を述

べる。

注

生態系（ecosystem）とは，「ある地域の生物

の群集とそれらに関係する無機的環境をひ

とまとめにし，物質循環・エネルギー流など

に注目して機能系としてとらえたもの。生

物・無生物環境全体を指して使われることも

ある。」（広辞苑第四版，岩波書店より），一

方，ISO14001では環境を「大気，水，土地，

天然資源，植物，動物，人およびそれらの相

互関係を含む，組織の活動をとりまくもの。」

（JIS Q14001,3.5）として定義しているよ

うに，一般に環境という表現はある主体を取

り巻く周囲という意味合いで使用されるが，

本論文では経済社会を包含する全体システ

ムとしての意味合いから，人と人工資本を除

く生物・無生物環境全体を機能系としてとら

えたものを生態系（環境）と定義する。さら

に，この機能系は有形な物質的概念と無形な

サービス的概念を統合した概念として本論

文では使用する。

天然資源（natural resource）とは，環境か

ら経済活動に投入（使用）される物質である。

自然資源という表現も同義語である。本論文

では天然資源はフロー概念で使用する。ま

た，ストック概念としては，「直接的・間接

的に人間活動の影響を既に受けているか，あ

るいは潜在的に受ける可能性のある自然環

境の資産を自然資産，または自然資本と呼

ぶ。」（United Nations〔118〕para.27）という

定義に従い自然資本または自然資産と表現

する。また，United Nations〔118〕para.27で

は，「自然資産は，（生産された，ないしは野

生の）生物資産，土地と水域及びその生態系，

地下資産と大気に分けられる。」としている。

これは自然資本が生態系を意味するとも見

受けられるが，ストック概念は物質的概念で

ある。前記注１で定義したように本論文では

生態系を機能系としてとらえているので，本

論文では生態系と自然資本は概念的に異な

るものとして取り扱う。

原料の投入から原料の製品への転換，廃棄物

の排出に至る一連のフロー。マテリアルフ

ローとも言う。

この機能を浄化機能と呼ぶこともあるが，本

論文では吸収機能（sink function）と呼ぶ。

開放系（open system）とも呼ばれる。

環境サービスとは，土壌（生態系を含む），

水および大気の特定の質的な（空間的なもの

を含む）機能のことである。環境サービスは，

処分サービス，土地の生産的サービスおよび

消費者サービスの３つに分類される。これら

と環境の機能との対応は，処分サービス：吸

収機能，土地の生産的サービス：空間機能，

消費者サービス：アメニティ機能と生命維

持機能，のように考えられる。United
 

Nations〔118〕para.356～357

この再生産力により経済システムに有用な

物質を提供する環境の機能を，本論文では資

源供給機能（resource function）と呼んでい

る。

土木学会環境システム委員会編〔23〕p.96

内藤正明ほか〔86〕p.3

指標に相当する英語は，indicatorまたは

indexであるが，これらの意味は同じではな

い。前者は，多数の変数の中から選ばれた代

表的な変数であり，一般にもとの変数固有の

単位をもつ。これに対して後者は，変数や

indicatorを時系列のある時点や全体の平均

を分母として規準化（normalize）したり，

異なる単位をもつ変数や indicatorを共通

の尺度に投影することにより単位をそろえ

て加算を可能としたものである。したがって

indexは一般に無次元か，もとの変数とは異

なる単位を持つ。しかし，この両者の境界は
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必ずしも明確ではなく，混同して使用されて

いることが多い。本論文では，indexは indi-

catorを集約した総合的指標と整理し「指

標」は両者を含むものと表現する。

環境省〔54〕

オランダは，PSRフレームワークのＰに焦

点を当て，政策目標の達成度に応じて重み付

けすることで集約化された総合指標を算出

している。環境庁〔47〕pp.261～264

1992年の国連環境開発会議で採択されたア

ジェンダ21の第40章にも，意思決定に必要

な情報として持続可能な開発の進捗状況を

把握できる指標が環境勘定から導出できる

ように開発される必要性が記述されている。

United Nations〔119〕pp.442～448

アジェンダ21の第８章においては，環境と

経済を統合するマクロ環境会計システムを

構築する必要性が記述されている。United
 

Nations〔119〕pp.94～97

第II章 マクロ環境会計の理論

地球環境問題の深刻化に伴い経済 が環境

に及ぼす悪影響を抑制する必要性が高まってき

た。経済は環境から資源を採取し製品に転換，

あるいはサービスを産出した後に不要物を環境

へ排出している。この経済の資源スループット

から発生する汚染物質や廃棄物が，時には資源

採取の行動そのものが，環境の劣化や破壊を引

き起こしている。経済は環境に包含されている

ものであり，環境が経済の制約条件となる 。環

境を破壊・劣化させることにより，経済は自ら

の制約条件を強めている。このような経済によ

る環境破壊を抑制するには，全体システムであ

る環境とそれに包含される経済システムとの間

の物質交換に関係する物量情報と貨幣情報を経

済データとして適切に把握しなければならな

い。環境会計とは会計単位の経済活動が環境に

与える影響を定量的な会計情報として計測・評

価し，会計単位とそのステイクホルダーの経済

活動と環境との相互関係を整理することによ

り，環境問題を発生させない経済活動のあり方

を分析する方法である。

本章では，最初に広義の環境会計に関する定

義付けを行い，環境会計の分類を行う。次に，

SEEA（System for integrated Environmental
 

and Economic Accounting：環境経済統合会

計），およびNAMEA（National Accounting
 

Matrix including Environmental Accounts：

環境勘定を含む国民会計行列）についてわが国

の試算例を参照しつつ，マクロ環境会計の理論

について述べる。

A．環境会計の定義と目的

本節では，広義の環境会計について定義付け

を行いその目的を明確にする。なお，本稿では

〝Accounting"を体系的な計算プロセスにより

問題探究を行う意味合いから「会計」と呼び，

〝Accounts"を「会計」に包含される構成要素

としての計算書や計算プロセスの意味合いから

「勘定」として呼称を統一する。

a．環境会計の定義

Paton〔106〕は，広義には会計は経済データの計

測・整理とこのプロセスの結果をステイクホル

ダー に伝達するという二つの段階により経

済活動を管理するという基本的機能を持つとし

ている 。宮崎〔75〕は，会計情報について「定量

的情報としての貨幣的（数量）情報および非貨

幣的（数量）情報，そして定性的情報としての

叙述・説明情報という３つの異なる性格の情報

から構成されると考えることができる。」 と

している。上述の経済と環境間の物質交換に関

する物量情報は，非貨幣的情報であるので会計

情報となりうる。従って，経済と環境間の会計

情報を取り扱う会計を環境会計と呼ぶことがで

きよう。本稿では経済と環境の相互関係を表す

定量的・定性的会計情報を環境情報と表すこと

にする。

河野〔57〕は「環境会計は経済システムによる環

境への働きかけによって生じる経済的生態的影

響を定量的に測定し，伝達するプロセスであ

る。」 と定義し，環境会計で取り扱う会計情報

を環境情報のうち定量的会計情報に限定してい

る。これは，定性的会計情報すなわち記述的な

環境情報を環境会計の対象から除外することに

より環境報告と環境会計を明確に区分している

と見られ宮崎〔75〕も同様な区別が必要としてい

る 。本稿でも定性的会計情報を環境報告と
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考え除外することとする。

そこで，本稿では広義の環境会計を次のよう

に定義する。環境会計は，経済と環境の相互関

係を物量情報および／または貨幣情報として定

量的に計測・整理してステイクホルダーに伝達

するプロセスである。上記の河野の定義との相

違点は，第一に環境が経済に与える影響も含め

相互関係と表現している。第二に河野は上記の

定義を企業や自治体等のミクロ経済レベルにお

ける環境会計を対象として物量情報は財務情報

を補完する情報としている。しかし，本稿では

天然資源勘定など物量情報のみの環境会計をも

包含して考えているため，物量情報および／ま

たは貨幣情報を会計情報とすることとした。

b．環境会計の目的

前記の定義に従えば，環境会計の目的は環境

情報をステイクホルダーに伝達することとな

る。そこで環境情報の利用面からみてみよう。

環境情報の発信者は自らの環境保全活動が適切

であったかを評価し，さらなる改善策を追求す

るための情報として環境会計を管理面で活用す

る。この場合，環境会計は会計単位の環境保全

活動を促進させる目的で環境マネジメントツー

ルとしての役割を有している。

環境情報の受け手であるステイクホルダー

は，会計単位が適切な環境保全活動を行ってい

るかを評価するであろう。逆に発信者の立場か

らは，ステイクホルダーが適切な環境保全活動

を採る意思決定を行うことを期待している。

従って環境会計は，その会計期間における環境

と経済の状態，および会計単位の環境保全活動

に関する環境情報をステイクホルダーに伝達し

なければならない 。例えば，消費者は製品・

サービスの環境負荷に関する情報とその価格か

ら費用対効果の高い製品・サービスの購入選択

を行うので環境情報を必要としている。また，

企業においては投資家や金融機関でも効率的な

企業運営が行われていることを示す情報が必要

であり，SRI（Socially Responsible Invest-

ment：社会的責任投資 ）の観点からも環境

保全活動に関する情報が重視されている。従っ

て，企業の環境情報が企業努力の１つの指標と

なり，消費者の選択行動やSRIの意思決定情報

の一つとなる。

さらにマクロ経済を対象とした環境会計で

は，そのステイクホルダーは集計範囲に属する

経済主体のみならず他国にまでおよび，広範な

ステイクホルダーに対して集計範囲の経済と環

境の状態とその相互関係に関する環境情報を提

供し，マクロ経済システムの環境保全情報に関

するアカウンタビリティがある。以上より環境

会計は，会計単位がステイクホルダーに対する

環境保全行動の説明責任を果たす目的で，ステ

イクホルダーとの環境コミュニケーションツー

ルとしての役割を有している。

以上のことより，環境情報の利用形態は大き

く２つに大別できる。１つは，情報の受け手で

あるステイクホルダー側での利用，もう１つは

情報の発信源である会計単位における利用であ

る。いずれの利用形態も個々の経済主体の環境

保全活動を促進させるために利用されているこ

とに相違は無い。ここに環境会計の目的がある。

すなわち，広義に環境会計の目的は，その会計

単位とステイクホルダーの環境保全活動を活性

化させ経済システム全体の環境保全機能を高め

ることに貢献するため，経済と環境の相互関係

に関連する情報，つまり環境情報を提供するこ

とと考えられる。

さて，もう少し環境会計の目的を掘り下げて

みよう。環境会計の主たる関心は，経済活動が

環境に与える影響であろう。なぜなら，経済シ

ステムは環境機能に依存しているからである。

その環境機能の源泉はストックとしての自然資

本である。このストックである自然資本から供

給される天然資源と環境サービスというフロー

を消費することで経済は運営されている。この

量的使用が過剰であると自然資本は減耗し，質

的使用が過剰であると自然資本は劣化し，環境

問題が発生するのである。

このため，われわれは環境機能の源泉である

自然資本の状態を監視し，経済活動を管理しな

ければならない。よって，環境会計では自然資

本というストックに関する情報を示すことが求

められる。同時に，この自然資本を変化させて

いる経済による量的・質的使用状況を示すこと

も必要である。すなわち，ある会計期間におけ
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る環境の量的・質的使用がどのように行われた

のかというフロー情報を経済活動を示す情報と

整合的に示すことが求められるのである。

また，必然的にこのフロー情報は自然資本に

関するストック情報とも整合的でなければなら

ない。つまり，環境の量的使用が自然資本をど

れだけ減耗させているのか，質的使用がどれだ

け自然資本を劣化させているのかを明確に示す

ことが必要とされる。

こうした環境情報を示すことは，いわば環境

と経済との間の貸借対照表を作成することと同

義である。経済運営のために，つまり人間の福

祉・厚生のために持続的に環境から資源・サー

ビスを得るためには，その源泉である自然資本

の減耗・劣化を防止しなければならない。また，

自然資本の減耗・劣化に対しては，それを回復

させることが求められるので，そうした環境修

復についても環境会計は明示することも重要で

あろう。

従って，環境会計においては自然資本に関す

るストック勘定を作成すること，天然資源と環

境サービスの使用に関するフロー勘定を作成す

ること，およびストック勘定とフロー勘定の整

合性，フロー勘定と経済勘定の整合性を持たせ

ることが必要なことと言えよう。しかしながら，

自然資本に関するストック情報を詳細に計量評

価することには困難が伴うため，間接的にでも

ストック情報が反映される指標などを利用する

ことが有用であろう。

B．環境会計の種類

環境会計は，明確な線引きは困難なものの，

そのフレームワークや会計単位により幾つかに

分類できるが，ここでは会計単位および対象と

する問題領域の特徴からの分類を試みる。

a．会計単位からみた環境会計の種類

一般に，マクロとは個別的な経済主体の行動

や財・サービスの市場あるいは産業を分析上有

意な方向に集計し，国民所得，物価水準，雇用

量など集計的経済変数を用いて経済全体の運動

法則を明らかにする視点である。一方，ミクロ

とは経済を構成する個々の企業や消費者，さら

にそれら経済主体が取引対象とする財・サービ

スの市場を分析上有意義な範囲で細分した上

で，個々の経済主体の行動とその相互関係が経

済全体にもたらす成果を分析する視点である。

環境会計における会計単位を考えると国家，

地域，企業や家計などがあげられる。国家や地

域という会計単位はマクロ的視点に立つもので

あり，企業や家計はミクロ的視点に立つもので

ある。しかし，都道府県などの地域を国家の部

分地域として定義するならば，国家と地域は密

接に連関するものの産業構造や気候特性等によ

る生態系の違いなどから環境保全の取組にも必

然的に差が生じる。従って，地方自治体の環境

政策は地域の産業構造や環境特性により異なる

場合があり，その目的や目標も異なるので国全

体の政策とは重要度の置き方に差があるべき

で，環境会計のもつ意味や価値が異なる。そこ

で，本稿では国家の部分地域を集計範囲とした

環境会計を，マクロとミクロの中間規模のメゾ

として以下のように環境会計を区分する。

１)マクロ環境会計

マクロ環境会計は，国家全体を会計単位とし

て環境情報を集計し，国家全体の経済と環境の

相互関係を明らかにしようとする環境会計と定

義する。なお，EU（European Union：欧州連

合）など複数国家を対象とした場合もマクロ環

境会計に含めるものとする。マクロ環境会計の

代表的なものとしては，国連のSEEA，オラン

ダの NAMEA，EUの SERIEE（European
 

System for the Collection of Economic Data
 

on the Environmentの仏語頭文字：環境に係

わる経済データの収集に関する欧州体系）など

がある。こうしたマクロ環境会計が使用する経

済データは基本的にSNAに基づくものであ

る。

２)メゾ環境会計

メゾ環境会計は，国土の部分地域を会計単位

として環境情報を集計し，地域の経済と環境の

相互関係を明らかにしようとする環境会計と定

義する。ここで部分地域の定義は，州や都道府

県など行政境界による形式的地域区分や，都市

圏や大都市圏などの経済活動に即した実質的地

域区分など種々の地域区分の定義により集計範

囲は異なる。メゾ環境会計の例としては，

SEEA のフレームワークを使用した富山県
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（青木ほか〔5〕），北海道（林ほか〔29〕，山本ほ

か〔137〕〔138〕），東京都（東京都職員研修所〔114〕）にお

ける試算がある。メゾ環境会計が用いる経済

データも，基本的には全体地域である国の

SNAデータと整合的な県民経済計算であるの

で，やはりSNAが経済情報となっている。

３)ミクロ環境会計

ミクロ環境会計は，企業や地方自治体，家計

などの個別的な経済主体を会計単位とし，その

活動に関係する環境情報を集計し，個々の経済

主体が環境に及ぼす影響を明らかにしようとす

る環境会計として定義する。なお，地方自治体

が作成する環境会計でも庁舎管理型の環境会計

はミクロ環境会計として明確に分類できるが，

地域管理型はミクロとメゾの両方の場合があ

る。庁舎管理型とは庁舎運営活動に伴う環境費

用やその効果を対象とするものであり，地域管

理型は行政区域での施策による環境費用や効果

を対象とするものである。本稿では地域管理型

において自治体の負担する費用とその効果のみ

を対象とした場合はミクロ環境会計，自治体の

みならず行政区域の経済活動全般を対象にした

場合はメゾ環境会計に分類する。例えば，前述

の東京都の環境会計は，SEEAのフレームワー

クに基づき都内の経済活動と環境の相互関係を

集計的に扱ったものでありメゾ環境会計に分類

できる。一方，東京都水道局〔115〕は，公営企業の

環境保全対策のコストと効果を中心に集計され

たミクロ環境会計である。ミクロ環境会計が使

用する経済データは，財務会計で使用される企

業会計データが基本となっている。

b．分析領域の特徴による分類

環境会計には，会計単位の環境情報を包括的

に捉える統合型の環境会計と，廃棄物問題や森

林資源，水資源など特定の環境テーマや資源に

特化したものや，特定の産業に特化したものも

ある。特化型には，包括的な統合型環境会計に

密接にリンクした勘定も多い。

例えば，わが国でも試算された廃棄物勘定

（Waste Account）は，統合型であるSEEAの

中の廃棄物関連の計数を分割し，明示する付表

的なサブ勘定として位置付けられ，廃棄物問題

に焦点を当てている。一方，EPEA（Environ-

mental Protection Expenditure Accounts：環

境保護支出勘定）は，EUの SERIEEでは中心

的なモジュールとして位置付けられており，わ

が国でもSEEAと関連付けられてはいるもの

のSEEAとは独立的な勘定として位置付けら

れ，環境保護のための国民支出に焦点が当てら

れている 。また，国立環境研究所ではMFA

（Material Flow Accounting：マテリアルフ

ロー会計）の研究が行われており，MFAは物量

情報により経済による物質の流れと天然資源や

環境負荷との関係をフローとストックの両面か

ら把握する環境会計で物質の流れに焦点が当て

られたものである。

ミクロ環境会計は，一般に会計単位の内部管

理を目的とした内部機能と，外部のステイクホ

ルダーへの環境情報提供を目的とした外部機能

を持つ。内部機能に対応するものを内部環境会

計あるいは環境管理会計と呼ばれ，外部機能に

対応するものを外部環境会計と呼ばれる。両者

の関係は，内部環境会計の情報をステイクホル

ダーのニーズに合わせて平易な表現や理解容易

な指標などを使用して編纂したものが外部環境

会計である。このため，ミクロ環境会計の中心

部は内部環境会計であり，内部環境会計は組織

の環境会計情報を網羅的かつ包括的に記述す

る。従って，一般的なミクロ環境会計（内部環

境会計）は会計単位となる経済主体が関係する

環境問題について網羅的に作成するという点で

マクロ・メゾ環境会計の統合型と同類と考えら

れる。

ミクロ環境会計の特化型としては，MFCA

（Material Flow Cost Accounting：マテリア

ルフローコスト会計 ）とFCA（Full  Cost
 

Accounting：フルコストアカウンティン

グ ）を挙げることができる。MFCAは，製品

の生産に投入される原材料のうち製品を構成し

ないマテリアルロスの物量と費用情報をもとに

マテリアルロスを削減し，環境負荷と費用削減

を達成しようとする目的で作成される環境会計

である。すなわち，企業の経済活動のうち製品

生産のプロセスにおける環境負荷と費用削減と

いう問題領域に焦点を当てた環境会計であり，

ミクロ環境会計の特化型環境会計である。また，

96 北海道大学大学院農学研究院邦文紀要 第31巻 第2号



FCAは製品のLCA（Life Cycle Assessment：

ライフサイクルアセスメント）に経済的視点を

加えたライフサイクルコストと，製品のライフ

サイクルで発生する環境影響を経済的に評価し

た外部不経済を統合する手法であり，これも企

業の経済活動のうち，製品生産のライフサイク

ルにおける環境負荷と費用削減という問題領域

に焦点を当てた環境会計であり，ミクロ環境会

計の特化型環境会計である。

このようにモジュールとしての環境勘定をも

つ環境会計は，会計単位の環境情報を網羅的に

集計した統合型と，特定の問題領域に焦点を当

てた課題特化型に大別できる。小口〔65〕はマクロ

環境会計を統合型システムと課題特化型システ

ムに分類しているが ，本稿では会計単位とは

区別して分類する。以上の会計単位による分類

と問題領域による分類の二軸から環境会計を分

類すると表2－1のようになる。なお，メゾ環境

会計は部分地域を会計単位として，マクロ環境

会計やミクロ環境会計の理論枠組みを適用した

ものであり一般的な呼称がないため，具体的な

適用事例を示した。

C．マクロ環境会計の理論的枠組み

本節では，マクロ環境会計の理論的枠組みに

ついて国連の SEEAおよびオランダ の

NAMEAを取り上げ概説する。

a．貨幣評価によるマクロ環境会計の枠組み

１)SNAのサテライト勘定

SNAは一国の経済活動による経済循環を計

測する会計システムで，1953年に国際連合によ

り公刊されマクロ会計の国際基準となった。そ

の後，1968年の改定を経て，現行のSNAは

1993年に改訂されたものである 。SNAは，

中 枢 体 系 と サ テ ラ イ ト 勘 定（satellite
 

accounts）から構成されている。中枢体系は，

生産，消費，所得，蓄積などの経済活動の諸現

象を記述する体系であり，国際比較を可能とす

るため概念，定義および分類は同一なものとな

るよう整合性（勘定規則）が維持されている。

例えば，SNAの中枢体系で採用されている

「生産境界」 は，市場で取引される財とサー

ビス（市場生産）はすべて境界内に含む が，

家計で行われている家事や育児などのサービス

は境界外に置かれ生産とはみなされていない。

家計のサービスで生産境界内とされているのは

住宅サービスであり，帰属家賃 として境界内

に置かれている。また「資産境界」 は，家計，

法人企業，政府やNPOにより所有され，所有者

がそれを保有あるいは使用することにより経済

的利益を獲得することができるもの が境界

内の資産とされている。従って，自然資産でも

所有権を設定できるものは資産として扱われ

る。しかしながら，経済と環境の相互関係を考

えた場合，SNAが資産として取り扱っていな

い大気や公海における各種資源などへの影響も

考慮しなければならず，SNAの中枢体系の資

産境界では環境問題へ適切な対応ができない。

そこで，こうしたことに対応するため SNA

では第XXI章に「サテライト分析とサテライト

勘定」が設定された。サテライト勘定は機能指

向型と拡張型に大別される。なお，勘定表が構

築されない場合をサテライト分析と呼ぶ。

a)機能指向型サテライト勘定

機能指向型は，SNA中枢体系の諸概念の大

幅な変更をせずに中枢体系を基礎として特定の

問題領域に焦点を当てた分析を可能とするもの

である。対象とする問題領域としては，教育，

社会的保護，保健・医療，研究開発，環境保護

等があげられる。機能指向型では，SNA中枢体

系とのリンクを保ちながらこうした問題領域に

関わる経済活動の状況を多面的に把握すること

を主眼としている。対象とする問題領域によっ

ては，中枢体系の概念を代替する補完的要素を

導入する場合もある。機能指向型サテライト勘

定としてはEPEA，およびSEEAの 版と 版

がある。例えば，企業内部における公害防止活

表2－1 環境会計の種類と例

会計単位 統合型 特化型

統合型ミクロ環境会計 特化型ミクロ環境会計

ミクロ 内部・外部環境会計

庁舎管理型環境会計
MFCA，FCA

統合型メゾ環境会計 特化型メゾ環境会計

メゾ

富山県SEEA，北海道SEEA
東京都SEEA，長崎県SEEA，

岩手県環境会計，

北海道ハイブリッド型メゾ環

境会計

北海道農業ハイブリッド型メゾ環境会計，

北海道廃棄物勘定，宮崎県国富町バイオマ

ス勘定，

兵庫県ハイブリッド型環境経済統合勘定

統合型マクロ環境会計 特化型マクロ環境会計

マクロ
SEEA，NAMEA，SERIEE等

SEEA多面的機能勘定，MFA，廃棄物勘定，

森林資源勘定，水資源勘定，エネルギー勘定

等
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動は，SNA統計では内部費用化されていて明

示されない付随的活動であるが，EPEAや

SEEAではこれを外部化して表示することで

企業の環境保護に対する費用負担の状況を明確

にしている。このように機能指向型のサテライ

ト勘定は，SNA中枢体系の内在的数値を明示

的なものにすることで問題領域の分析を可能と

している。

b)拡張型サテライト勘定

拡張型は，SNA中枢体系の概念を拡張する

ことで，あるいは代替的な概念を導入すること

で特定の問題領域に焦点を当てた分析を可能と

するものである。つまり，拡張型はSNA中枢体

系の概念や枠組みを抜本的に見直し，対象とす

る問題領域に関わる経済活動の状況を多面的に

把握することを主眼としている。拡張型の例と

しては，無償労働の貨幣評価とSEEAがある。

例えば，無償労働とは対価の無い家事や育児，

家族の介護などの労働であり，このような無償

労働はSNAの生産境界の外に置かれている。

しかし，技術発展や経済社会の変化により無償

労働と市場サービスとの代替関係や，社会保障

制度や社会負担との関係を分析するにはSNA

の生産境界を拡張して無償労働を計測・評価す

る必要が生じる。また，環境と経済の相互関係

を分析するSEEAでは空気や水などの天然資

源のストックを自然資産として扱い，その資産

の減耗や復元を経済的価値で計測・評価する必

要が生じる。このためにはSNAの資産境界を

拡張して天然資源のストックを資産として扱う

ことで環境と経済の相互関係を包括的に分析す

ることが可能となる。なお，SEEAでは 版以

降が拡張型に分類される。このように拡張型の

サテライト勘定は，SNA中枢体系の概念や枠

組みを拡張することにより問題領域の分析を可

能としている。

２)SEEAのフレームワーク

SEEAは，この拡張サテライト勘定に相当す

るものとしてSNAに記述されている。ただし，

SEEAにはいくつかの版（version）があり（図

2－1参照）， 版と 版は機能指向型で， 版以

降が概念の拡張と変更をもつ拡張型サテライト

勘 定 と なって い る。以 下 で は，United

 

Nations〔118〕（以下，『SEEAハンドブック』と略

す）に基づきSEEAのフレームワークを概説す

る。

SEEAは，次のAからDの４つの部分から構

成されており，図2－1に示した各版はその組み

合わせと評価方法，生産境界の拡張方法が異

なっているが，一つの共通した会計体系の拡張

ないし変更として取り扱われている。

A SNAから環境関連の項目を抽出して表示

する部分。

SNAフロー計数から環境保護支出，環境関

連消費，天然資源の利用など を抽出し，ス

トック計数から地下資源，水，大気，野生生物

など非生産自然資産を区別して計上する。この

ような環境関連計数とそれ以外の経済活動を区

別して表現しているのがSEEA 版である。こ

の 版から，環境保護活動と環境保護資産につ

いて再整理・精緻化したものがEPEAであり，

このような計数だけで構成されるものが機能指

向型サテライト勘定である。

B 環境と経済の相互関係を物量単位で記述す

る部分。

経済による資源・エネルギーのスループット

図2－1 SEEAの各種版

出所：United Nations〔118〕
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の物質・エネルギー収支のフローと，生物資産，

地下資源，水，大気や土地などのストック変化

を天然資源勘定として記述する物的勘定の部分

である。

C 環境の経済的利用を追加的に貨幣評価する

部分。

大気汚染や水質汚濁などの経済活動による環

境負荷（外部不経済）を帰属計算により貨幣評

価し，帰属環境費用として計上する部分である。

『SEEAハンドブック』では，帰属計算方法と

して市場評価法（ .1版），維持費用評価法

（ .2版），CVM（Contingent  Valuation
 

Method：仮想評価法）（ .3版）の３つの評価

法を示している。

D SNAの生産境界を拡張することにより得

られる追加的情報の部分。

ここではSNAの生産境界外に置かれている

家計活動と環境が提供する環境サービスに生産

境界を拡張して，環境と経済の相互関係を記述

する部分である。環境サービスは，⒜土地，大

気や水などの自然環境が経済活動の結果生じる

廃物を吸収する処分サービス，⒝農業目的を含

め生産を目的とする土地，水域の空間的および

経済的機能としての生産的サービス，⒞レクリ

エーションを含め，人々の生存に必要なものを

供給する環境の基本的機能としての消費者サー

ビス，の３つに区別される。これらの評価方法

はCと同様の方法が『SEEAハンドブック』で

は示されている。

次にSEEAの表示形式を見てみよう。SEEA

はフロー勘定とストック勘定を含む行列形式で

表示される。上述の４つの構成要素のうちB部

分のみが物量情報で他はすべて貨幣情報として

表示される。表2－2は貨幣情報について

SEEAの拡張段階を表すSEEA行列で行列の

構成は縮約されている。表2－2の構成は投入産

出表と同様の特徴を有するが，列５～７にス

トック勘定が追加されており，その行２～10で

フロー計数と関連付けられている。

表中，黒色部はSNA計数を環境関連活動（上

記A）とそれ以外の経済活動に分解した部分で

ある。この部分では，廃棄物処理や下水道処理

等の実際環境費用と，公害防止施設や廃棄物処

理施設等の環境関連の人工資産および土地や地

下資源等の非生産自然資産のストック額と資産

形成額が明示される。

表2－2 拡張の異なる段階のSEEA行列（貨幣情報)

番号

1.国内生産

2.最終消費

3.非金融資産
(資産の使用と資産ストック)

4.輸出 5.総用途3.1生産資産 3.2
非生産
自然資産1.1産業

1.2その他
の家計活動

1.3環境
サービス

3.1.1
産業

3.1.2
耐久消費財

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

1.期首ストック

2.1産業の生産物の使用

3.3.1産業の生産固定資産の使用

2.2その他の家計産出の使用

3.3.2耐久消費財の使用

2.3環境サービスの使用

3.1非生産自然資産の使用

3.2廃物の経済的処理

4.1市場評価に直すための調整

4.2.1エコ・マージン

4.2.2純付加価値／NDP

5.総産出

6.その他のボリューム変化

7.市場価格変動による再評価

8.期末ストック

SNAの分解（ 版) 帰属環境費用（ 版) 生産境界の拡張（ 版)

出所：United Nations〔118〕
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斜線を施した部分は帰属環境費用（上記C）

を計上する部分である。行７～８は経済活動と

それによる自然資産の量的変化を追加的な費用

として記録する部分である。フロー勘定では経

済活動による環境負荷を貨幣評価した帰属環境

費用が計上され，ストック勘定では経済活動に

よる自然資産の減耗がマイナス計上される。行

９～10は SNA計数と帰属環境費用との調整

項目である。

濃い陰影を施した部分はSNAの概念拡張に

対応する部分である。表2－2では家計生産活動

に関する拡張概念が列２と行４に示され，対応

する生産資産概念の拡張による耐久消費財のス

トック勘定（列６）とその使用に関する費用が

行５に計上される。さらに，生産境界を拡張し

て環境サービスを生産活動として取り扱う場合

は列３と行６にその推計値が計上される。この

ように概念の拡張に従いSEEA行列も拡張さ

れる。

３)帰属環境費用と維持費用評価法

わが国で試算されたSEEAは .2版である

（以下 J-SEEAと呼ぶ）。そこで，具体的な試算

例の前に帰属環境費用について解説しておく。

『SEEAハンドブック』では「環境費用とは，

経済活動による自然資産の実際的あるいは潜在

的悪化に関係する費用である。」 と定義され

ている。この環境費用は，経済単位の活動によ

り実際的あるいは潜在的に環境悪化を引き起こ

しているとき，その経済単位に関係する費用で

ある「引き起こされた費用（costs caused）」と，

経済単位が環境悪化を実際に引き起こしたか，

あるいは潜在的に引き起こすかに関係なく経済

単位により「負担された費用（costs borne）」と

いう２つの概念に分けられる。いずれの概念も

実際環境費用と帰属環境費用を含んでいる。

『SEEAハンドブック』では，帰属環境費用の

推計方法について「引き起こされた費用」概念

を適用する場合は維持費用評価法，「負担された

費用」概念を適用する場合は市場評価法と

CVM が提案されている。

さて，SEEAは経済活動による環境変化を監

視し，経済面と環境面を統合した政策に向けた

情報基盤となることを目的としている。このた

め，自然環境の悪化に対して誰が責任を負うべ

きかという問題に焦点を当て，環境費用と環境

悪化を引き起こす経済活動とを結びつけること

に高い優先度を与えている。この考え方には「引

き起こされた費用」概念を適用することが整合

的である。J-SEEAでも SNAとの関連で「引き

起こされた費用」概念に基づく維持費用評価法

を使用することが現実的で有効とし，SEEA

.2版をベースとした推計を行っている。

「維持費用とは，国内および世界の自然環境の

長期的な量的および質的水準の低下が起きない

ように，ある会計期間の国内経済活動を修正す

ることができ，あるいは国内経済活動のもたら

す影響を軽減することができたとした場合に生

ずるであろう，追加的な帰属費用のことであ

る」 。ここで，自然環境の長期的な量的および

質的水準を維持するということは，⒜自然資産

の量的使用，⒝土地，景観，生態系の空間的お

よび質的使用（廃物の捨て場としての使用を除

く），⒞自然資産の処分機能の使用，という自然

環境の機能の持続可能性を維持するということ

を意味している 。つまり，維持費用とは環境

を持続可能な水準に維持するために実際に支出

されるべきであった環境費用である。

『SEEAハンドブック』ではこのような帰属

環境費用の算定手順を次のように示してい

る 。

(ⅰ)経済活動に起因する自然環境の物的な

変化を記述すること。

(ⅱ)これらの物的変化によって，どの程度自

然環境が量的に減耗し，質的に劣化した

かを分析すること。

(ⅲ)これらの減耗や劣化を回避するために

監視する必要がある量又は質的な基準

を決定すること。

(ⅳ)決められた基準を満たし得る活動 を

選択すること。

(ⅴ)これらの活動のための費用を算定する

こと。

このような手順を踏む場合，環境の持続可能

な水準をどのように設定するか，その水準を維

持するためにどのような活動を選択するかが帰

属環境費用の大きさに影響する。さらに，選択
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された活動のための費用算定では費用はその時

点における技術水準に依存する。とりわけ，持

続可能な環境水準に関しては，どのような環境

状態を「原初」と設定するかが重要となる。

４)J-SEEAにおける帰属環境費用の算定方

法

ここで J-SEEAにおける帰属環境費用の算

定方法を概観してみよう。なお，地球環境への

影響についてはCO2発生量から森林による自

然吸収量を控除した超過排出量を対象に費用原

単位を乗じて帰属環境費用を算定しているが，

その除去量が膨大であることなどから非現実的

であり J-SEEAへの計上は行われていない。ま

た，アメニティの低下など自然資産のその他の

使用については具体的な帰属環境費用の推計が

行われていない。

a)廃物の排出

NOx（窒素酸化物），SOx（硫黄酸化物）によ

る大気汚染，BOD（Biochemical  Oxygen
 

Demand：生物化学的酸素要求量），COD

（Chemical Oxygen Demand：化学的酸素要

求量），Ｎ（窒素）およびＰ（リン）による水質

汚濁，廃棄物の最終処分に伴う土地の劣化が対

象となっている。算定方法は，基本的に各汚染

物質の排出量および廃棄物の最終処分量を推計

し，これに除去費用原単位を乗じることで帰属

環境費用を算定している。なお，水質汚濁物質

についてはＮとＰは富栄養化原因物質であるの

で全国ベースの排出量を対象とすることなどに

疑問があることから最終的な計上対象からは除

外されている。また，BODとCODは同じ処理

装置で同時に除去可能であるため帰属環境費用

の大きい方を計上対象とし，最終的にCODの

帰属環境費用が計上されている。

b)土地・森林等の使用

土地については，林地から宅地や工業用地等

の都市的土地利用への転換，林地から農地への

転換といった特定の土地開発面積，および自然

公園と自然保全地域面積の減少分を対象に土地

造成費を基礎とした費用原単位を乗じることに

より当該土地開発を断念した場合の遺失額を帰

属環境費用として算定している。また，森林に

ついては自然成長量と伐採量の差である超過伐

採量を対象に生産額に基づく費用原単位を乗じ

ることにより算定している。

c)資源の枯渇

石炭，石灰石，亜鉛を対象に生産量と可採埋

蔵量から残存年数を算定し，ユーザーコスト法

により帰属環境費用を算定している。ユーザー

コスト法とは，再生不可能な天然資源の販売か

ら得られる毎期の所得の一部を他に再投資する

ことにより，天然資源の枯渇後にも枯渇前と同

様の所得（恒常的所得）が得られると仮定し，

恒常的所得を超える毎期の所得分を帰属環境費

用とする方法である。

d)自然資産の復元

水環境については，公害防止計画に基づく浚

渫・導水事業費を，土壌環境については公害防

止計画に基づく農用地の土壌汚染を改善するた

めの公害対策土地改良事業費を帰属環境費用と

して計上している。

５)J-SEEAの試算結果

それでは J-SEEAの統合表（貨幣表）を参照

しながら，そのフレームワークと試算結果をみ

てみよう。J-SEEAの統合表は，大項目での行列

構成は行12項目，列９項目からなり（表2－3参

照），合計欄を含めた全体は41行43列の構成と

なっている。表2－4に示した1995年の統合表

は簡略化したものである。列４～５の産業と政

府の生産活動は，本来，それぞれ環境保護活動

とその他の活動に二分されており，さらに産業

の環境保護活動は内部的環境保護活動と外部的

環境保護活動 に区分されているが本表では

表2－3 J-SEEAの行列項目

行の大項目 列の大項目

ａ．期首ストック ａ．産出額（生産者価格）

ｂ．生産物の使用 ｂ．輸入（CIF価格＋輸入税)

・環境関連の財貨・サービス ｃ．運輸・商業マージン

・その他の財貨・サービス ｄ．需要（供給）

ｃ．生産される資産の使用 ｅ．生産活動

ｄ．自然資産の使用（帰属環境費用) ｆ．最終消費支出

ｅ．自然資産の復元（帰属環境費用) ｇ．非金融資産の蓄積とストック

ｆ．帰属環境費用の移項 ・生産される資産

ｇ．環境関連の移転支出 ・生産されない資産

ｈ．環境調整済国内純生産 ｈ．輸出（FOB価格）

ｉ．産出額 ｉ．不突合

ｊ．自然資産の蓄積に関する調整項目

ｋ．その他の調整項目

ｌ．期末ストック

出所：経済企画庁〔60〕
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省略されている。行２～15までの行列から帰属

環境費用の行６～14を除いた行列は，投入・産

出形式の行列となっている。行３の環境関連の

財貨・サービスは，リサイクル製品，下水処理

や廃棄物処理サービスなどがどのような活動に

投入されているかを表しており，実際環境費用

を記録している。つまり，1995年では生産活動

において実際に負担された環境費用は，３兆

1,738億円であり，消費活動では５兆1,924億

円が負担されていたことを示している。

次に中心部である帰属環境費用を見てみよ

う。行７～11には５つの環境負荷要因が示され

ており，その列４～６および列８～９が環境負

荷を引き起こす活動となっている。また，列

11～17が５つの環境負荷によって影響を受け

る環境媒体を示している。例えば，行７の廃物

の排出はNOx，SOxによる大気汚染，BOD，

COD，NおよびＰによる水質汚濁，廃棄物の最

終処分に伴う土地の帰属環境費用であるが，生

産活動により２兆2,561億円（列３）の環境費

用が，消費活動からは１兆9,361億円（列７）

の環境費用が引き起こされており，経済活動全

体ではこの合計の４兆1,922億円の環境費用が

引き起こされていることになる。これらの帰属

環境費用は，最終的に環境中へ排出された上記

の汚染物質の推計量を対象として，その除去に

必要な費用に基づき算定されている。つまり，

この帰属環境費用はこれらの廃物の排出を防止

するためには追加的に４兆1,922億円の費用が

必要であったことを示している。そして，この

廃物の排出により大気（列13），水（列14）お

よび土地（列16）が影響を受けており，これら

の自然資産の劣化費用として帰属環境費用がマ

イナス計上され環境媒体の劣化を表している。

つまり，列10～17の行２～12には自然資産の

期中フローが記録され，経済活動による自然資

産への影響が帰属環境費用の大きさで示される

ようになっている。また，行13の帰属環境費用

の移項は，政府部門が行ったし尿・下水道処理

に伴う水質汚濁の帰属環境費用9,626億円（列

５行７）をその原因行為を行った産業と家計へ

帰属させるために設けられた行である。従って，

産業と家計の帰属環境費用はこの移項分として

それぞれ1,882億円（列４），7,744億円（列９）

が加算され，政府からは控除するため負値で列

５に記録されることとなる。行14のエコ・マー

ジンは帰属環境費用の合計を負値として計上し

たものであり，経済活動による環境負荷額を表

している。これを国内純生産（NDP：Net
 

Domestic Product）から控除することで環境調

整済国内純生産（EDP：Environmentally ad-

justed Domestic Product）が算出される。以上

が J-SEEAの概略であるが，ここでいくつかの

問題点と課題をあげておく。

第１に環境情報の利用可能性の問題である。

2002年度から環境省は環境統計集を刊行して

いるもののマクロ・メゾ環境会計を推計するに

は不十分であり，物量および貨幣情報の双方に

関する環境情報基盤の整備が求められる。環境

影響の定量化・集計過程における不確実性や誤

差の拡大をできるだけ小さくできる自然科学分

野の研究成果などを援用した精度の高いデータ

整備が必要である。

第２に維持費用の推計に係わる環境水準の問

題である。生態学的に持続可能な環境水準の設

定と，各会計期間における環境対策の目標を設

定し，それに対する帰属費用を算定することが

より望ましいと考えられる。ただし，環境の不

可逆的変化については維持費用評価法では貨幣

評価できない。また，目標とする環境水準への

復元時間が大きい場合もあり，時間軸をどのよ

うに評価するかという問題も残されている。

第３に輸出入などによる会計単位の外部に与

える環境影響の問題である。とりわけ，途上国

など環境弱者に与える影響とその環境責任が適

切に反映できる概念とフレームワークの検討が

必要と考えられる。

第４にSEEAから得られる指標の問題であ

る。J-SEEAからはEDPが算出されているが，

EDPの変化と環境変化が連動しないのである。

環境の多様性を考慮すれば，包括的な指標へと

総合化するよりは，体系的な環境指標システム

のフレームワークを構築することが有効と思わ

れる。SEEAでも物量表は作成されており，そ

の拡充と有効利用により物量と貨幣の両側面を

反映させた指標の構築は可能であろう。環境指
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標の導出という点では次に述べるNAMEAの

方が優れている。

b．物的評価を導入したマクロ環境会計の枠

組み

１)NAMEAのフレームワーク

NAMEAは，オランダ中央統計局にて開発さ

れ1993年にパイロット版が初めて作成された。

その後，環境指標構築に対する有効性が認めら

れ，オランダの国民会計では毎年正規に作成さ

れるようになっている。また，スウェーデン，ド

イツ，英国，イタリア，ギリシャなど多くの国で

も作成がみられる。NAMEAは，国民会計と環境

勘定を１つの行列形式にまとめた統計情報シス

テムである。NAMEAは経済と環境の傾向を即

座に観察できる総合的指標を提供することと，

環境と経済政策・予測・理論などを吟味あるいは

立案しやすいような統合され首尾一貫した分析

枠組みを提供することを目的としている。わが

国でも，オランダのフレームワークを基礎とし

て改良を加えたものが日本版NAMEA（以下，

J-NAMEAと呼ぶ）として試算されている 。

図 2－2は NAMEAの 概 念 図 で あ る。

NAMEAは多くの小勘定行列から構成される

が大きくは貨幣勘定と物量勘定に分けられ，図

の薄い陰影を施した部分が貨幣勘定でSNAに

基づく国民会計行列（National Accounting
 

Matrix：NAM）となっており，その外側には

物量勘定である環境勘定（Environmental
 

Accounts：EA）が配置され，各種環境問題に関

係する物量データやエネルギーなどに関する

データを物量単位でNAM と連関するように

示される。NAM は供給使用表のように行に使

用（受け取り），列に供給（支払い）が貨幣単位

で示される。NAM は，財・サービス勘定，家計

消費支出，生産と中間投入・付加価値，所得発

生，所得の分配と使用，資本，金融収支，税，

海外との経常取引，海外との資本取引の10の小

勘定で構成される。

EAは，図2－2に示したように物質勘定と環

境テーマ勘定に分割されている。物質勘定は，

CO2，亜酸化窒素（以下N2Oと略す），メタン

（以下CH4と略す），フロン，NOxなどの汚染

因子のほか，石油や天然ガスなどの天然資源の

ストック変動（フロー）についても示される。

環境テーマ勘定は，地球温暖化，オゾン層破壊，

酸性雨，富栄養化などの環境問題ごとに汚染因

子を等価係数などにより単一の指標に集約して

示される。つまり，NAMEAはNAM との連関

で経済活動による汚染因子の排出を関係付け，

さらに経済活動がどのような環境問題に影響を

及ぼしているかを示すように設計されていると

ころに最大の特徴がある。表2－5には，J-

NAMEAで取り上げられている汚染物質およ

び環境負荷項目を示した。J-NAMEAではオラ

ンダ版NAMEAでは取り上げていない項目が

追加されている。自然資産勘定では石炭，森林

資源，水資源，漁業資源が追加され，土地利用

勘定と隠れたマテリアルフロー 勘定が導入

されている。これにより J-NAMEAの物質勘定

は28項目，環境テーマ勘定は17項目となって

いる 。

SEEAとNAMEAの違いは，SEEAが生産

境界の拡張によるフロー勘定の拡張と非生産自

然資産の勘定によるストック勘定の大幅な拡張

に焦点を当てているのに対し，NAMEAではス

トック勘定は計上されておらず環境データの利

用可能性と政策情報の提供等の観点からフロー

勘定に焦点を当てている。またNAMEAは，環

境問題により加重調整された物質の集計値を計

上しているが，SEEAでは環境問題による集約

化は行ってはいないところも大きな違いであ

る。NAMEAでは，環境政策が環境水準に基づ

き形成されることと，状態変化よりも負荷（圧

力）に関するデータの方がより利用しやすいこ

とから各種の環境問題の負荷指標に連関するよ

うになっている。また，越境する環境フローや

焼却施設における廃棄物処理や物質のリサイク

ルなどの排出された汚染物質の経済プロセスへ

の再吸収も組み入れている。さらにNAMEA

は，SEEAにみられる帰属環境費用に関する計図2－2 NAMEAの概念図
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数を計上しておらず，仮定的な環境費用の計上

に否定的である 。このようにNAMEAはフ

ロー勘定に焦点を当ててはいるもののストック

勘定を取り扱えないというわけではない。J-

NAMEAではストック勘定を導入している。そ

こで J-NAMEAの2000年試算結果を参照しな

がら，NAMEAの詳細なフレームワークをみて

みよう。

２)J-NAMEAのフレームワーク

オランダ版NAMEAから J-NAMEAの修

正点は，NAM 関連では社会資本ストック勘定

や環境関連資本ストック勘定等のストック勘定

を導入していることと，最終消費部門に政府部

門を設けていることである。EAでもストック

勘定に対応して期首と期末ストックを導入して

いるほか，自然資産勘定では石炭，森林資源，

水資源，漁業資源を追加し，土地利用勘定と隠

れたマテリアルフロー勘定を導入している。ま

た，わが国の輸入依存度を考慮して環境蓄積勘

定に輸入による海外資源の変化（海外への環境

負荷）を導入している。

図2－3に J-NAMEAの記帳方法を示した。

図中の矢印は物質・資源のフローを示している。

NAM では生産勘定など10の小勘定行列で構

成され，行方向には収入が，列方向には支出が

それぞれ記帳される。EAは，大きく物質勘定，

環境蓄積勘定，環境テーマ勘定の３つの勘定行

列で構成される。物質勘定は汚染物質や天然資

源，用途別土地など28の小勘定行列からなる。

図中Ａの行列では国内および海外部門による国

内環境の環境媒体および天然資源への負荷と，

国内部門による海外天然資源の復元が記帳され

る。つまり，国内の生産および消費活動に伴う

汚染物質の排出量と天然資源・土地への負荷が

表2－5 J-NAMEAの環境勘定項目

項 目 物量単位 環境テーマの単位

CO2（二酸化炭素） 千 t-CO2  GWP

N2O（一酸化二窒素） 千 t-N2O
 

CH4（メタン） 千 t-CH4
地球温暖化

HFCs（ハイドロフルオロカーボン類） 千 t-CO2
 

PFCs（パーフルオロカーボン類） 千 t-CO2
 

SF6（六フッ化硫黄）

オゾン層破壊 フロン － －

NOx（窒素酸化物） 千 t-NOx  AEQ

汚染物質 酸性化 SO2（二酸化硫黄） 千 t-SO2 千 t-SO2
 

NH3（アンモニア） － －

T-P（総リン） EEQ

水質 T-N（総窒素） 千 t
千 t-PO4

COD（化学的酸素要求量）

最終処分
廃棄物 千 t 千 t

再生利用

ガス（天然ガスとLNG）

エネルギー資源 原油（天然ガス液を含む） 千兆 J 千兆 J

石炭
自然資源

森林資源 森林体積 千m 千m

水資源 水使用 百万m 百万m

漁業資源 水産物 千 t 千 t

農用地

森林・原野

水面・河川・水路
土地利用 千ha 千 ha

道路

宅地

その他の土地

隠れたマテリアルフロー 百万 t 百万 t

１）地球温暖化係数（Global Warming Potential）

２）酸性化等価係数（Acidification Equivalents）

３）富栄養化等価係数（Eutrophication Equivalents）

出所：内閣府〔81〕に基づき作成。
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項目ごとの物量単位で記帳される。またＢの行

列では，国内環境の環境媒体と天然資源から経

済に取り込まれる国内および海外部門へのフ

ローと，輸入による海外天然資源の減少が記帳

される。Ｃの環境蓄積勘定では，汚染物質の国

内環境への蓄積と国内天然資源の変化が列項目

で記帳され，さらに輸入と復元による海外資源

の変化が列項目で記帳される。

これらの環境影響が環境問題ごとに単位統一

され，Ｄの環境テーマ勘定へ記帳され会計期間

における環境影響のフローを示すことになる。

また，環境テーマ勘定には期首・期末のストッ

クおよび環境問題ごとに集計された物量を環境

指標として行項目が追加されている。

３)J-NAMEAの試算結果

a)国民会計行列

J-NAMEAの個々の勘定行列を2000年の試

算値でみてみよう。表2－6は国民会計行列

（NAM）を示している。各行列番号が勘定番号

となっており，第１勘定から第８勘定が国内部

門，第９，10勘定が海外部門を表している。財

貨・サービス勘定（第１勘定）は需要と供給を

むすぶ勘定で，行に中間消費434兆8,977億円，

最終消費369兆7,695億円，総資本形成134兆

3,775億円，輸出55兆2,559億円の需要が，列

に産出941兆5,188億円，輸入品に課される

税・間接税2,483億円，輸入47兆9,404億円の

供給項目と統計上の不突合が記帳される。

生産活動勘定（第２勘定）では，収入となる

産出を行に，支出となる中間消費，生産への純

間接税の支払いが38兆6,658億円，バランス項

目である総付加価値は467兆9,552億円を列に

記帳する。生産活動勘定から収入項目として総

付加価値を受け取った所得発生勘定（第４勘定）

は，さらに海外からの雇用者報酬289億円を受

け取り，固定資本減耗97兆9,951億円が控除さ

れ，海外への雇用者報酬293億円が支出され，

国民純所得369兆9,602億円がバランス項目と

して記帳される。

所得発生勘定から国民純所得を収入として受

け取った所得の分配・使用勘定（第５勘定）は，

各種税の受取82兆6,247億円と海外からの財

産所得と経常移転12兆9,696億円を収入に加

え，家計と政府の最終消費，所得・富等に課さ

れる経常税の支払い44兆2,072億円，海外への

財産所得と経常移転７兆4,091億円を支出し，

バランス項目として純貯蓄44兆1,683億円が

記帳される。純貯蓄は資本勘定（第７勘定）の

収入となり，これと海外からの資本移転9,945

億円（マイナス計上）を原資とする純資本形成

は36兆3,824億円となる。

また，税勘定（第６勘定）は，各勘定からの

税の支出として輸入品に課される税・間接税等

の支払い，所得・富等に課される経常税の支払

い，生産への純間接税の支払いを収入項目とし，

一般政府による税の受け取り82兆6,247億円

を支出する。

非金融資産勘定（第８勘定）は，純資本形成

は36兆3,824億円を収入として，固定資本減耗

を控除し，環境保護関連資産５兆4,141億円，

社会資本27兆1,538億円，その他の資産101兆

8,096億円を形成する。

海外勘定も国内部門と同様にみることができ

経常取引勘定（第９勘定）は，海外部門の収入

である輸入，海外への雇用者報酬および海外へ

の財産所得と経常移転を行に，支出である輸出，

海外からの雇用者報酬および海外からの財産所

得と経常移転を列に記帳する。資本取引勘定（第

10勘定）は，経常外収支12兆8,756億円（マイ

ナス計上），海外からの資本移転9,945億円（マ

イナス計上）と，バランス項目である海外に対

する債権の変動11兆8,811億円が記帳される。

b)物質勘定

次にEAをみてみよう。表2－7は物質勘定の

図2－3のＡの部分の行列を示している。この行

図2－3 J-NAMEAの記帳方法

出所：内閣府〔81〕に基づき作成。
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列では，国内および海外部門による国内環境の

環境媒体および天然資源への負荷と，国内部門

による海外天然資源の復元が記帳される。生産

活動および消費活動による汚染物質の排出が行

２～３に記帳される。例えば，GHGであるCO2

（列11a）は，生産活動から10億1,728万 t，消

費活動により２億2,142万 t排出されているこ

とが記帳されている。また，CH4（列11c）では，

生産活動92万 tと消費活動9,000tのほか，施

設からの漏出などその他の原因による排出６万

4,000tが記帳されている。

天然資源勘定においてはエネルギー資源につ

いては確認埋蔵量の変化が記帳されるが，ゼロ

計上されているので確認埋蔵量に変化が無いと

いうことである。また森林資源勘定などでも，

資源量の変化が記帳され，森林資源については

国内森林の成長量が約7,284万m 記帳されて

いる。土地利用勘定では用途別にその変化量が

記帳され，農用地は４万haの減少が，森林・原

野は１万haの増加などが記帳されている。

表2－8は物質勘定の図2－3のＢの部分の行

列を示している。この行列では，国内環境の環

境媒体と天然資源から経済に取り込まれる国内

および海外部門へのフローと，輸入による海外

天然資源の減少が記帳される。水質勘定では各

物質の排出量がエンドオブパイプで算定されて

いるとしてゼロ計上されている。エネルギー資

源勘定や森林資源勘定をみるとわが国が海外資

源に大きく依存していることが列９から分か

り，ガス2,970PJ ，原油9,715PJ，石炭は

4,128PJ，森林資源では8,124万m の海外の

天然資源を使用していることが記帳されてい

る。また，建設残土や不要鉱物など国内生産活

動に伴い発生している隠れたマテリアルフロー

は10億9,500万 t発生しており，輸入に伴い海

外で発生する隠れたマテリアルフローは28億

2,600万 tと大きいことが記帳されている。

c)環境蓄積勘定

表2－9は環境蓄積勘定Cと環境テーマ勘定

Dを示している。環境蓄積勘定の列X1は国内

環境への汚染物質の蓄積 と国内天然資源の

変化，国土の土地利用の変化量，隠れたマテリ

アルフローの蓄積を，列X2は海外における天

然資源の変化と隠れたマテリアルフローの蓄積

を記帳している。例えば，森林資源は国内環境

においては物質勘定Ａで国内森林の成長による

約7,284万m の増加量となっており，そのう

ち，物質勘定Ｂで記帳されている1,802万m

が経済活動により利用され，残りの5,482万m

が蓄積量として記帳されている。一方，海外の

森林資源は国内部門による復元が推計されてい

ないこともあり，輸入に伴う使用量がそのまま

マイナス計上されているため海外の森林資源に

対する負荷が大きい結果となっている。

d)環境テーマ勘定

環境テーマ勘定は，各汚染因子の環境問題へ

の影響度を測るため環境蓄積勘定における国内

環境に蓄積される汚染因子を等価指標などによ

り単一の指標に集約して示されている。そして，

その合計値が各環境問題の環境指標として示さ

れている。また，天然資源と土地については，

期首と期末のストックが記帳されており，環境

指標は期中の変化量を表している。例えば，地

球温暖化への影響を示すGHGの排出量は

GWP換算で12億3,870万 tであり，この数値

からは地球温暖化へ強く影響していることは窺

えるが，わが国が持続可能な方向に向かってい

るかは判断に困る。1990年の J-NAMEA推計

値と比較すると，GHGは生産活動において

6.0％，消費活動では36.4％の増加である。ま

た，貨幣データと比較すると，生産活動では産

出額当たりのGHGは3.2％減少しているが，

消費活動では最終消費額当たりで7.4％増加し

ている。このように環境テーマ勘定に記帳され

ている環境指標からは単純に持続可能性を判断

できない。そこで，J-NAMEAから得られるこ

うした情報に基づいた環境効率改善指標の作成

が試みられている。

e)環境効率改善指標

環境効率改善指標は，後述する経済的効用と

環境的不効用の関連を切り離すことを意味する

デカップリングの概念に基づく指標である。デ

カップリングが実現しているということは，経

済的駆動力（Driving Force，以下 DF）の増加

率に比べ環境負荷（Environmental Pressure，

以下 EP）の増加率が小さいことを表すことに
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なる。環境効率指標は，期首と期末の DF と EP

のデータを用いたデカップリング比率に基づき

次式のように定義される。

環境効率改善指標＝ 1－

EP DF 期末

EP
 
DF 期首

×100

指標値が正値であれば，DF の増加率＞EP

の増加率であるので環境効率の改善を表し，非

正であれば環境効率が悪化していることを表す

ことになる。表2－10は３つの会計期間におけ

る環境効率改善指標の計測結果を示す。

1990～1995年の間では地球温暖化と市街地面

積で効率の悪化が継続されているが，その後の

1995～2000年では改善に転じていることが示

されている。しかしながら，この指標はGDP

（Gross Domestic Product：国内総生産）を如

何に効率よく生み出すか，つまり少ない環境負

荷で大きいGDPを生み出せているかを表すも

のであり，資源投入量に適用してもフロー概念

による持続可能性を表現している。しかし，環

境的持続可能性は天然資源のストックに規定さ

れるため，ストック概念を導入した指標の開発

が課題となっている。

D．環境効率指標とデカップリング指標

前章でも述べたように，環境会計は環境と経

済との相互関係を示す環境指標の情報源でもあ

る。そして，導出される環境指標は，使用目的

や利用者に整合したものであることが求められ

る。本稿では，マクロ的視野から経済活動と環

境負荷の相互関係を包括的に示し，一般市民に

も理解容易な環境指標の導出を行うことが目的

の一つである。

SEEAから導出される環境調整済み国内純

生産，いわゆるグリーンGDPの類は経済活動

から生み出される価値の総額を計測しようとし

ている。このような試みは第 章でも紹介する

ように，社会の福祉・厚生に鑑みて便益と考え

得るものを加算し，費用すなわち損失と考え得

るものを減算する形式で導出され，こうした形

で算出される経済価値の総額が増加することを

評価しようとしている。しかしながら，後述す

るように経済価値の産出活動と環境負荷の増大

が比例的であれば，活動量自体を抑制するか，

活動の効率性を向上させることを実現しなけれ

ば価値の増大はない。そこで，環境負荷に対す

る経済活動の効率性を向上させ，かつ経済価値

の産出活動と環境負荷の増大が比例しないよう

な状態を表現できる指標を提示することが行わ

れている。それが環境効率指標とデカップリン

グ指標である。

a．環境効率指標

企業などが作成するミクロ環境会計あるいは

環境報告書では，環境効率指標がよく使用され

ている。環境効率性（Eco-Efficiency）とは，環

境負荷に対する経済活動の水準と定義される概

念である。これは，環境への悪影響を最小化し

つつ経済活動から得られる価値を最大化しよう

とする考え方である。したがって，環境効率性

が高いということは，同じ価値を獲得するのに

少ない環境負荷で行うことができる活動を実現

していることになる。

一般に環境効率指標は次式で表される。

環境効率指標＝付加価値÷環境負荷

物質フロー指標として用いられている資源生

産性指標では，環境負荷ではなく総天然資源投

入量を使用しているが，資源投入量が天然資源

への負荷という観点からは同種の指標といえ

る。

しかし，この指標は効率性の指標である。環

境問題は環境負荷の総量の問題である。このた

表2－10 環境効率改善指標の推移

会計期間 温室効果 酸性化 富栄養化 廃棄物 宅地面積 市街地面積

1990～1995年 ▲3.4％ 6.5％ 9.5％ 27.6％ 2.1％ ▲0.5％

1995～2000年 6.0％ 13.1％ 16.5％ 37.3％ 1.8％ 0.3％

1990～2000年 2.8％ 18.7％ 24.5％ 54.6％ 3.8％ ▲0.2％

出所：内閣府〔81〕
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め，環境負荷総量が変化しなくとも付加価値が

増大すれば，つまり経済活動量が増大すれば，

環境効率性は向上する。このことには十分な注

意が必要である。個別の経済主体の環境効率性

の追求は必要であるが，全体としての環境負荷

抑制が実現できているかは，この指標からは判

断が困難である。この点については第 章の持

続可能性指標において述べるEFが有用であ

る。

b．デカップリング指標

さて，経済学は環境問題を外部不経済として

とらえている。これは，環境が市場の外部的存

在として認識されていることを意味する。しか

し，経済学は環境を市場と独立した（無関係な）

存在とはみなしていない。なぜなら，経済シス

テムには環境からの資源投入が必要であり，経

済システムからの廃物を吸収する場として環境

が必要であることを認識しているがゆえに外部

不経済としているのである。つまり，伝統的な

経済学は環境を市場の外部的存在としている

が，経済領域としては環境を組み込んで認識し

ており，環境を経済活動の所与の条件として経

済システムに従属する存在と考えられてきたの

である。このため，経済成長に伴い環境から投

入される天然資源は増加し，経済システムから

排出される廃物も増加し外部不経済が拡大して

きた。このような経済成長と環境問題が連動し

ている状況では，環境問題を解決することが困

難である。そこで，いったん環境を経済領域か

ら分離し，双方の側面から改善することで経済

成長と環境保全の両立を図ろうとしているので

ある。

すなわち，経済成長と物質投入を分離し環境

負荷に結びつくことのない経済成長を示すため

に，経済的効用（Economic goods）と環境的不

効用（Environmental bads）の関連を分離する

ことがデカップリングの概念である 。そこ

で，この経済領域からの環境の分離の状態を示

そうとするデカップリングがどの程度実現でき

ているかを把握できる明確な基準と指標が必要

となる。

このデカップリングには，相対的デカップリ

ング（relative decoupling）と絶対的デカップ

リング（absolute decoupling）の２つの形態が

ある。相対的デカップリングとは経済成長率と

環境負荷の増加率が共にプラスであるが，環境

負荷の増加率が経済成長率よりも小さい場合を

意味する。一方，絶対的デカップリングとは経

済成長率はプラスであるが，環境負荷の増加率

がゼロあるいはマイナスである場合を意味す

る。そこで，経済成長，すなわち経済的駆動力

を DF，環境負荷を EP ，ある会計期間 tの期

首と期末における DF と EPの関係から相対

的デカップリングと絶対的デカップリングは次

のように表現できる。なお，DF および EPは非

負の数値として定義されている。

・相対的デカップリング

DF＞DF

EP＞EP

DF/DF ＞EP/EP

・絶対的デカップリング

DF＞DF

EP EP

しかしながら，このようなデカップリングで

は駆動力である経済成長がマイナスである場

合，デカップリングが実現しているかを判断す

ることが困難である。そこで，次式のような経

済成長と環境負荷の変化率の比を用いてデカッ

プリングを計測・評価することが提案されてい

る 。

Ratio＝
EP/DF

EP /DF
≡DI

本論文では，上式で定義される比をデカップ

リング指標（DI：Decoupling Indicator）と呼

ぶことにする。DF および EPは非負であるの

で，デカップリング指標も非負である。

デカップリングが実現している状態は，DI

が１未満であり，デカップリングが実現してい

ない状態は DI が１以上のときである。

すなわち，０≦DI＜１のときデカップリング

が実現していることから，

DI＝
EP/DF

EP /DF
＜1

EP/DF ＜ EP /DF

∴ EP/EP ＜ DF/DF

であるので，経済成長率が環境負荷の増加率よ
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りも大きいことになる。また，DI＝0となるの

は，期末の環境負荷がゼロのときであるので，

このときデカップリングは最大となる。

一方，１≦DI のときデカップリングが実現

していないことを表しているので，

DI＝
EP/DF

EP /DF
1

EP/DF EP /DF

∴ EP/EP DF/DF

であるので環境負荷の増加率が経済成長率を上

回る場合である。また，DI＝1となるのは，経

済成長率と環境負荷の増加率がともに１の場合

（つまり経済成長および環境負荷の変動が無い

場合），あるいは両者の増加率が等しい場合であ

る。

図2－4は，水平軸を環境負荷の増加率，垂直

軸を経済成長率とした場合に陰影を施した部

分，およびその垂直軸上がデカップリング実現

状態を表している。

ここで，前述の相対的デカップリングと絶対

的デカップリングを DI と照合すると絶対的デ

カップリングは，

DF/DF ＞1

EP/EP 1

であるので図の濃い陰影部分である。

また，相対的デカップリングは，

DF/DF ＞EP/EP ＞1

であるので図の斜線を施した部分となる。

このように，上記のようなデカップリング指

標 DI は経済がマイナス成長時でもデカップリ

ングの発生状況を表現することは可能である

が，相対的デカップリングや絶対的デカップリ

ングが発生しているか否かはその値から即座に

は判断できないので経済成長率と環境負荷増加

率の値から判断しなくてはならない。

さらに，このようなデカップリング指標をよ

り理解容易にするものとして次式で表されるよ

うなデカップリング要因（Decoupling factor）

がある。

デカップリング要因＝1－DI≦1

デカップリング要因が正のときデカップリン

グが実現しており，非正のときデカップリング

が実現していない。デカップリングが最大とな

るのはデカップリング要因が１のときである。

前節で示した J-NAMEAの環境効率改善指標

はこのデカップリング要因である。

さて，このデカップリング指標であるが経済

的駆動力 DF を国内純生産などの付加価値で

表し，環境負荷 EPを負荷物質の物量データで

表すとデカップリング指標の分母・分子が示す

ものは環境効率指標の逆数にほかならない。そ

こである会計期間 tの経済全体の環境効率指標

を EE とすると，

EE＝
DF
EP

である。この会計期間において効率改善が実現

されているならば，

EE＞EE

であるので，

DF
EP

＞
DF
EP

となり，DF，EPともに非負であるから，

DI＝
EP/DF

EP /DF
＜1

が示される。

すなわち，デカップリングの実現は環境効率

の改善を意味することにほかならない。した

がって，環境効率指標はある時点における経済図2－4 デカップリングの実現領域
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活動の効率性を表現し，デカップリング指標は

その変化を表現しているのである。

前述したように，こうした効率性指標は環境

負荷総量に対する抑制を促すことができない問

題点を抱えているが，個々の経済主体にとって

は費用対効果的に環境負荷を削減できているか

を容易に理解させることが可能である。

また，環境効率性の改善は費用対効果の高い

環境技術の出現と普及を期待するものでもあ

る。環境負荷は発生抑制が基本であり，それを

効率的に実現するには既存技術の発展，技術革

新が必要である。そのため，環境効率性を向上

させる技術開発研究を促進させるためにこれら

指標は有用と考えられる。

E．ま と め

本章では，まず，環境会計について，〝環境会

計は，経済と環境の相互関係を物量情報およ

び／または貨幣情報として定量的に計測・整理

して，ステイクホルダーに伝達するプロセスで

ある。"と定義づけ，その目的を〝経済と環境の

相互関係に関連する情報を提供すること"とし，

会計単位と分析領域を分類軸として環境会計の

分類を行った。この目的をマクロおよびメゾ環

境会計に当てはめて表現すると，マクロ・メゾ

環境会計の目的は，会計単位となる国や地域に

おける経済と環境の相互関係に関連する情報を

提供することとなる。

次いで，マクロ環境会計の理論的枠組みにつ

いてSEEAとNAMEAに着目し概観した。

SEEAは，国連統計局を事務局としてロンドン

グループやナイロビグループと呼ばれる専門家

集団が改訂作業を行っており，現在，『SEEAハ

ンドブック』の最終草稿が国連，EC，IMF，

OECDおよび世界銀行の連名でSEEA2003

（United Nations et al〔120〕）として提案されて

いる。その中でも中心的なフレームワークとし

て位置付けられているのがハイブリッドフロー

勘定（Hybrid Flow Accounts）と呼ばれるも

のである。これは，貨幣的供給使用表に付加価

値の部分行列と対応する物的な部分行列を付け

加えたもので，環境勘定を含む供給使用表

（SUTEA：Supply and Use Table including
 

Environmental Accounts）を構成することを基

本としたフレームワークであり，NAMEAが重

要な役割を果たしている。従って，本章で例示

した J-NAMEAは SEEAの進化形と見ること

ができる。

さて，マクロ環境会計では市場における環境

保全費用の負担状況から環境に対する人々の選

好をとらえ，環境状態は物量情報として把握し

ようとする方法が主流となっている。環境経済

学においては，CVM や選択実験などミクロ

ベースの評価方法により環境の経済的価値をと

らえることが主流である。SEEAでも .3版や

.3版においてCVM の適用可能性を持たせ

ている。『SEEAハンドブック』では，WTP概

念による評価が自然資産の評価法の１つとし

て，特に自然環境が公共消費財として使用され

る際に適用できるとされており，多くの場合，

自然環境のもつ広範囲の機能を近似的に評価し

うる唯一の方法としている。しかし一方で，多

くの経済学者が市場の存在しないところで人々

の選好によって貨幣的評価を与えることが本当

に可能であるか疑問を持っているとも記述し，

マクロ環境会計において慎重な取り扱いが必要

であると示唆している 。鵜野〔122〕は，消費者

余剰が含まれていることからCVM などによる

評価がSNA中枢体系の概念と整合的ではない

ため，直接的なリンクを回避すべきであると述

べている。しかしながら，これでは市場価値を

もたない環境に対する人々の選好をマクロ環境

会計情報として取り扱うことができないため，

現実の環境問題の多様化とマクロ環境会計情報

のギャップが拡大している。貨幣評価値による

直接的リンクを回避しつつ，このギャップを埋

めることが可能な情報の開発が必要となってい

る。

このような課題は，マクロ環境会計が人々の

環境に対する価値を会計情報として示すことに

由来するものである。環境経済学では，環境の

機能と価値を認識し従来の経済学のツールを環

境問題に適用することで，環境の価値を貨幣的

に評価し環境問題を社会的意思決定の中に取り

込むことに貢献してきた。一般的な市場財と同

様に環境の価値に貨幣尺度を持たせることで

人々の理解を容易にしようとしてきた。しかし，
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貨幣評価では劣化した環境による経済への影

響，すなわち環境費用を示すことは可能である

が経済活動により劣化した環境の状態を適切に

表現することが困難である。また，経済活動の

維持のためには，常に自然資本を必要とすると

いう認識の強まりから環境という経済の制約条

件をより強く意識することの必要性が高まって

いる。この制約条件とは，物理的あるいは物質

的な制約条件である。このことは，後の第 章

で述べるエコロジカル経済学の概念に基づくも

のである。NAMEAやハイブリッド型のマクロ

環境会計が物量勘定を導入していることもマク

ロ環境会計が経済の物理的限界や，環境の使用

状況という環境情報を人々に明示しようとして

いるからである。すなわち，マクロ環境会計は

環境経済学的アプローチからエコロジカル経済

学的アプローチへとシフトしつつあるように思

われる。

注

経済とは，人間が行う財・サービスの生産，

流通，交換，消費等の諸活動の総体を意味し

ている。

Daly〔17〕は，マクロ経済を有限な自然の生態

系（環境）の中の開かれた下位システムとし

て想定することで経済がそれを包含する生

態系に比べて大きくなることが不可能であ

るとし，経済の規模には上限があり，それは

生態系の再生力と吸収力のうち，いずれか小

さいほうの能力によって規定されるとして

いる。

stakeholder：利害関係者とは，金銭的な関

係のみならず地域住民，官公庁，金融機関や

従業員も含めた組織の活動に関わるすべて

の人々を意味する。國部〔67〕pp.5～7は，ステ

イクホルダーについて環境コストの負担関

係からの分類を行っている。原著では inter-

ested partiesとされている。

Paton〔106〕p.1

宮崎〔75〕p.199，さらに宮崎は「非貨幣（数量）

情報はさらに物量情報と係数情報に区別で

きる。」として定量的情報を３つに区分して

いるが，本章では定量的情報は貨幣的情報と

非貨幣的情報の区分にとどめる。

河野〔57〕p.8

宮崎〔75〕p.201は，物量情報と叙述的情報を本

来の会計情報とはみなさず，貨幣的情報と係

数的情報を基本的な会計情報としている。

さらに河野〔57〕は，企業等のミクロの経済主

体における環境会計では，「環境関連の物量

情報のすべてが会計情報であるとすること

は広義に過ぎる。環境会計といえども，会計

分野での環境問題の対応であること考慮し，

物量情報は財務情報を補完する情報とみる

べきであろう。」としている。

ステイクホルダーが求める環境情報につい

ては，経済産業省〔63〕において環境情報に対

するニーズ特性から６つのステイクホル

ダーグループに区分し整理されているので，

参照のこと。

財務的な投資基準に加え，社会的公正や倫

理，環境配慮などについて社会的責任を果た

しているかも投資基準として投資行動をと

ること。

1993年の SNA改訂時に提案されたフレー

ムワークをSEEAと表現する。

経済企画庁〔61〕p.5

MFCAについては國部〔68〕pp.36～70を参照

のこと。

FCAについては國部〔68〕pp.71～82を参照の

こと。

小口〔65〕pp.32～34

わが国では，2000年10月末に1993年版

SNAへの移行作業が終了している。

何が生産であり，何が生産ではないかを識別

する境界（production boundary）。

市場生産ではないが発展途上国などで自家

消費向けに生産される農産物なども自給農

業として生産の境界内に置かれている。

一般に持家では実際に家賃の支払いが発生

しないが，持家でも賃貸住宅と同様のサービ

スが生産され消費されるものと仮定して，持

家の住宅サービスを市場の賃貸住宅の家賃

により評価した〝みなしの家賃"としている。

このような現実に行われていない取引を，あ

たかも行われたかのように計算することを
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帰属計算という。

何が資産であり，何が資産ではないかを識別

する境界（asset boundary）。

これを所有権基準（the ownership crite-

rion）という。

SNAでは，サテライト勘定は「社会的関心

をひく特定の分野について，中枢システムに

過大な負担を負わせたり，これを混乱させた

りせずに，国民経済計算の分析能力を弾力的

に拡張することが必要になっている」

（United Nations et al〔124〕para.214）こと

を強調するとしている。

SEEAでは，SNAから抽出された環境関連

計数は，環境保護のためにある会計単位が実

際に負担した費用であることから実際環境

費用（actual environmental cost）という表

現を使用している。

United Nations et al〔118〕para.253

United Nations et al〔118〕para.298

United Nations et al〔118〕para.304

United Nations et al〔118〕para.394

これは，経済活動による環境悪化の防止また

は復元のための活動であり，United
 

Nations et al〔118〕para.307に５種類の方法

が提示されている。

内部的環境保護活動とは事業所内部で当該

事業所自身が自己のために行う廃水処理や

廃ガス処理などの環境保護活動であり，外部

的環境保護活動とはリサイクル製品の生産

や廃棄物処理サービスの提供等の狭義のエ

コビジネスである。

最初に J-NAMEAの推計を行ったのは

Ike〔45〕である。本章では内閣府〔79〕～〔81〕の試算

概要を紹介する。

「隠れたマテリアルフロー（hidden flow）」

とは，建設工事に伴う残土や地下資源採掘時

に発生する不要鉱物など，環境から取り出さ

れるが一度も利用されることの無い物質フ

ローのことである。

フロンなどのオゾン層破壊物質と酸性化の

アンモニアについては推計されていない。

Alfieri and Bartelmus〔2〕は，各種の環境問

題に対して先見的にその重要性を与えるこ

ととなるので，単一指標に集約化することを

批判している。

ペタ・ジュール（peta-joule）の略，ペタは

10の15乗で千兆を意味する。

地球温暖化に影響するGHGについては国

内環境というより環境への蓄積という意味

を持つ。

OECD〔104〕p.11

OECD〔104〕では，経済成長がDPSIR指標の

フレームワークより環境負荷の駆動力

（Driving Force）であることから DF，環

境負荷（Environmental Pressure）を EPと

表現している。

OECD〔104〕p.19

United Nations et al〔118〕para.46～47

第III章 貨幣評価によるマクロ環境会計の地

域と廃棄物問題への適用

本章では，貨幣評価によるマクロ環境会計の

理論フレームワークを用いて地域経済の環境的

側面を明確にし，その環境対応の状況を検証す

る。また，物質消費の出口問題である廃棄物問

題に着目し，廃棄物処理活動による環境負荷低

減の状況を検証する。具体的には，北海道を対

象として環境負荷の貨幣評価によるマクロ環境

会計の理論フレームワークを適用した統合型メ

ゾ環境会計（北海道SEEA）と，その課題特化

型である廃棄物勘定のフレームワークを適用し

た特化型メゾ環境会計（北海道廃棄物勘定）を

推計し，北海道経済の環境効率を検証する。

A．メゾ環境会計による北海道経済の持続可能

性の分析

北海道SEEAは，統合型マクロ環境会計の

SEEA .2版を北海道地域に適用したメゾ環

境会計である（以下，H-SEEAと略す）。H-

SEEAは，1985年と1990年版が林ら〔29〕と山本

ら〔137〕により推計されたもので，わが国におけ

るメゾ環境会計としては青木ら〔5〕による富山

県版に次いで２番目に作成されたものである。

H-SEEAは，山本ら〔135〕で1995年版が追加

され，本論文では1990年と1995年版について

データの精緻化と推計方法の修正を加えた 。

表3－1には，H-SEEAの1995年版統合表の簡
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略版を示した。

一国の部分地域を対象としてマクロ環境会計

のフレームワークをメゾ環境会計に適用する場

合，国内他地域との取引（移出入）を加えるだ

けで基本的な構造は変わらない。表3－1の上段

はフロー勘定，下段がストック勘定を示してい

る。

a．フロー勘定

産業と政府の生産活動は，環境保護活動とそ

の他の生産活動に分割され，さらに産業の環境

保護活動は内部的環境保護活動と外部的環境保

護活動に分割される。内部的環境保護活動とは

企業や事業所の事業活動における排ガスや排水

処理などの公害対策活動を表し，外部的環境保

護活動は民間の産業廃棄物処理やリサイクル活

動などの事業活動としての環境保護活動を表し

ている。また，政府の環境保護活動は公営の廃

棄物処理や下水道処理等の政府サービスの生産

である。このため，政府の環境保護活動に伴い

発生した帰属環境費用は後述するように廃物を

発生させた部門に帰属させるようになってい

る。表3－2には1990年と1995年の J-SEEA

とH-SEEAの主要な計数を示した。

統合表行３が環境関連の財貨・サービスの産

出状況，つまり負担された実際環境費用を示し

ている。1995年の北海道における実際環境費用

の総額は1,974億円で産出額の約0.6％であ

る。全国では0.9％であるのに対してやや低い。

その内訳は，生産活動では約855億円であるの

に対し，消費活動では約1,119億円と約1.3倍

であり，さらに政府部門の支出が大きい。この

政府の最終消費支出は，下水道処理と廃棄物処

理に係る自己消費であり家計から発生した廃棄

物と水質汚濁物質の処理費用を表すこととな

る。つまり，消費活動における物的消費が大き

く環境に配慮した生活スタイルやリサイクル，

グリーン調達の一層の推進が必要であることを

示唆している。

最終消費額に対する実際環境費用の割合は，

全国では1.5％であるのに対し北海道は0.7％

と低い。また，中間投入額に対する実際環境費

用の割合は全国平均が0.8％，北海道はさらに

低く0.6％である。製造業などの二次産業の生

産が低い北海道の産業構造も影響しているが，

北海道の生産・消費活動における環境保護支出

が全国平均よりも低いことを示している。

実際環境費用は，わが国全体では対1990年比

で37.5％の増加であり国内純生産の伸び率の

倍以上に増加している。北海道では対1990年比

で10.2％増であり，付加価値（道内純生産）の

伸び（12.8％）に比べて低い。

こうした北海道の環境保護支出が全国平均よ

りも低い理由としては，表3－3および表3－4

を用いて後述するように次の２つのことが考え

られる。１つは，北海道において経済活動に伴

い発生する環境負荷が増加していないこと。も

う１つは，環境関連財・サービスの価格が北海

道では低下していること，あるいは価格自体が

低いことである。環境関連財・サービスの価格

が低いことは生産要素の価格が安いことが第一

の要因として考えられるが，環境保護支出の場

合，環境負荷の削減に対して費用対効果の高い

対策を導入していることが求められる。より多

くの環境負荷を削減できている場合，同じコス

トをかけても発生する環境負荷が少ないので環

境負荷１単位当たりの実際環境費用は大きくな

る。例えば，100万円のコストで１トンの環境負

荷発生を，100kgに削減できる場合と500kg

にしか削減できない場合を比較すると，前者で

は環境負荷１単位（1kg）当たりの実際環境費用

は１万円，後者は2,000円である。この逆数で

は，１万円のコスト負担で1kgの環境負荷，後

者は5kgの環境負荷の発生となる。後者の場

合，すなわち費用対効果の低い費用負担では，

同量の環境負荷にとどめるためには追加的に５

倍のコストを負担する必要がある。そこで，環

境負荷の除去費用に基づいて環境負荷を貨幣評

価した帰属環境費用の発生状況を見てみよう。

帰属環境費用は，維持費用評価法により環境

に与えた負荷を貨幣評価したものであり，さら

に環境負荷を削減するために負担すべきである

環境費用の大きさを表すものである。この帰属

環境費用の大きさはその環境負荷の貨幣価値で

はなく，環境責任の大きさを貨幣尺度で表現し

たものとも言えよう。行６～12が環境負荷の種

類別帰属環境費用である。J-SEEAでは地球環
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境に与える影響の勘定表へは記帳されていない

がH-SEEAでは記帳している。

1995年の北海道全体の帰属環境費用は3,519

億円であり対1990年比で4.6％減少している

が，地球環境への影響を除くとわが国全体の帰

属環境費用の約2.7％を占めている。生産活動

の産出額に対する帰属環境費用（地球温暖化を

除く）の比率をみると，わが国全体では0.3％で

あるのに対し北海道では減少しているものの

0.7％と高く，追加的な環境費用負担の必要性が

高いことを示唆している。

次に，部門別の帰属環境費用をみてみよう。

行６～12に計上された部門別の帰属環境費用

は環境負荷の発生源として記帳されている。し

かし，その原因となった廃物を発生させた部門

に環境責任を帰属させる必要がある。例えば，

列７の政府部門の環境保護活動の帰属環境費用

約645億円は一般廃棄物処理や下水道処理等の

環境保護サービスの生産に伴うものであるが，

廃物の処理義務があるという視点からは政府部

門に環境保護サービスの生産における環境負荷

削減努力が求められ，廃物を発生させた責任と

いう視点からは帰属部門である家計と産業に削

減努力が求められる。

そこで統合表では後者の視点から行13にお

いて帰属環境費用の移項を行っており，一般廃

棄物処理と家庭排水の処理に伴う帰属環境費用

約611億円は家計に移項し，公共下水道におけ

る産業の水質汚濁寄与分の帰属環境費用約34

億円については産業のその他の生産活動に移項

することにより廃物の発生部門へ環境責任を帰

属させている。また，公共事業による浚渫工事

等による環境復元については行12において帰

属環境費用約７億円をマイナス計上することで

環境負荷の帰属環境費用を相殺している。こう

した移項を行ったうえで各部門の環境責任の大

きさを表しているのが行14のエコ・マージン

（帰属環境費用のマイナス計上）である。エコ・

マージンを見ると，最終消費部門が約1,114億

円，生産部門が約2,405億円であり生産活動に

おける環境責任が消費活動の約２倍強であるこ

とが分かる。しかし，地球温暖化の帰属費用を

除外すると，わが国全体では生産活動の帰属環

境費用は２兆8,658億円，最終消費は２兆

6,924億円であり生産部門がやや大きいが，北

海道では生産活動で約732億円，消費活動では

約785億円となり消費活動による帰属環境費用

の方が大きくなる。すなわち，大気汚染や水質

汚濁などの環境負荷については消費活動の環境

責任は生産活動と同等以上に重く，地球温暖化

については生産活動の環境責任が重いことが分

かる。

一方，環境問題別では廃物の排出と土地利用

による帰属環境費用は減少しているが，地球温

暖化の帰属環境費用は増大している。地球温暖

化の帰属環境費用を除くと，北海道では全体と

して帰属環境費用は減少しており全国的には逆

に増大している。北海道では廃物の排出と土地

利用の帰属環境費用の減少分が地球温暖化の帰

属費用の増加により相殺され，帰属環境費用総

額が1990年とほぼ同レベルとなっているので

ある。生産活動においては地球温暖化の帰属環

境費用の割合が大きく，消費活動では廃物の排

出の帰属環境費用が大きい。

表3－2 J-SEEAとH-SEEAの主要計数

単位：10億円

北海道 全 国

1990 1995 1990 1995

中間投入 13,149.7 13,705.6 413,498.2 406,898.5

最終消費 13,408.7 15,484.4 284,977.2 347,878.5

産業 52.0 77.4 3,589.3 2,521.6
環境関連財・サービス

の産出
政府 103.4 144.6 2,426.0 5,621.3

計 155.4 221.9 6,015.3 8,142.9

生産・消費計 179.1 197.4 6,084.9 8,366.3

産業 53.7 67.0 3,556.6 2,628.9

政府 35.2 17.8 341.8 493.0

実際環境

費用

生産活動
NPISH 1.4 0.7 34.3 52.0

計 90.3 85.5 3,932.6 3,173.9

政府 64.2 74.6 1,607.3 4,383.2

最終消費 家計 24.6 37.3 545.0 809.2

計 88.8 111.9 2,152.3 5,192.4

廃物の排出 139.3 104.0 3,048.6 4,192.2

土地・森林等の使用 73.9 45.9 1,140.7 1,381.9

資源の枯渇 0.0 0.0 7.7 2.2
帰属環境

費用
地球環境 185.0 202.7 － －

生産活動 284.9 240.5 2,424.5 2,865.8
帰属部門別

最終消費 84.1 111.4 1,761.8 2,692.4

合計 369.0 351.9 4,186.4 5,558.2

道内・国内純生産 14,970.3 16,892.6 366,873.3 429,319.5

環境調整済道内・国内純生産 14,601.3 16,540.7 362,686.9 426,453.7

産出額 30,967.3 34,608.7 865,964.4 924,660.3

(注１）NPISH：Nonprofit Institutions Serving.

Households，対家計民間非営利団体

(注２)全国の1990年値については経済企画庁〔60〕，

1995年値については内閣府〔78〕より抽出し

たものである。
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この廃物の発生と土地利用の貨幣評価の基礎

となっている除去費用は，北海道における処理

費用や土地造成費用である。このため，実際環

境費用と同様に全国平均との価格差の影響が帰

属環境費用の大きさに表れている可能性があ

る。そこで，次に物量単位での環境負荷の発生

状況を確認してみよう。

表3－3は，帰属環境費用の算定に使用した大

気汚染物質であるNOxと SOx，水質汚濁物質

であるCOD，GHGおよび都市地域面積の物量

データを示している。SOxの排出量がわずかに

増加しているが大気汚染物質，水質汚濁物質と

もに減少している。SOxは主に生産部門の固定

発生源が排出源であり，削減率は改善傾向にあ

るが北海道では発生源の数が増加しているため

微増している。また，NOxは固定発生源と自動

車等の移動発生源からの排出であるが，移動発

生源からの排出量は排ガス規制などの効果によ

り減少傾向にあるが，固定発生源からの排出は

発生源の数が増加しているため微増している。

一方，都市地域面積とGHGの排出量は増加

しており，生態系の破壊と地球温暖化への影響

が拡大していることが分かる。つまり，帰属環

境費用との関係では廃物の排出と地球温暖化へ

の影響については物量データでも環境負荷との

関連が確認できるが，土地利用に関しては逆の

傾向が示されている。この原因は貨幣換算に使

用する費用原単位，すなわち土地造成価格の低

下にある。森林については成長量が伐採量を上

回っていることから帰属環境費用はゼロである

ので，表3－2の土地・森林の使用に関する帰属

環境費用と表3－4の都市地域面積から原単位

とした土地造成価格が算出でき，それはヘク

タール当たり1990年は約12万円であったが

1995年は約７万円に低下していることがわか

る。これは，環境への影響が増大しても環境保

護サービス価格が低下した場合，環境責任が過

小評価されるという貨幣評価の問題点を示して

いる。

さて，廃物の排出に関して物量データでは，

公害型の環境負荷である大気汚染や水質汚濁が

減少傾向にあることが確認できたが，地球温暖

化や土地利用に関しては環境への影響は増大し

ている。これは従来の公害対策は行われていて

も，地球温暖化や生態系破壊という環境問題に

十分対応できていないことを示唆している。ま

た，土地利用の帰属環境費用からは価格変化の

問題もみられる。このため，北海道において実

際環境費用の伸び率が低いことは環境費用の費

用対効果が悪いことが考えられる。つまり，環

境負荷を削減するための費用負担が小さいこと

が推察されるのである。そこで，物量データと

実際環境費用から環境負荷１単位当たりの実際

環境費用を算出すると，表3－4に示す通り北海

道では水質汚濁物質を除き，実際環境費用すな

わち環境保護支出は増加傾向にあるが，全国平

均よりも低いものであることが分かる。例えば，

GHGでは全国平均はGHG排出量１kg当たり

32円の費用負担であるが，北海道では10円と

なっているので，同じ１円の費用負担では約３

倍のGHG排出となる。したがって，北海道では

より費用対効果の高い環境費用の負担（支出）

が必要であることが分かる。

b．ストック勘定

ストック勘定では自然資産のストックの貨幣

評価が課題となっており，データ制約も加わり

推計困難な状況にある。行２～５は経済活動に

よるストック額の変化を示しており，行６～12

表3－3 J-SEEAとH-SEEAの物量データ

北海道 全 国

1990 1995 1990 1995

NOx 千トン 85.6 64.6 2,212.0 2,237.0

SOx 千トン 81.8 82.3 996.0 847.0

COD 千トン 40.9 35.4 2,173.4 1,410.3

都市地域 千ha 620.3 644.9 9,539.0 9,853.5

GHG 千トン-C 21,927.2 22,884.9 232,976.9 258,378.8

(注１)全国の1990年値については経済企画庁〔60〕，

1995年値については内閣府〔78〕より抽出し

たものである。

表3－4 単位環境負荷当たりの実際環境費用

北海道 全 国

1990 1995 1990 1995

NOx 1,816 3,436 2,719 3,640

SOx 1,901 2,697 6,039 9,614
円/kg COD 3,801 6,268 2,768 5,774

廃物全体 746 1,218 1,118 1,812

都市地域 百万円/ha 251 344 631 826

GHG 円/C-kg 7 10 26 32
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では自然資産の質的変化を帰属環境費用のマイ

ナス計上で表している。土地の質的変化は廃棄

物の最終処分と土地の都市的利用によるもので

ある。また，浚渫工事等による自然資産の復元

約７億円はフロー勘定ではマイナス計上され，

ストック勘定ではその内容により水と土壌の質

的改善として行12にプラス計上されている。こ

れらの帰属環境費用は調整項目により相殺され

て期末ストックには影響しないが，会計期間に

おける経済活動がどの自然資産にどの程度影響

を与えているのかが示され，北海道ではGHG

による大気環境への影響と，土地に対する圧力

が大きいことが分かる。

c．デカップリング指標による北海道経済の

評価

最後に道内経済全体の方向性を見てみよう。

1995年の道内純生産（Net Regional Product：

NRP）は1990年の約1.1倍に増加しており，帰

属環境費用は廃物の排出で25.4％減少，土地の

使用で37.9％減少，地球環境への影響は9.6％

増加している。これらの帰属環境費用を道内純

生産から控除したものが環境調整済み道内純生

産（Environmentally adjusted net Regional
 

Product：ERP）で1995年は16兆5,407億円

である。NRPに対する帰属環境費用の比率は

2.1％であり，1990年の2.5％から減少してい

る。一方，実際環境費用は1990年から約183億

円増加しているがNRPに対する比率はほとん

ど変化していない。このため，ERPは対1990年

比で約13.3％増加しているため，この環境負荷

の貨幣評価に基づく指標（ERP）では北海道経

済が環境に配慮した形で成長しているものと判

断される。

しかしながら，物量データを見る限り地球環

境への悪影響や土地利用による生態系への圧力

から楽観的な判断はできない。すでに述べたよ

うにERPのような指標では，付加価値の生産

つまり経済成長が環境負荷の増大を上回るよう

な場合や，環境保護サービスの価格が低下する

ような場合には環境影響を過小評価してしまう

懸念がある。そこで，経済成長と環境負荷の増

大を分離して，経済の環境効率が向上している

かを判断できる1990～1995年のデカップリン

グ指標を算出してみよう。表3－5は環境負荷と

して帰属環境費用を使用したデカップリング指

標を示し，表3－6は環境負荷の物量データを使

用したデカップリング指標を示している。帰属

環境費用では貨幣単位により尺度が統一されて

いるため環境負荷全体を総合的に示すことがで

きるが物量データでは環境負荷ごとに算定され

る。また，経済的駆動力としては実質化した道

内（国内）純生産額を使用し，帰属環境費用に

ついても実質化した値により算定している。

帰属環境費用に基づくデカップリング指標で

は北海道はデカップリングが実現されているこ

とを示し，わが国全体ではデカップリングが実

現できていないことを示している。つまり，全

国的には追加的に負担すべき環境費用の増大と

経済成長は分離できておらず，経済成長と環境

費用が連動していることを示している。一方，

物量データに基づくデカップリング指標では地

球温暖化への影響についてはデカップリングの

実現ができていないが，廃物の排出や土地利用

についてはデカップリングが実現していること

を示している。

以上のことをまとめると，北海道経済は地球

温暖化対策をさらに強化する必要があること

と，環境保護サービスの費用対効果をさらに高

めることで，環境負荷を低減でき持続可能性を

表3－5 デカップリング指標

(帰属環境費用)

北海道 全 国

全体 0.845 1.135

廃物の排出 0.702 1.248

土地利用 0.601 1.131

地球環境 0.956 －

表3－6 デカップリング指標

(物量データ)

北海道 全 国

NOx 0.724 0.935

SOx 0.965 0.786

COD 0.830 0.600

開発地域 0.997 0.955

地球環境 1.001 1.025
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向上させることが可能となると評価できる。

B．北海道廃棄物勘定の推計による廃棄物処理

とその環境負荷の評価

a．廃棄物勘定の位置付けと作成方法

１)廃棄物勘定の位置付け

統合型のマクロ環境会計は，１国あるいは特

定地域の経済活動と環境負荷や自然環境の状態

等との相互関係を包括的に表すものであるのに

対して，ある特定の経済活動や環境領域，資源

に着目して作成される森林勘定やエネルギー勘

定，廃棄物勘定，環境保護支出勘定などの特化

型がある。これらの勘定は，個別の環境問題の

解決や政策評価等のために統合型を分割・表示

して統合表よりも詳細に表現しようとするもの

で統合型マクロ環境会計のサブ勘定とみなすこ

とができる。わが国でも，内閣府経済社会総合

研究所により環境保護支出勘定と廃棄物勘定が

作成されており，そこでは統合型に対してより

独立色の強い環境保護支出勘定をサテライト勘

定として位置付け，廃棄物勘定は付表的な位置

付けでサブ勘定としている 。本稿でも同様に

前節に示した北海道SEEAのサブ勘定として

北海道廃棄物勘定を位置付け，循環型社会を目

指した地域の廃棄物問題の解決に資するため北

海道を対象とした廃棄物勘定の試算を行い，廃

棄物処理サービスとリサイクル財の生産状況，

廃棄物処理活動に伴い発生する環境負荷の状況

を明確にして北海道経済の廃棄物問題と環境問

題への対応状況を検証する。

２)廃棄物勘定の作成方法

廃棄物勘定は，廃棄物処理・リサイクルに関

する実際の生産・消費活動をSNA概念に従い

マクロ経済統計として把握するとともに，あわ

せて廃棄物処理に伴う環境負荷を帰属環境費用

として貨幣換算し，これを実際の廃棄物処理に

要した費用（廃棄物に関する環境保護支出ある

いは実際環境費用とも呼ぶ）と比較しようとす

るものである。したがって，廃棄物の処理に関

して実際に支出された費用と，本来支出される

べきであったが支出されなかった費用の全容を

明示しようとしている。

廃棄物勘定表としては，廃棄物・リサイクル

関係の計数を明示する「廃棄物勘定基本表」（以

下，廃棄物勘定表と呼ぶ）と，それらの計数を

生産部門別等に細分表示した「部門分割表」が

作成されている。しかしながら，これらの計数

は金額表示のものであり，その計数の大きさは

必ずしも環境の状態を反映するものではない。

これら金額表示の数値は，環境質の状態に直結

する物量データと併せることによってはじめて

環境・経済分析に役立つものとなるため，廃棄

物処理・リサイクルに関する物量データを集め

た物量表もあわせて作成されている。廃棄物処

理に伴う環境負荷の貨幣換算については

SEEAと同様の維持費用評価法によって推計

している。維持費用評価法による環境負荷の貨

幣換算値の持つ意味は，環境負荷を費用原単位

によりウエイト付けることで現に生じている環

境負荷を削減するために必要な費用規模のイ

メージを表し，異なる環境負荷をその削減に要

する費用の面から比較可能なものにすることに

ある。したがって，環境問題に対する費用負担

の大きさからの比較であり，環境に与えるダ

メージの大きさや深刻さに基づく環境問題解決

の優先度等を比較できるものではない。

廃棄物の法律上の定義は，「ごみ，粗大ごみ，

燃え殻，汚泥，ふん尿，廃油，廃酸，廃アルカ

リ，動物の死体その他の汚物又は不要物であっ

て，固形状又は液状のもの（放射性物質および

これによって汚染されたものを除く。）」（廃棄物

の処理及び清掃に関する法律第２条第１項）と

されている。廃棄物勘定の作成においても，基

本的にこの定義に従っているが「ふん尿」及び

「汚水として公共用水域に排出される液状廃棄

物（動物のふん尿を含む）」は水質汚濁原因物質

として既に統合型の北海道SEEAにおいて水

質汚濁にかかる帰属環境費用の推計対象として

いるため，水質汚濁を環境負荷の範囲から除外

している。また廃棄物勘定では，廃棄物の処理

過程において発生する次の３つの環境問題に主

眼を置いている。

a)処理・再生過程に伴う環境汚染

排水溝や煙突から環境中に放出される環境汚

染物質によるもの

b)最終処分に伴う環境悪化

最終処分が適正に行われる限り原則として最
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終処分地外に環境悪化が生ずることはないはず

であるが，少なくとも最終処分地からの排水に

よる水質汚濁が検討の対象となるほか，最終処

分地としての土地利用自体を環境の悪化と見る

ことも考えられる。

c)不法投棄による環境悪化

最終処分に伴う環境悪化と同様のことが考え

られるが，加えて不法投棄された場所自体の土

壌・地下水汚染が検討の対象となる。しかしな

がら，不法投棄に関するデータの利用可能性が

低いため，現時点では試算対象から除外されて

いる。

環境費用には，実際に経済主体が環境保全の

ために負担した環境保護支出（実際環境費用）

と経済主体が与えた環境負荷を貨幣換算した帰

属環境費用がある。

環境保護支出額は，廃棄物処理サービスの生

産・消費のデータとして産業連関表の投入・産

出表から廃棄物処理（産業）と廃棄物処理（公

営）の計数を使用する。産業部門については廃

棄物処理（産業）サービスの利用額およびリサ

イクル製品（ガラス屑・ガラスビン等，古紙，

鉄屑，非鉄金属）の投入産出額が計上されるが，

リサイクルの状況を表すデータは非常に乏しい

のが現状であり，加えて産業連関表の全国表で

は付帯表として屑・副産物表があるが地域表で

は作成されていない。そこで，地域産業連関表

からガラス屑・古紙・鉄屑・非鉄金属屑といっ

た「リサイクルされる財」の投入・産出データ

を推計することで「屑・副産物表」を作成し，

それを使用した。また，政府の環境関連の財貨・

サービスの最終消費支出や固定資本形成は

93SNAの一般政府目的別支出のうち環境保護

の計数を使用している。これは68SNAの「経済

サービス」のうち公益事業分と「住宅・地域開

発」のうち環境衛生分が移行したものであり，

下水道サービス，環境行政及びその他の環境

サービスを含んでいる。政府の環境関連の財

貨・サービスの中間消費等の生産活動にかかる

計数は，廃棄物処理（公営）と下水道の政府サー

ビスを推計し計上している。

一方，統合型において帰属環境費用は，自然

資産の種類別・環境影響の範囲別に，①廃物の

排出（大気汚染，廃棄物の最終処分），②土地・

森林の使用，③資源の枯渇，④地球環境への影

響，⑤自然資産のその他の使用を推計の対象と

しているが，②③⑤については廃棄物処理と直

接関係しないため推計値を算出していない。①

については，廃棄物の焼却に伴い発生する大気

汚染物質としてSOxとNOxの排出量，および

廃棄物の最終処分量を対象としており，④につ

いては地球温暖化の原因物質としてCO2，CH4

及びN2Oの３種類のGHG排出量を対象とし

ている。

勘定表においては，屑・副産物発生および投

入表中のいわゆる屑（ガラス屑・ガラスびん等，

古紙，鉄屑，非鉄金属）を行に「リサイクル（さ

れる）財」として掲げる。これらが，各列の生

産・消費活動などに投入されるので各列にその

投入額が計上される。屑・副産物発生および投

入表とは屑および副産物がどの部門でどれだけ

発生したか，または消費されたかを表にまとめ

たものである。全国表の屑・副産物発生および

投入表は，産業連関表の生産物の生産および投

入が区別できるように取引基本表の付帯表とし

て作成されたものである。しかしながら，この

表は地域表では作成されていないため古紙，鉄

屑，非鉄金属屑については全国の産業連関表の

データを利用し，産業連関表にデータがないそ

の他のガラス製品，その他の窯業原鉱物につい

ては全国の生産額における屑・副産物の発生お

よび投入の比率を求め，北海道の生産額に乗じ

て値を推計して北海道の屑・副産物発生および

投入表を作成し勘定表へ使用した。一方，これ

らのリサイクル財は，各列の生産・消費活動な

どに伴って発生するものであるため各列の中に

「リサイクル財の産出」の列を新設し，その産

出額のみをその列に計上している。

b．北海道廃棄物勘定の推計結果

表3－7に1995年北海道廃棄物勘定統合表の

簡略版を示す。この廃棄物勘定は，H-SEEAの

サブ勘定として地域の廃棄物・リサイクル問題

に焦点を当てた特化型メゾ環境会計である。

従って，記帳されている計数は廃棄物処理サー

ビスに関する生産活動とリサイクル財の産出及

び廃棄物処理に伴う環境負荷（帰属環境費用）
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である。リサイクル財とは，生産活動に伴い発

生する屑・副産物のうち従来からリサイクルさ

れているガラス類，古紙，鉄類及び非鉄金属の

リサイクルされる財であり，家畜ふん尿の堆肥

化等の自己処理やリユースである中古品の販売

は記帳されていない。また，リサイクル財は主

たる生産物ではないためリサイクル財の産出に

関する中間投入が不明であるので列（列14，19，

27，37，38）を新設し，産出額のみが記帳され

ている。ストック勘定におけるリサイクル財の

産出は在庫純増と資本形成に伴う発生である。

１)廃棄物処理サービス

表3－7勘定表の行４～６は廃棄物処理サー

ビスの利用額を記帳しており，行５は産業によ

る廃棄物処理サービス，行６は公営の廃棄物処

理サービスを示している。また，行８は廃棄物

処理サービス生産の中間投入を示している。

1995年の北海道における廃棄物処理サービ

スの利用総額は999億17百万円であり，対

1990年比で約1.9％の増加と微増である。その

供給内訳は，産業部門が提供する民間廃棄物処

理サービス額が532億 22百 万円（構成比

53.3％，対1990年比1.8％減），政府部門が提供

する公営廃棄物処理サービス額が466億95百

万円（構成比46.7％対1990年比6.4％増）で

あった。

全国と比較すると，わが国全体で1995年の廃

棄物処理サービスの利用総額は約３兆900億円

（対1990年比17％増）で，産業部門が提供する

廃棄物処理サービス額が１兆8,700億円（構成

比60％，対1990年比18％増），政府部門が提供

する廃棄物処理サービス額が１兆2,200億円

（構成比40％，対1990年比15％増）であるこ

とから，北海道における廃棄物処理サービスの

供給は政府部門すなわち公営の廃棄物処理サー

ビスの割合が高く，その伸び率は低いことが分

かる。

一方，需要の内訳は生産部門における中間需

要が493億53百万円（対1990年比2.7％減）で

あり，このうちサービス業・その他の部門が187

億58百万円で最も多く，次いで政府サービスの

生産者が139億77百万円であり，製造業は30

億58百万円である。全国と比較すると生産部門

における需要は全国の構成比が約56％である

のに対して北海道は49.4％とやや低く，製造業

に関しては全国の構成比７％よりさらに低く

3.1％であり製造業の立地が少ない北海道の産

業構造を反映した結果となっている。

次に，最終消費額は政府と家計を合わせて

505億64百万円で50.6％を占めており（全国平

均44％），この政府の最終消費分は公営部門に

おける廃棄物処理事業に係る自己消費であるこ

とから一般廃棄物の処理費用を表している。こ

のため，家庭から排出されるゴミの処理が北海

道全体の廃棄物処理サービスの利用額の過半数

を占めていることとなる。このように，廃棄物

処理サービスの利用額は物が消費される場であ

るサービス業や家計において多いことが分か

る。

この廃棄物処理サービスの利用総額を人口一

人当たりの費用に換算すると1995年の道民一

人当たりの費用は17,471円（対1990年比

1.2％増）であり，国民一人当たりでは24,644円

（対1990年比14.9％増）であり全国平均より

もかなり低いこととなる。これを税金で処理が

行われる一般廃棄物についてみてみると，1995

年の道民一人当たりの費用が8,165円，全国平

均は9,737円であり一人当たりの廃棄物処理

サービス費用が北海道は低いことが分かる。

次に，物量当たりの費用で比較してみよう。

物量に関しては，一般廃棄物についてはすべて

処理されることから排出量ベースで算定し，産

業廃棄物については自家処理分や自己再生利用

分などの廃棄物処理サービスを利用しない分を

除外して比較するため最終処分量ベースで算定

した。その結果，1995年の一般廃棄物１トン当

たりの費用は北海道で15,107円（対1990年比

23.9％増），全国平均は24,119円（対1990年比

14.8％増）であり全国平均の６割強と低い。一

方，産業廃棄物では，1995年の１トン当たりの

費 用 は 北 海 道 で 24,397円（対 1990年 比

118.3％増），全国平均は27,129円（対1990年

比51.6％増）であり価格上昇率が高く全国平均

の約９割である。

以上をまとめると，北海道において廃棄物処

理サービス生産の伸び率は低く，その需要は家
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計など最終消費部門が過半数を占めており，全

体的にサービス業や家計など物的消費の多い部

門での利用が大きい。また，利用額すなわち廃

棄物処理費用の負担額では，道民一人当たり，

廃棄物１トン当たりの費用が全国平均より低い

ものとなっている。

２)リサイクル財の産出

1995年の北海道におけるリサイクル財の産

出総額は約143億４百万円で，廃棄物処理サー

ビス利用総額の約14％，道内生産額の約４％

（ただし，道内生産額にリサイクル財の産出額

は含まれていない）に相当すると推計された。

わが国全体では，約6,490億円で廃棄物処理

サービス利用総額の約21％に相当する。産出額

の48.7％が産業部門の固定資本の更新に伴う

もので，30.6％が生産部門の生産活動に伴う産

出である。製造業は廃棄物処理サービス利用額

が30億58百万円であるのに対してリサイクル

財の産出額は22億92百万円であり，差し引き

７億66百万円の赤字である。一方，わが国全体

では製造業はリサイクル財の産出額が廃棄物処

理サービスの利用額を上回っており，差し引き

約200億円の黒字となっている。この点につい

ても北海道における製造業立地の低さが影響し

ていると考えられる。

また，製造業に次いでリサイクル財の産出が

多いのはサービス業で17億25百万円であり，

これは飲食店等から発生する飲料容器などのガ

ラス類である。家計からのリサイクル財の産出

は15億62百万円でサービス業に次いで多く，

その内訳は鉄屑などの金属類が65.0％，飲料容

器などのガラス類が30.3％を占めている。

さらにリサイクル財の産出額は対1990年比

で北海道では51.6％の減少となっており，わが

国全体でも33.4％の減少となっているが，これ

はリサイクル財の産出量のみならず市場価格の

変化の影響も受けているものと推測される。

産出されたリサイクル財は，行７においてそ

の投入が記帳され，輸移入されたリサイクル財

29億65百万円とともに道内の生産活動に約８

割の136億30百万円が再投入され，約２割の

35億66百万円が輸移出されている。このよう

なリサイクル財の投入・産出活動に伴い発生す

る環境負荷は廃棄物処理サービスの生産など各

部門の主たる経済活動から発生する環境負荷に

含まれており，リサイクル財に関連する部分を

分離することが困難であるため勘定表には記帳

されていない。

３)廃棄物処理に伴う環境負荷の貨幣評価額

帰属環境費用は，廃棄物処理活動に伴い発生

する環境負荷をH-SEEAと同様に維持費用評

価法にて貨幣評価したものである。具体的には

廃棄物の焼却に伴う大気汚染，GHGの排出，廃

棄物の最終処分に伴う土地占有の帰属環境費用

である。

a)最終処分量の帰属環境費用

廃棄物の最終処分量の帰属環境費用は，最終

処分量をさらに削減することで最終処分場によ

る土地占有を軽減できると考えられることから

上述のように表現されているのであるが，その

推計方法は廃棄物の再生利用と減量化に必要と

する費用から貨幣換算されており，その意味で

は最終処分量の削減のために負担すべき費用の

大きさを表しており，さらなる最終処分量の削

減努力の目安となる金額の大きさである。

1995年の北海道における廃棄物最終処分量

の帰属環境費用は，615億13百万円（対1990年

比17％増）であり帰属環境費用総額の96.0％を

占め，同年の廃棄物処理サービス利用総額の

61.6％に達している（表3－10参照）。排出源の

内訳は，家計（一般廃棄物）が569億93百万円

で92.7％と大半を占め，これに対して生産活動

（産業廃棄物）は45億19百万円で7.3％であ

る。一般廃棄物の最終処分に伴う帰属環境費用

は対1990年比で39.5％の増加となっている

が，物量では最終処分量は対1990年比で22％

減少しており，廃棄物の減量化の費用が上昇し

たため（費用原単位で78.7％上昇）帰属環境費

用が増加したのである。一方，産業廃棄物の最

終処分に伴う帰属環境費用は対1990年比で

62.5％の減少となっており，物量でも25.1％の

減少となっている。これは一般廃棄物とは逆に

減量化費用が低下（費用原単位で49.9％低下）

したためである。

全国と比較すると，廃棄物処理サービス利用

総額に対する廃棄物最終処分量の帰属環境費用
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の割合はわが国全体で30.7％であるのに対し

て北海道では61.6％と大きく，排出源内訳では

全国では一般廃棄物65.5％，産業廃棄物34.5％

の構成であるが，北海道では上述のように一般

廃棄物が９割強を占めている。また，一般廃棄

物について排出量から資源化量と最終処分量を

控除した減量化量の排出量に対する割合を減量

化率として算出すると，表3－9に示すように

1995年では全国平均が67.7％，北海道が

40.4％で，1990年では全国平均が63.3％である

のに対して北海道では35.4％と低く，減量化率

は全体的に向上しているものの北海道ではかな

り低いことが分かる。同様に資源化率も向上は

みられるが全国平均よりも低く，北海道では一

般廃棄物へのさらなる減量化対策が重要である

ことが示唆され，北海道では公営廃棄物処理部

門における処理効率の向上を図ることが必要

で，とりわけ処理費用の高騰がみられることよ

り家計などから排出される廃棄物の排出抑制を

さらに促す努力が重要と考えられる。

b)大気汚染の帰属環境費用

大気汚染物質の帰属環境費用は，廃棄物焼却

炉から排出されたNOxと SOxを対象にそれ

らの除去費用を原単位として貨幣換算したもの

であり，廃棄物処理に伴う大気汚染物質削減努

力の目安となる金額である。

1995年の北海道における大気汚染の帰属環

境費用は３億90百万円で対1990年比18.5％

増加し，排出源の内訳は一般廃棄物処理から

85.5％，産業廃棄物処理から14.5％となってい

る。物量では，SOxが対1990年比で27.4％の

表3－8 廃棄物処理活動に伴う付加価値と環境負荷量

北海道 全 国

1990 1995 1990 1995

全体 65,930 59,988 1,909,800 1,948,300

付加価値 民間 百万円 38,443 33,282 1,171,400 1,189,100

公営 27,487 26,706 738,400 759,200

NOx 2,515 2,921 54 63
全体

SOx 1,624 2,068 37 47

NOx 372 432 － －大気汚染
(北海道：トン)

(全国：千トン)

民間
SOx 215 274 － －

NOx 2,143 2,489 － －
公営

SOx 1,409 1,795 － －

全体 162,063 221,259 3,484 5,408

環境負荷
地球温暖化
(北海道：Cトン)

(全国：千Cトン)

民間 CO2 52,654 88,705 1,314 2,280

公営 109,409 132,554 2,170 3,128

全体 38,609 47,892 445,177 444,506

排出量 産業廃棄物 35,009 44,801 394,736 393,812

一般廃棄物 3,600 3,091 50,441 50,694

全体 7,117 5,402 105,810 82,602
廃棄物

(千トン）
最終処分量 産業廃棄物 4,848 3,631 89,000 69,000

一般廃棄物 2,268 1,771 16,810 13,602

全体 6,799 27,556 152,683 149,782

資源化量 産業廃棄物 6,741 27,483 151,000 147,000

一般廃棄物 58 73 1,683 2,782

(注１)全国版廃棄物勘定では大気汚染物質の部門分割が困難なため一括

計上している。

(注２)全国値については，内閣府〔78〕より抽出している。

表3－9 廃棄物の資源化率と減量化率

北海道 全 国

1990 1995 1990 1995

全体 17.6％ 57.5％ 34.3％ 33.7％

資源化率 民間 19.3％ 61.3％ 38.3％ 37.3％

公営 1.6％ 2.4％ 3.3％ 5.5％

全体 64.0％ 31.2％ 41.9％ 47.7％

減量化率 民間 66.9％ 30.5％ 39.2％ 45.2％

公営 35.4％ 40.4％ 63.3％ 67.7％

(注１）資源化率＝資源化量/排出量

(注２）減量化率＝減量化量/排出量
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増加，NOxが16.1％の増加である。一方，処理

費用はSOxでは1990年より約1.5倍に上昇

しているが，NOxの処理費用は約1.5割低下

している。

大気汚染物質の帰属環境費用は，わが国全体

でも10.4％の増加がみられるが，北海道の増加

率が高く，ここでも公営部門による一般廃棄物

処理の改善必要性が示唆できる。

c)地球温暖化の帰属環境費用

地球温暖化の帰属環境費用は，廃棄物処理過

程から排出されたCO2，CH4，N2Oの３種類の

GHGを対象に，それらの除去費用を原単位と

して貨幣換算したものであり，廃棄物処理に伴

うGHG削減努力の目安となる金額である。

1995年の北海道における地球温暖化の帰属環

境費用は21億47百万円であり対1990年比で

42.8％の増加となっている。排出源の内訳は公

営廃棄物処理部門から59.9％，民間廃棄物処理

部門から40.1％である。排出源別の対1990年

比増加率は，公営廃棄物処理部門で26.7％，民

間廃棄物処理部門では76.2％の増加となって

おり全体的により一層の温暖化対策が必要であ

るが，とりわけ民間廃棄物処理部門では緊急な

課題であることが分かる。

以上の帰属環境費用は発生した環境負荷をさ

らに削減するための目安となる費用規模を表し

ており，1995年における北海道の帰属環境費用

の総額は640億50百万円で廃棄物処理サービ

ス産出総額の64.1％の大きさで，わが国全体で

は廃棄物処理に伴う帰属環境費用が廃棄物処理

サービス産出総額の32.3％の大きさであるこ

とと比較するとほぼ倍近くの大きさである。

北海道では実際の費用負担（廃棄物処理サー

ビスの利用総額）はわが国全体の3.2％である

が帰属環境費用としてはわが国全体の6.4％を

占めている。つまり，北海道では安い費用で廃

棄物処理が行われているものの，その処理活動

に伴う環境負荷が大きいことを示唆している。

c．廃棄物処理活動の環境効率

これまでみてきたように，廃棄物処理活動は

資源循環と最終処分量の削減に向けて改善され

つつあるが，一方ではそうした活動に伴う環境

負荷は増加傾向にある。そこで，生産活動の経

済面と環境面の効率性を評価する指標として使

用されている環境効率指標を算定し，北海道の

廃棄物処理活動が環境対策を実施しながらも経

済的生産を生み出せているかを検証してみよ

う。

企業の事業活動などの環境効率指標は，一般

に次式のような単位環境負荷当たりの付加価値

の産出状況を表すものとして定義される。

環境効率指標＝
付加価値
環境負荷

これは，より少ない環境負荷で同じ活動を実

現できているかという効率性を評価する指標で

ある。付加価値としては道内純生産（市場価格

表示）を用い，環境負荷としては帰属環境費用

と各環境負荷の物量の２種類のデータを用いた

場合について算出する。

１)帰属環境費用を用いた環境効率

表3－10に示した環境効率は，環境負荷の

データとして帰属環境費用を用いたものであ

表3－10 廃棄物に伴う帰属環境費用と環境効率

北海道 全 国

1990 1995 1990 1995

全体 65,930 59,988 1,909,800 1,948,300

付加価値 民間 38,443 33,282 1,171,400 1,189,100

公営 27,487 26,706 738,400 759,200

全体 54,736 64,050 895,700 1,000,700

全体 民間 12,583 5,437 375,700 353,500

公営 42,153 58,613 520,000 647,200

全体 329 390 7,700 8,500

大気汚染 民間 48 56 － －

公営 281 333 － －帰属環境費用

(百万円) 全体 1,504 2,147 24,600 40,700

地球温暖化 民間 489 861 9,300 17,200

公営 1,015 1,286 15,300 23,500

全体 52,904 61,513 863,400 951,500

最終処分 民間 12,047 4,519 358,700 327,800

公営 40,857 56,993 504,700 623,700

全体 1.20 0.94 2.13 1.95

全体 民間 3.06 6.12 3.12 3.36

公営 0.65 0.46 1.42 1.17

全体 200.42 153.92 248.03 229.21

大気汚染 民間 807.26 590.92 － －

公営 97.70 80.10 － －
環境効率

全体 43.85 27.94 77.63 47.87

地球温暖化 民間 78.69 38.66 125.96 69.13

公営 27.08 20.76 48.26 32.31

全体 1.25 0.98 2.21 2.05

最終処分 民間 3.19 7.36 3.27 3.63

公営 0.67 0.47 1.46 1.22

(注１）付加価値＝国内（道内）純生産

(注２）環境効率＝付加価値/帰属環境費用

(注３)全国表では大気汚染物質の部門分割が困難

なため民間に一括計上している。

(注４)全国値については内閣府〔78〕より抽出して

いる。
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る。1995年の北海道における廃棄物処理部門全

体の環境効率は0.94であり同年の全国平均

1.95を大きく下回るものであることが分かっ

た。処理部門別にみると，民間部門による廃棄

物処理サービスでは6.12，公営部門では0.46

であり，全国平均では民間3.36，公営1.17であ

り，北海道の廃棄物処理の環境効率は民間部門

では全国平均よりかなり高く，公営部門では全

国平均より低いことが分かる。1990年の環境効

率は，北海道では廃棄物処理部門全体で1.21，

民間部門で3.06，公営部門で0.65であり，民間

部門の効率は改善されているが公営部門では悪

化しており，同年の全国平均も同様の傾向を示

している。

また，環境問題領域別では，1995年の北海道

で大気汚染が153.92，地球温暖化が27.94，最

終処分が0.98となり対1990年比でいずれも低

下している。全国平均も同様に低下しているが，

大気汚染と最終処分については北海道の低下率

が大きくなっている。これを処理部門別にみて

みると，大気汚染と地球温暖化については民間

部門，公営部門ともに効率性は低下しているが，

民間部門の効率性低下が大きく1995年の地球

温暖化では38.66と対1990年比で半減してい

る。一方，最終処分に関しては民間部門の効率

性はかなり向上しており，1995年で7.36と全

国平均3.63の倍以上に改善されている。しか

し，公営部門では1995年で0.47と全国平均

1.22より低く，対1990年比で約３割低下して

いる。

以上のことより，北海道の廃棄物処理活動の

環境効率性は，民間部門では最終処分に関する

効率性の向上はみられるものの大気汚染と地球

温暖化については効率性が低下しており，公営

部門では総じて環境効率性が低下していること

が分かる。また，北海道の廃棄物処理活動全体

の環境効率性は一般廃棄物の処理に伴う環境負

荷の割合が大きいことから公営部門の環境効率

性の低さが影響し，全体として低い効率性と

なっている。

さらに，実質化した付加価値と帰属環境費用

の変化率の比からデカップリング指標を算出す

ると表3－11に示すようにわが国全体では

1.109，北海道では1.277となり，1990～1995年

の期間ではデカップリングが実現しておらず，

廃棄物処理活動の環境的持続可能性がみられな

いことが分かる。これを処理部門別に算定する

と，公営部門のデカップリング指標は北海道

1.308，全国1.213でデカップリングは実現して

いないが，民間部門では北海道0.517，全国

0.910となりデカップリングが実現している。

また，環境問題領域別では大気汚染，地球温暖

化，最終処分のいずれにおいてもデカップリン

グは実現していないこととなるが，処理部門別

にみると民間部門の最終処分に関するデカップ

リング指標が１未満でありデカップリングの実

現を示している。

以上をまとめると，北海道の廃棄物処理活動

は，全体的に環境効率が低く環境的持続可能性

も低いといえるが，これは公営の廃棄物処理部

門の環境効率の低さが主たる原因であり民間の

廃棄物処理部門の環境効率性は改善されつつあ

る。しかしながら，大気汚染と地球温暖化対策

については不十分であることが分かる。した

がって，廃棄物の適正処理の強化とともに廃棄

物処理に伴う環境負荷の発生をさらに抑制して

いくことが強く望まれ，とりわけ一般廃棄物に

ついては廃棄物自体の発生抑制（Reduce）を強

化することが必要である。

２)物量データを用いた環境効率

次に，環境負荷を帰属環境費用ではなく環境

負荷物質の物量データを用いて環境効率を算定

表3－11 廃棄物処理活動のデカップリング指標

(帰属環境費用）

北海道 全 国

全体 1.277 1.109

全体 民間部門 0.517 0.910

公営部門 1.308 1.213

全体 1.463 1.275

大気汚染 民間部門 1.655 －

公営部門 1.257 －

全体 1.686 1.771

地球温暖化 民間部門 2.466 2.045

公営部門 1.246 1.564

全体 1.278 1.080

最終処分 民間部門 0.433 0.900

公営部門 1.309 1.202
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した結果を表3－12に示した。物量データでは

環境負荷物質により単位が異なるため廃棄物処

理活動全体の効率性をみることができないので

環境問題領域別の環境効率性をみることとな

る。

大気汚染物質のNOxについては，北海道の

廃棄物処理全体で26.21百万円/トンから

20.53百万円/トンへ低下，SOxでは40.60百

万円/トンから29.00百万円/トンへ低下してお

り，全国平均も同様に低下傾向を示している。

処理部門別にみても同様に環境効率性の低下が

みられ，民間および公営廃棄物処理部門のいず

れにおいてもNOxよりもSOxの環境効率の

低下が大きく効率性の低下率は民間部門の方が

公営部門よりも大きいのは帰属環境費用を用い

た環境効率指標の変化と同様である。

地球温暖化については，北海道の廃棄物処理

全体で0.41百万円/Ｃトンから0.27百万円/Ｃ

トンへ低下しており，全国平均も同様に低下傾

向を示している。処理部門別では，北海道も全

国平均においても民間および公営廃棄物処理部

門のいずれの部門も低下しているが，民間部門

の方が低下率は大きい。とりわけ，北海道の民

間部門の低下率が大きく帰属環境費用を用いた

環境効率指標の変化と同様ほぼ半減している。

また，北海道の環境効率性は全国平均よりも低

いことも同様である。

廃棄物については排出量と最終処分量を用い

て算定したところ，排出量では産業廃棄物，つ

まり生産部門から排出される廃棄物の環境効率

の低下がみられる。これは，北海道の産業廃棄

物の構成に起因するものと考えられる。すなわ

ち，北海道では主要産業である農業部門から排

出される家畜ふん尿が排出量の過半数を占めて

おり1995年の排出量に対する家畜ふん尿の割

合は53.2％であり，わが国全体では18.5％であ

るのに対して大きな割合を占めている。この家

畜ふん尿のほとんどは堆肥化等で自家処理され

るため，廃棄物処理サービスの対象とならない。

一方，最終処分量は廃棄物処理サービスを経て

最終的に環境中へ排出される物量であることか

ら廃棄物処理活動の環境効率性を評価するには

有効である。つまり，一般廃棄物については，

基本的にすべて公営部門により処理されること

から排出量，最終処分量のいずれを用いても良

いが産業廃棄物については最終処分量に基づき

環境効率性を評価することが妥当である。

1995年の北海道の最終処分の環境効率は

11,105円/トンで，全国平均23,587円/トンの

半分以下であるが，効率性は向上している。部

門別では，民間部門が9,165円/トン，公営部門

が15,084円/トンで，いずれも効率性は改善さ

れている。全国平均は民間部門17,233円/トン，

公営部門55,815円/トンであることから北海道

の効率性の低さが分かり，特に公営部門の効率

性は全国平均の1/3以下と低い。全国と比較し

た北海道の最終処分に関する環境効率性の低さ

は，帰属環境費用を用いた環境効率指標と比較

して公営部門では同様であるが民間部門では逆

転している。これは貨幣評価に使用する費用原

単位に起因するもので，1995年における民間廃

棄物処理部門の再生・減量化費用（価格）が大

きく低下したためである。また，公営部門の環

境効率性は帰属環境費用を用いた環境効率指標

では低下しているが，物量データによる環境効

率性は改善されており逆の現象を示している。

この点も同様に貨幣評価に使用する費用原単位

に起因するもので，1995年における公営部門の

表3－12 環境負荷の物量データによる環境効率

北海道 全 国

1990 1995 1990 1995

NOx 26.21 20.53 35.37 30.93
全体

SOx 40.60 29.00 51.62 41.45

NOx 103.24 76.96 － －大気汚染

(百万円/トン)
民間

SOx 178.94 121.64 － －

NOx 12.83 10.73 － －
公営

SOx 19.51 14.88 － －

全体 0.41 0.27 0.55 0.36

環境効率
地球温暖化

（百万円/Ｃトン)
民間 GHG 0.73 0.38 0.89 0.52

公営 0.25 0.20 0.34 0.24

全体 1.71 1.25 4.29 4.38

排出量 産業廃棄物 1.10 0.74 2.97 3.02

一般廃棄物 7.64 8.64 14.64 14.98廃棄物

(千円/トン) 全体 9.26 11.11 18.05 23.59

最終処分量 民間 7.93 9.17 13.16 17.23

公営 12.12 15.08 43.93 55.82

(注１)全国版廃棄物勘定では大気汚染物質の部門

分割が困難なため民間部門に一括計上して

いる。

(注２)環境効率：環境負荷１トン当たりの付加価

値

(注３)全国値については内閣府〔78〕より抽出して

いる。
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再生・減量化費用（価格）が大きく上昇したた

めである。

さらに，実質化した付加価値と環境負荷の変

化率の比からデカップリング指標を算出すると

表3－13に示したように大気汚染と地球温暖化

に関しては，デカップリングは実現しておらず

これは全国も同様である。しかし，廃棄物の最

終処分に関しては貨幣評価した帰属環境費用に

よる結果と異なるものとなった。帰属環境費用

を用いた北海道のデカップリング指標では民間

部門のみデカップリングが実現していたが，物

量データによるデカップリング指標では公営部

門でデカップリングが実現し民間部門ではデ

カップリングが実現してないことが示された。

この原因は環境効率性指標と同様に費用原単位

つまり価格変化にある。つまり，物量データで

は北海道でもわが国全体でも，民間部門でも公

営部門でも最終処分量が減少しているが，貨幣

評価では全国の費用原単位はすべて増加してい

るが北海道の民間部門の費用原単位が下がって

いること，公営部門では費用原単位の上昇率が

高いことがこのような差を生み出している。廃

棄物の最終処分にかかわる問題は最終処分場の

土地問題でもあるため最終処分量という物量

データが重要となる。それゆえ，環境指標に用

いる環境負荷情報としては価格変化の影響を受

けないデータを用いることが適切と考えられ

る。したがって，経済成長と環境負荷の分離を

表すデカップリング指標では物量データを環境

負荷データとして使用することが適切であると

考えられる。

d．小括

以上の北海道廃棄物勘定の推計結果をまとめ

ると次の通りである。

1990～1995年において，北海道の廃棄物処理

活動は廃棄物の再利用・資源化の効率性を高め，

同時に減量化の効率性も高めて廃棄物の最終処

分量の削減を実現しており資源循環型社会に進

展しつつある。しかしながら，こうした処理活

動に伴う大気汚染物質や温室効果ガスの排出量

が増加しており環境効率性が低下している。ま

た，経済成長と環境負荷増加を分離することが

不十分であることがデカップリング指標により

明確になった。

北海道において廃棄物処理サービス生産の伸

び率は低く，その需要は家計など最終消費部門

が過半数を占めており全体的にサービス業や家

計など物的消費の多い部門での利用が大きい。

また，利用額すなわち廃棄物処理費用の負担額

では道民一人当たり，廃棄物１トン当たりの費

用が全国平均より低いものとなっている。

これらのことから，廃棄物処理部門では環境

負荷削減への対策を強化し適正な費用負担を生

み出すことが必要であろう。とりわけ，北海道

では家計やサービス業など物的消費が多い部門

からの廃棄物に対する処理活動が大きいことか

ら，費用負担の増大は廃棄物の発生抑制に結び

つくことが期待できる。一般廃棄物の発生抑制

と公営部門の処理活動における環境負荷の削減

が最重要課題であるといえよう。

また，民間の廃棄物処理活動では付加価値の

産出が低下しているが，これは価格低迷の影響

である。廃棄物を発生させている生産部門に対

する適正な費用負担を求め環境対策の源泉を確

保する必要性が高く，環境効率性を高める努力

が必要である。

C．廃棄物勘定による農業部門の環境負荷と資

源循環システムの評価

農業部門においては古くから家畜ふん尿のた

い肥化や稲わらの家畜敷料への利用など既に資

源の循環が機能的に行われている部分も存在す

る。しかしながら，このような部分について経

表3－13 廃棄物処理活動のデカップリング指標

(物量データ）

北海道 全 国

全体 1.391 1.307
大気汚染
（NOx）

民間部門 1.576 －

公営部門 1.195 －

全体 1.526 1.423
大気汚染
（SOx）

民間部門 1.729 －

公営部門 1.311 －

全体 1.636 1.739

地球温暖化 民間部門 2.287 2.009

公営部門 1.247 1.537

全体 0.909 0.875

最終処分 民間部門 1.017 0.897

公営部門 0.803 0.863
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済学的な側面から分析する際の問題点として家

畜ふん尿や稲わらが副産物として取り扱われて

いること，家畜ふん尿と稲わらのようにバー

ター取引や無償取引，あるいは自己消費が行わ

れていることなどの理由により廃棄物や有機性

資源の処理や活用が経済指標に明示的に反映さ

れないということがある。したがって，特定の

制度部門に関して課題特化型の環境会計を作成

し環境と経済活動との関係を明確にすることで

問題点とその対応を把握することが可能とな

る。そこで本節では，前節で適用した廃棄物勘

定のフレームワークを用いて農業部門における

廃棄物および有機性資源の物質的なフローとそ

れに伴う環境負荷を明示的に表し，問題点の抽

出を行い農業部門の環境効率の改善可能性を検

討する。

前節の北海道廃棄物勘定が地域に特化した廃

棄物勘定であるのに対し，本節の廃棄物勘定は

部門に特化した廃棄物勘定である。

a．農業廃棄物勘定の推計

廃棄物勘定は物量表，貨幣表，部門分割表の

３つに大きく分けられるが，本節では物質フ

ローに着目しているため物量表の推計を行って

いる。また，農業部門への適用のため図3－1に

示したような行列数を17×15の形式に修正し

ている。部門設定は耕種農業と畜産業の２部門

を農業部門とし，これらの部門の通常の生産活

動に伴う環境負荷を図中Ｄ部分に，廃棄物の発

生をＡ部分に計上する。また，この廃棄物自体

の発生に伴う環境負荷がＥ部分に計上される。

例えば，ふん尿が排泄された段階で発生するメ

タンガスなどがここに計上される。

また，廃棄物の処理活動を明示するために図

中Ｂ部分でリサイクル活動による有効利用量

を，Ｃ部分で処理活動による最終処分量を処理

部門別に計上する。これらのリサイクル活動と

処理活動に伴い発生する環境負荷が，それぞれ

図中ＦとＧ部分に計上され処理活動による環境

負荷削減がある場合はここにマイナス計上され

る。

推計対象となる農業部門由来の廃棄物は，家

畜ふん尿（牛・豚・鶏），家畜の死体，稲わら類，

廃プラスチックの４項目として，それぞれ発生

量，リサイクル量，最終処分量を計上する。

一方，環境負荷物質は，SPM（浮遊粒子状物

質），NOx，SOx，CO2，CH4，N2O，NH3（ア

ンモニア），T-N（総窒素），T-P（総リン），BOD，

CODの11項目である。

勘定の推計方法は，廃棄物の発生量および処

理量については環境省〔52〕，農林水産省〔92〕～〔98〕か

らデータ引用して推計している。また環境負荷

量の推計は，基本的に前節までのH-SEEAや

主産物の生産 廃棄物の発生 廃棄物の処理 輸入

耕種農業 畜産業 耕種
農業

畜産業 リサイクル活動 最終処理 (参考)
耕種
農業

畜産業 その他
産業

耕種
農業

畜産業 その他
産業

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15

廃棄物の発生・処理（千トン) １

家畜のふん尿 ２

プラスチック ３
Ａ

農業部門による
廃棄物の発生量

Ｂ
農業由来廃棄物の
リサイクル量

Ｃ
農業由来廃棄物の

最終処理量動物の死体 ４

わら類等 ５

環境負荷の発生（トン） ６

SPM ７

NOx  8
 

SOx  9
 

CO2  10
 

CH4  11
 

N2O 12

Ｄ
農業部門の生産活
動に伴って発生す

る環境負荷

Ｅ
廃棄物の発生に
伴って排出され
る環境負荷

Ｆ
農業由来廃棄物の
リサイクルによって

排出･削減される環境負荷

Ｇ
農業由来廃棄物の
最終処理によって

排出･削減される環境負荷NH3  13
 

T-N 14

T-P 15

BOD 16

COD 17

概念的に存在しないセル

図3－1 農業廃棄物勘定物量表のフレームワーク
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北海道廃棄物勘定と同様に粗生産額や家畜飼養

頭数，農地面積，廃棄物処理量などの活動量デー

タに環境省〔49〕〔50〕，南齋ほか〔84〕等による単位活動

量当たりの環境負荷発生源単位を乗じて推計し

ている。なお，動物の死体の処理量については，

畜産業とその他産業における最終処理量の個別

のデータが得られなかったので，まとめて畜産

業の最終処理量に計上した。また，動物の死体

の処理に伴う環境負荷発生量についてもデータ

の制約により数値を計上していない。推計年次

は2000年である。

推計した農業廃棄物勘定全国版を表3－14に

示す。

b．農業廃棄物勘定の推計結果

耕種農業部門の生産活動に伴う環境負荷の発

生状況は，大気汚染物質のNOxが約1.7万ト

ン，SOxが約９千トン，SPM が約７千トンで，

GHGとしてCO2約366万Ｃトン，CH4約43

万トン，N2Oが約８千トンである。また廃棄物

の発生状況は，プラスチック類が約13万トン，

稲わら類が約1,205万トンである。一方畜産部

門では，大気汚染物質のNOxが535トン，SOx

が84トン，SPM が37トンと少ないが，GHG

としてCO2約11万Ｃトンである。また廃棄物

の発生状況は，家畜ふん尿が約9,062万トンと

最も多く，動物の死体が約17万トンである。こ

の家畜ふん尿の排泄とともに発生する環境負荷

は，CH4が約８千トン，N2Oが約５千トン，

NH3が約８万トンであるが，水質汚濁物質は

BODが約455万トン，COD約256万トン，T-N

約143万トン，T-Pが約６万トンと多い。

これら発生した環境負荷と廃棄物の処理と利

用状況は，耕種農業で発生した稲わら類は鋤込

みによる自家利用が約915万トン，畜産部門で

の敷料や堆肥原料としての利用が約219万ト

ン，他産業で約16万トンの利用があり，約95％

が循環利用されている。そして残余分約55万ト

ンの処理（焼却）に伴いSPM が約４千トン，

CH4約３千トン，N2O約100トンが発生して

いる。

また，家畜ふん尿については，発生量の約

45％を自家利用により活用しており，全体で

54％がリサイクルされているが，発生量の約

46％に相当する4,126万トンが最終処分され，

発生量の約44％（3,966万トン，最終処分量の

約96％）は自家処理されている。そして，その

自家処理に伴いCH4が約２万トン，N2Oが約

１万トン発生している。つまり，図3－2に示す

ように家畜ふん尿はリサイクルと最終処分によ

り水質汚濁物質としての環境負荷は約８～９割

除去されているが，その循環・処理活動に伴い

GHGの排出量を増加させていることが分か

る。水質汚濁は，特に閉鎖性水域において環境

悪化を招く地域的な環境問題であるが，地球温

暖化は地球規模の環境問題である。これは，環

境問題が地域環境問題から地球環境問題へとシ

フトしていることを示している。

このように，廃棄物の物質フローにしたがっ

て廃棄物勘定を作成することで，資源循環活動

の盲点である環境問題のシフト が明確に示

されたことは有用であり，農業部門における資

源循環活動の包括的な環境対策の必要性を指摘

することができる。

D．ま と め

本章では，環境経済学的アプローチである貨

幣評価によるマクロ環境会計のフレームワーク

を地域経済と廃棄物問題へ適用することで，地

域経済の包括的な環境側面と廃棄物問題への対

応状況を明らかにするとともに，農業部門にお

ける廃棄物処理と資源リサイクル活動に由来す

る環境負荷の把握による資源循環の評価への適

用についても検証した。その結果，次のような

ことが明確にされた。

第１に，統合型メゾ環境会計の推計結果から，

北海道を対象とした地域経済は大気汚染や水質

汚濁といった地域的な環境問題に対してはデ

家畜ふん尿

（千トン）

発生

90,619

リサイクル

40,935

最終処分

39,661

合計

80,595

発生に対

する比率

89％

環境負荷（トン）

8,157

4,525

83,523

CH4
 

N2O
 

NH3
 

T-N
 
T-P
 
BOD
 

COD

1,425,961

629,512

4,549,168

2,560,641

19,483

9,657

203

27,738

34,592

21,904

－709,169

－312,539

－2,464,179

－1,309,331

－520,224

－174,066

－1,161,695

－726,234

679％

1078％

126％

55,378

48,774

105,630

14％

23％

20％

21％

196,568

142,906

923,295

525,076

温
室
効
果

水
質
汚
濁

注：各発生量，削減量とも畜産部門内における値で

ある。

図3－2 家畜ふん尿の処理と環境負荷の変化
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カップリング指標から環境効率の改善が図られ

経済成長と環境負荷削減のデカップリングが実

現しており，持続可能な方向に進展しているこ

とが明らかとなった。しかしながら，地球温暖

化問題への対処，すなわちGHGの排出抑制が

不十分であり早急な対策が必要であることが示

された。また，生産活動と消費生活の両側面に

おいても全国平均より高い環境負荷でありさら

なる環境費用の負担による改善が必要であるこ

と，土地利用の都市的利用形態の増加による環

境への圧力も強いことが明らかとなっている。

第２に，北海道廃棄物勘定の推計結果から，

北海道では廃棄物の減量化と資源化効率の向上

により最終処分量の削減を実現しているが全国

平均と比べ廃棄物処理費用の負担が少なく，廃

棄物処理に伴い発生する大気汚染物質や温室効

果ガスの排出が増加し環境効率が低下している

ことが明らかとなった。

第３に，農業廃棄物勘定の推計結果から，家

畜ふん尿の処理と循環利用により水質汚濁物質

の削減が実現されているが処理活動とリサイク

ル活動に伴うGHGの排出が増加し，環境問題

のシフトが生じていることが明らかとなった。

以上のことより，帰属環境費用で表された外

部不経済をできるだけ内部化し，地域環境問題

のみならず地球環境問題に対しても費用対効果

の高い環境負荷削減行動を実現することが必要

であることを指摘できる。すなわち，帰属環境

費用という貨幣評価アプローチは，今後の環境

費用の負担の大きさを認識する点で有用である

と言える。しかしながら，貨幣評価では市場価

格の変動の影響を受けるため環境負荷の状態を

適切に反映することが困難である。このため，

環境負荷については物量情報を用いて評価する

ことが適切であり，環境効率性やデカップリン

グ指標などの環境指標の算定にも物量データを

用いることが有効である。さらには，農業廃棄

物勘定の分析結果からも明らかなように環境負

荷の物質フローを捉えることも重要である。こ

れにより，経済システム内における物質循環の

環境効率を評価することが可能となる。

注

1985年のH-SEEAについては山本ほか〔138〕

を参照のこと。

廃棄物勘定の詳細は内閣府〔78〕を参照のこ

と。

一般に「シフト」とは状態変化を表す言葉と

して使用されるが，環境経済学ではある環境

問題に対する対策が別の環境問題を生じさ

せることを「環境問題のシフト」と呼んでい

る。

第IV章 環境便益の貨幣評価によるマクロ環

境会計の拡張

A．経済活動と環境便益

a．環境の機能

経済活動は，財貨・サービスを生産し，それ

らを消費することで生活の質，国民の健康，教

育水準など総合的な社会的福祉の向上を目的と

している。このため経済活動は人間の福祉の向

上に寄与するものであると考えられる。財貨・

サービスの生産のため経済活動は環境から資源

を採取し生産と消費に投入する。資源は経済の

中で原材料や燃料，製品などに変換され消費さ

れるが，これらのプロセスで廃水や廃棄物など

の廃物と廃熱を環境中へ排出する。工業化の進

展とともに経済活動量が増大し，技術の高度化

による経済のグローバル化に伴い環境から大量

の資源を採取し大量の財貨・サービスを生産・

消費するとともに，不要となった物質を大量に

環境中へ排出することにより環境の劣化を招く

ことになっている。

環境は，経済活動に対する資源供給機能と経

済から排出される廃物の吸収機能（環境の処分

サービス），人間の心理的欲求を充足するアメニ

ティ機能，および経済活動の場としての土地を

提供する空間機能を有する（以下これらを総称

して環境機能と呼ぶ）。これらの機能は相互関係

にあることに留意すべきである。こうした環境

の人間に対する資源・環境サービスの提供は自

然環境の生産活動とみなすことができよう。し

かしながら，経済活動の拡大に伴う大量生産・

大量消費・大量廃棄がこれら機能の低下，すな
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わち環境の生産性の低下を招いているのであ

る。

近代工業化する以前の経済活動は，農林水産

業を中心とした環境が提供する資源や環境サー

ビスに強く依存する経済であったため，こうし

た環境機能を維持する必要があった。しかし，

技術発展に支えられた人間の環境改造能力の飛

躍的な向上により環境機能を維持する努力を

怠ってきたのである。現在，化学物質に依存す

る食糧生産が食の安全性を脅かしているという

懸念がある。健全な食糧生産を行うため農林水

産業は依然としてこうした環境機能の維持を直

接的に図る必要がある。

前述のように経済活動は必ず廃物・廃熱を環

境中へ排出するが，環境機能を低下させない程

度にそれを最小化することを迫られている。つ

まり，環境の廃物の吸収機能の範囲内に排出を

とどめることと，その機能を維持・確保するこ

とで廃物・廃熱によるマイナスを相殺する努力

が求められている。地球環境問題の深刻化によ

り農林水産業のみならずあらゆる経済活動にお

いて環境負荷を削減し，環境機能を向上させる

方向に軌道修正しなければならなくなってい

る。

b．環境の便益

ダニエル・ブロムリーは，「「便益」とはわれ

われをある種の目的や目標に近づけるものであ

り，「コスト」とはそれらから遠ざけるものであ

ると言うことができる。したがって，問題は共

通の目的や目標とは何かということになる。」

と述べている。これを環境問題に適用した場合，

環境の状態を良好な水準に保つことで環境から

提供される資源やサービスの享受が目的とな

り，経済活動により環境の状態がその水準を超

えたときに環境便益がもたらされると考えるこ

とができる。この水準は一般的には前述の環境

機能が損なわれない水準と言うことができる

が，これを人間の手が加えられていない原始の

自然レベルで考える必要はないものの，ある数

量的な基準値で示すことはかなり困難であるよ

うに思われる。また，現在，多くの地域で環境

機能の大幅な低下が見られるなか短期間に回復

させることは非常に困難である。しかしながら，

環境機能の復元努力は必要不可欠であるのでこ

うした場合は一定の期間内で社会が必要と考え

る水準まで環境機能を回復させることが目標と

考えられ，それを達成するような行動は環境便

益をもたらすと考えることができよう。

図4－1には外部効果を含めた経済活動と便

益・負荷の様態を示す。廃棄物処理活動は負荷

をもつ廃棄物の負荷を無負荷の状態とすること

で便益を増加させており，再資源化は廃棄物を

発生させないことで潜在的な負荷を消失させ便

益を発生させており公害防止活動も同様であ

る。コストと環境負荷は厳密には同義ではない

が，環境負荷は環境便益の享受という目的から

遠ざけるものという意味では同義と考えられ

る。こうした便益増加の方向へ向かう活動を促

進し，経済的便益と環境便益の双方を増大させ

ることが持続可能性を実現することになると考

えられる。

c．持続可能性における自然資産と人工資産

の代替性

ただし，ここで次のことに留意する必要があ

る。環境便益は自然資産によりもたらさせるだ

けでなく，人工資産によってももたらされる場

合もあることである。持続可能な発展は，「環境

と開発に関する世界委員会」の報告書によれば，

その意味は「将来世代が自らの欲求を充足する

能力を損なうことなく，現在世代の欲求を満た

すような発展」というものである。このため「将

来世代に引き継がれる資産が，現在世代の行動

によって減少した場合には現在世代は将来世代

に補償すべきである。」という考え方が根底にあ

図4－1 経済活動と負荷・便益の様態

出所：地球環境財団〔15〕
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る。

この将来世代に対する補償については，次の

２つの主要な見解が存在する。

① 将来世代への補償は，現在世代が後に続

く世代に自分たちが受け継いだのと少なく

とも同じだけの人工資産を残すように保証

すること。

② 将来世代に対する補償は人工の富だけに

限られるべきではない。環境という富にも

特別の関心を払うべきであり，将来世代が

相続すべき環境資産は現在世代が受け継い

だ環境資産を下回ってはならない。

①の見解によれば，どの世代でも人工資産と

しての富によって穴埋めするならば自然環境を

悪化させることは許容されることになり，そこ

では人工資産と自然資産が相互に代替可能であ

ることを前提にしている 。しかしながら，特に

自然資産の中には人工資産による代替が不可能

であるものが多く存在する。また，代替可能で

あれば現在世代は人工資産と自然資産の総計と

しての富が前世代から相続した富の総量より下

回らなければ良いということにもなり，そこで

は人工と自然のそれぞれの重み付けが曖昧とな

る。さらには，後続する次の世代に対してのみ

引き継ぐ資産について考慮すればよいという考

えも浮かび上がり，ここでは放射性廃棄物の蓄

積や生物の多様性の喪失など将来まで影響が及

ぶ活動に対する姿勢が明確でない部分もみられ

る。このようなことを考え合わせると，この解

釈においては，実行可能な限り不可逆的な変化

を避けることを絶対的な条件とすべきであるこ

とが重要となる。人工資産と自然資産とのト

レードオフは必然的に存在するがトレードオフ

に際しては不可逆的変化について十分考慮した

行動と選択すべきである。

②の見解では人工の富の創造の重要性にも増

して環境としての富，すなわち自然資産のス

トックが特に重要だということになる。自然資

産に焦点を合わせ，いつまでも自然資産が減少

してはならないとしている 。ここでは，可能な

限り自然資産の回復を行うことで自然資産の総

量を減少させることなく次世代へ受け渡すこと

を暗黙の前提としている。つまり，人工資産に

関しては問題の外に置いており自然資産のみを

対象としてそのあり方を定義している。人工資

産の必要・不必要については全く議論していな

い。これは，自然資産があれば人工資産は何ら

かの形で存続していくであろうということを考

えの中に含んでいるのである。

すなわち，廃棄物処理施設や下水処理施設，

あるいは都市公園緑地のような人工資産も環境

便益をもたらすが，これをもって森林，河川や

土壌のような廃物の分解機能を持つ自然資産の

減少を容認することがないように留意しなけれ

ばならない。農業の多面的機能のような環境便

益を積極的に評価することは費用対便益の視点

も重要ではあるが，それにも増して経済活動の

持続可能性を評価するという視点で重要であ

る。例えば，耕作放棄等により農業が衰退し農

地が自然地に戻される場合を考えてみると自然

資産のストックが増加するため，この土地利用

変化は環境的には一般に望ましいと考えられ

る。しかし，一方では農業生産が別の土地で（例

えば国外）で行われることにより全体として農

業生産が維持されるのであれば，問題が単に別

の土地に移動しただけであり農業が持続的に

なったとは判断できない。１国の農業等の生産

面積にはおのずと限界があり，その生産量を上

回る需要量がある場合には国外依存量が発生す

る。したがって，その国外依存分が生産地の環

境劣化を招くことが無いような配慮が求められ

る。

d．農業と環境便益

上述のように環境機能を維持・向上させ環境

便益を発生させる経済活動もあるが，経済活動

は環境に対して正負の影響を常に有している。

それゆえ，ネットとして経済活動が環境機能を

増進させているかを判断する必要がある。そこ

で経済活動の中でも特に環境との相互依存関係

が顕著な農業を例として取り上げ，経済活動の

環境に対する正負の影響を簡潔にみることにす

る。農業の環境便益に関してはOECDやわが国

で活発に研究され，定量的な便益評価も行われ

ている。表4－1には農林業・農村の環境便益（公

益的機能あるいは多面的機能とも呼ばれる）と

環境負荷を示す。農業の環境サービスは農産物
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とともに生産されるものであり農業による環境

便益は農産物との結合生産物である。このため

農産物の生産水準が変化すると一体的に供給さ

れる環境サービスの生産水準も変化する。一方

で，農業における生産の集約化が環境問題を招

くことになった。限界地を含む農業的土地利用

の拡大による生物種の多様性と野生生物の生息

地・自然景観の消失，化学肥料による土壌の質

的劣化，過放牧や家畜排泄物の不適切処理によ

る水質汚染などがそうである。しかし，これら

の環境負荷は農業の変化の方向次第で最小化す

ることは可能である。したがって，持続可能な

表4－1 農林業・農村の環境便益と環境負荷

項 目 内 容

国土の保全機能

洪水防止

土壌浸食防止

土砂崩壊防止

風害，雪害，雪崩等防止

など

水田，畑，森林が雨水を一時的に貯留することで河川の増水を緩和・遅延させ，

洪水被害を防止・軽減する機能。水田けい畔等の適切な管理，農地面の平坦化，森

林の下層植生等により土壌浸食を抑制する機能。傾斜地帯の森林，農地や用水路を

適切に維持することにより土砂の崩壊を防止する機能など国土を安全に保つ機能。

水源涵養機能

河川流況の安定

地下水の涵養

水質の浄化

洪水防止など

水田，畑，森林が雨水や灌漑水を貯留し，地下へ浸透させ，地下水を涵養する機

能。長時間かけて河川に流れ込むことにより，流況を安定させ，渇水を緩和する機

能。地下浸透等の過程で不純物をろ過し，水質を浄化する機能。

環
境
便
益

自然環境の保全機能

大気保全（大気浄化，二酸化

炭素吸収，酸素供給など）

野生鳥獣保護

生物多様性保全

生態系保全

有機性廃棄物分解

気候緩和・騒音防止

雪崩防止・落石防止・防風

など

農業生活活動や森林の営みに伴って微生物活動による大気，水，土中の汚染物質

が分解・付着等により除去される機能。有機性廃棄物を分解する機能。光合成によ

る二酸化炭素の吸収，酸素の供給によって大気組成を安定させる機能。森林，水田・

溜め池，水路等の野生生物の生育・生息環境を保全する機能。樹木・作物の遮蔽吸

音により騒音を緩和するなどの自然環境を保全する機能。

水田・畑及び森林が蒸発散により高温時には気温を低下させ，低温時には土壌に

含まれる水が温度低下を緩和するなど気候を緩和する機能。

滑り落ちようとする積雪や岩石を森林の幹などによって支持し，雪崩や落石を防

止する機能。樹木の枝葉などの抵抗によって風速を緩和する機能。

良好な景観の形成機能
農林業の営みや，大地に作物や樹木が育つ姿，家屋，その周辺の水辺や森林が一

体となって醸し出す独特の雰囲気を有する景観が形成される機能。

保健休養機能

農林業及び森林により存在する澄んだ大気，きれいな水，美しい緑，四季の変化

などが，訪れたものに安心感を与え，気分を落ち着かせ，精神を癒すなどの保健休

養の場を提供する機能。

文化の伝承機能

農・林業の古来からの継続によって伝えられてきた自然の営みや災害の忌避等を

祈念し，あるいは感謝して行われる芸能・祭り，様々な農・林業上の技術，地域独

自の様々な知恵などの文化的なものが伝承される機能。

情操涵養機能

農・林業により継続して動植物が養育されていることの見聞き，それらへの接触

により生命の尊さ，自然に対する畏敬や感謝の念など複雑で高次な感謝が，接する

ものに養われる機能。

国土保全への負荷

土壌浸食と劣化

土砂崩壊の発生

農地・森林などの減少に伴う国土保全にかかわる環境便益の減少。化学肥料・農薬

の不適切な使用による土壌の劣化等。

環
境
負
荷

水源涵養などへの負荷

汚染 水質の悪化，汚濁
畜産・養鶏農業などの排出物の不適切な処理による水質汚濁など。

自然環境の保全機能などへの負荷

大気に対する汚染物質の拡散

野生生物，生態系へのリスク拡大

農林業の複合型公害

非分解性などの廃棄物の処理

農耕に関わる藁等資材の同時多発的燃焼による煙害，木材などの加工後処理での燃

焼処理，畜産，養鶏など廃棄物による悪臭。

耕作などの生産活動での外来種の使用などによる自生種に対する影響，在来種との

交雑による影響，遺伝子資源の減少。

農林業で使用する農機具，器材，ビニールハウスなどの不適切な処理による不法投

棄，廃棄物の不適正処理による被害。

(注)食料・農業・農村基本法解説（食料・農業・農村基本政策研究会）

農業・農村の公益的機能の評価結果（農林水産省農業総合研究所Ｈ10.6）

森林の公益的機能の評価額について（林野庁Ｈ12.9）

出所：地球環境財団〔15〕
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農業への移行は環境負荷を最小化することで持

続可能な資源利用を実現し，最大限の環境便益

の獲得を目指すものとも考えられる。

持続可能な農業の確立のための政策立案に

は，上述のような農業の持つ環境便益と環境負

荷の両側面を同時に明示的に評価し，持続的で

ない理由を分析して是正するための情報を得る

必要性がある。このことは他の経済活動につい

ても当てはまる。また，森林や湖沼などの自然

生態系等の環境財は存在するだけで環境維持と

なり公共財としての供給が必要である。このた

め，公共部門が市場の補完的供給システムとし

て提供するサービスの１つである環境維持サー

ビスを公共支出サービスにより供給する必要が

ある。この場合にも費用負担により確保される

環境便益を評価しておくことが望まれる。こう

した評価は，国や地域の経済活動がネットで持

続可能な方向に進展しているかを観察する１つ

の情報になり得ると考えられる。また，１つの

プロジェクト展開で考えれば費用便益分析や費

用効果分析の情報提供を可能とする。ただ，ど

のような場合でも経済活動が人工資産と自然資

産のどちらにストック変化をもたらしているの

か，それが環境便益とどのような関係を有する

のかを評価できることが重要である。すなわち，

経済活動―資産形成―環境便益―環境負荷の相

互関係が評価できるシステムが求められる。

環境サービスは，⒜土地，大気や水などの自

然環境が経済活動の結果生じる廃物を吸収する

処分サービス，⒝農業目的を含め生産を目的と

する土地，水域の空間的および経済的機能とし

ての生産的サービス，⒞レクリエーションを含

め，人々の生存に必要なものを供給する環境の

基本的機能としての消費者サービス，の３つに

区別される 。このうち，本章で着目する環境便

益と関係するものは⒜と⒞である。

B．マクロ環境会計における生産境界の拡張と

環境便益の評価方法の検討

a．マクロ環境会計における生産境界の拡張

第 章で適用した貨幣評価によるマクロ環境

会計の理論フレームワークにおいて環境便益を

記録するには，第 章で示したSEEAの 版

（図2－1参照）のようにSNAの生産境界を拡

張する必要がある。第 章で適用した理論フ

レームワークはSEEAの .2版であり，そこ

ではASNA推計値より環境情報を抽出し分割

表示したものと，B経済と環境の相互関係に関

する物量情報を示すもの，およびC環境の経済

的使用を維持費用評価法により経済活動の帰属

的費用として評価したものが取り上げられてい

る。このCに関する帰属環境費用は，環境の経

済的使用に伴う環境の減耗・劣化を経済活動の

追加的費用としてみなし，環境の減耗・劣化を

防止あるいは軽減するために必要な費用（維持

費用）として明示したものである。これは，市

場に基づくSNAの評価概念ではとらえられな

い物的フローの貨幣評価額を示すものである。

ここではSNAで定義されている生産や資産の

境界には何も変更を加えられてはいない。しか

し，農業が生み出す環境便益のように生産活動

により供給される環境サービスをマクロ環境会

計のフレームワークの中で明示するには環境

サービスが生産物として扱われる，つまり生産

の定義に含まれるように生産境界を拡張する必

要がある。

SNAの生産境界に含まれる活動は，①他の

経済主体に供給される財貨・サービスの生産，

②自己使用目的の財貨の生産，③持家住宅サー

ビスおよび有給使用人による家事サービスの生

産，である。ここでは家計活動と環境が提供す

る環境サービスは生産境界外に置かれている。

農業の環境サービスなどは，環境が提供する環

境サービスと同様と考えることができよう。す

なわち，農業が生産を行えるのは環境（土地）

の生産的サービスを消費できるからで，SNA

ではこの環境サービスの消費 を生産活動，そ

こから産出される農産物を財貨として扱ってい

る。農地の場合，農業以外の目的でこの生産的

サービスは消費できないが処分サービスや消費

者サービスという環境サービスは供給される。

このことは，農業の多面的機能を認識している

ことから明白である。そこで本章では，このよ

うな環境サービスを環境の生産活動の成果とみ

なすことで，生産境界を拡張して，マクロ環境

会計に追加記録する方法を検討する。
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b．マクロ環境会計における環境便益の評価

方法の検討

第 章で適用したようなマクロ環境会計で

は，経済活動による環境負荷の発生，言い換え

れば経済活動による goodsの生産により発生

するbadsを記録することが中心になってい

る。しかしながら，前述の農業のように経済活

動の中には環境保全を推進し，環境便益を発生

させる活動もある。マクロ環境会計は，推計対

象地域における経済活動が環境に対してどのよ

うな影響を及ぼしているかを評価し，地域の持

続可能性に関する情報提供を可能とすることが

望まれる。既にSEEAでは，内部経済（市場経

済）において産出される財貨・サービスのうち

廃棄物処理サービスや下水道処理サービスなど

の環境関連の財貨・サービスを分別し，生産活

動も環境保護活動を分別している。こうした活

動による環境負荷低減の便益は環境負荷量の推

計時に相殺されており，勘定表では明示されて

いない。例えば，森林によるCO2の吸収は環境

便益であるが，排出量の推計時に発生量から吸

収量を控除することで相殺されている。しかし，

これでは費用を投じた森林保全事業がどの程度

の環境便益を発生させることになったのかは評

価できない。したがって，農林業のように外部

効果として環境サービスを産出する産業は，環

境関連の財貨・サービスの産出との関連からエ

コビジネスと同様に処理することが必要であ

る。なお，以下では供給される環境サービスを

環境負荷と分別するために環境便益と表現す

る。

さて，マクロ環境会計のSEEAを利用した環

境便益の評価に関する先行研究には，地球環境

財団〔10〕が農業の多面的機能と森林の公益的機

能について行ったものがある。そこでは，代替

法による機能評価を行い公益的機能を環境資産

とみなしストック額として記録する勘定構造

と，農地や林地が各種の公益的機能を生産しそ

の環境便益が農林業を含む各種産業や家計に帰

着すると考えフローとして記録する勘定構造の

２つのタイプが提案されている。本章はこの研

究を踏まえ，環境便益の発生を一般化した次の

ような考え方に基づく勘定構造のフレームワー

クを検討する。

既に述べたように環境便益は，自然資産から

も人工資産からも発生する。例えば，農業集落

排水施設は洪水防止や土砂崩壊防止など自然災

害を抑止する国土保全機能を発揮する。そこで

自然資産と人工資産から発生する便益を分割し

て記録することを考える。発生した環境便益は

外部効果であるので各種資産の期首と期末のス

トック額には影響しないため，資産額の調整項

目を設ける必要がある。また，発生した環境便

益は産業や家計ですべて消費され，当期の環境

便益は次期に繰り越すことはできない。しかし，

資産の量と質が変化しない限り次期では当期と

同様の環境便益が享受できるものとする。さら

に自然資産はその存在によって環境便益を発生

させるが，勘定の目的は経済活動と環境便益に

焦点を当てるため経済活動により直接・間接に

発生したと考えられる環境便益のみを記録する

ものとする。表4－2にはSEEA統合勘定表を

簡略化したものを用いて環境便益を記録する枠

組みを数値例で示したものである。従前の

SEEA統合表との大きな違いは行４から行６

に挿入された環境便益を記録する部分と，列３

と列４にある環境便益を環境サービスとして生

産する仮想的な生産部門である。

表4－2の列６には生産される資産として人

工資産と育成資産が記録され，列７には生産さ

れない資産として農林地や大気，水，その他の

土地等の自然資産が記録される。環境便益につ

いては行４から行６に記録され，行７には帰属

環境費用が記録される。資産から発生した環境

便益は列６と列７の行６（数値例では60と

100）に記録され，一般財による資産形成額およ

び資産減耗額としての帰属環境費用（マイナス

計上）と合わせて行12に期中の資産変化額が記

録される（数値例では100と55）。列７に着目す

ると，環境便益である公益的機能100に対して，

資産の質的劣化を表す帰属環境費用が－45と

なっている。つまり経済活動により100の便益

が発生したのであるが，同時に経済活動が与え

た環境負荷が45あり，この分だけ資産価値を低

下させているので結局55の便益効果しかない

こととなる。しかし，帰属環境費用と環境便益
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は実際の資産額には影響しないため行13の資

産額の調整項目により相殺処理され期末ストッ

ク額には反映されない。

次に発生した環境便益は，列３と列４に示す

仮想的な生産部門により生産されたサービスと

みなして記録される。つまり，環境便益を発生

される資産の機能を環境サービスの生産活動と

みなして人工資産等の生産される資産からの環

境サービスを自然保護施設部門（列４），生産さ

れない資産からの環境サービスを自然資産部門

（列３）としている。この環境サービスの生産

は中間投入なしで行われるので便益額が付加価

値として行９に記録される（数値例では60と

100）。生産された環境サービスは当期ですべて

消費されると考え，言い換えれば資産が生み出

した環境サービスが生産部門と最終消費部門に

無償で転嫁され消費されたとするためその消費

を行４と行５で記録する。表4－2の数値例では

自然資産の環境サービスはその他の産業（列１）

に70が，最終消費部門に30が消費されること

となっている。人工資産等の環境サービスにつ

いても同様である。このような環境サービス消

費の帰属は，環境サービスが集合消費財という

公共財的性質を有する理論とは整合的ではない

が環境投資と受益者との関係を明示できるため

政策情報として有意義と考え各経済主体に帰属

させるものとしている（ただし，帰属方法は今

後の課題である）。

さて，各部門で消費される環境サービスは現

実の生産・消費額には影響を与えないため行６

には各列の環境サービスの合計値をマイナス計

上して相殺処理している。列１を例に見てみる

と，自然資産と自然保護施設から転嫁された環

境サービスは95であり，これが通常の中間投入

財（市場財）であれば産出額に加えられるが，

帰属環境費用と同様に現実の生産額には無関係

であるためその合計値のマイナス計上値が行６

に－95と記録して産出額では相殺されている。

以上のような処理により，資産が生み出す環境

便益を環境費用とともに統合表に記録すること

で総合的な評価が可能となる。

さて，上述の処理では次の３つの仮定を置い

ているのでここで整理しておく。

第１の仮定は，環境便益は農林業関連の資本

ストックからも発生するフローであるというも

のである。農林業の生産活動自体も林地や農地

というストックが活動の場であり，農林業の生

活の場でもある農山村における集落排水施設な

どのストックも農林業活動と分離することが困

難であり一体的な機能として景観形成などに寄

与するものと考えられるからである。

第２の仮定は，ストック形成は過去からの資

本投資の蓄積によるものであるため，過去の資

本蓄積が当該会計期間の環境便益を発生させて

いるというものである。これは当該年度の資本

投資が当該年度の環境便益を発生させていると

想定することはやや現実的ではなく，資本投資

と便益発生との間にタイムラグがあるとの考え

に基づいている。ある会計期間 t期の期首ス

トックは t-1期の期末ストックA である。こ

れは t-1期までの資本投資の蓄積と捉え，これ

により t期の環境便益 B が発生するとの考え

方である。t期の資本投資ΔA は，期首ストッ

クから通常の生産活動による資本減耗 D が控

除され期末ストックA に加えられる。このA

が次の会計期間A 期の環境便益 B を発生さ

せることとなる。

第３の仮定は，環境便益の発生により資本ス

トックは減耗しないということである。これは，

環境便益が資本ストックの通常の生産活動への

使用の副次的な便益として発生するという考え

に基づくものである。このため，資本減耗は通

常の生産活動により生じるが環境便益つまり環

境サービスの使用では減耗しないというもので

ある。

以上より，環境便益と農林業関連の資本ス

トックとの関係は次式が成立することを仮定し

ているのである。

B＝f A ＝f A －D ＋ΔA

＝f ∑ΔA－∑D

C．マクロ環境会計による農林業の環境便益の

評価

a．農林業の多面的機能

本来，農林水産業は環境調和型産業である。
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しかしながら，市場原理と国際分業論による大

農圏輸出国の貿易政策が中小農圏農業を脅か

し，中小農圏の食料自給率の低下，農山村の衰

退，農地と森林の地域管理の停滞を招いている。

例えば，小農圏農業国であり経済大国でもある

わが国は，農林水産物の多くを輸入に依存し輸

出国の環境破壊を促進している。その一方で，

国内では農薬や化学肥料の投入量の増加，施設

化やその大型化による農業の工業化などにより

自然の物質循環を撹乱，環境負荷の増大を引き

起こし多面的機能の喪失を招いている。さらに，

こうしたことは国民の食の安全性に対する不

安，農山村域における地域社会・文化の崩壊を

も生み出した。こうしたことを背景に20世紀末

から地球環境・地域環境の改善と生活の質の向

上を図るため中小農圏諸国では農林業・森林の

多面的機能に注目するようになってきた。

多面的機能の内容としては，食料保障，国土

保全，環境保全，景観形成などが挙げられる。

これらの多面的機能は外部経済であるととも

に，農林業の生産活動において農産物等の主生

産物とともに生産される結合生産物でもある。

それゆえ，多面的機能は市場メカニズムにより

供給調整できず社会的な適正水準を確保するこ

とができない 。さらに，多面的機能による便益

は公共財的性格を有するため人々は無差別にそ

の便益を享受することができるのである。

しかしながら，本章では市場経済活動である

農林業の生産活動と外部効果である環境負荷と

環境便益を環境勘定という１つの土俵に上げ，

さらには便益帰着を試みている。これは生産活

動が外部不経済を最小化し，外部経済を最大化

する方向にあるかを検証する情報を見いだすこ

とと，集合消費される農林業の環境便益の国民

経済への環境的貢献を明示するためである。

ただし，環境便益のすべてを定量化すること

は極めて困難であること，加えて本研究では貨

幣勘定として試算しているがいかなる貨幣価値

によっても環境便益を完全に評価することは不

可能である。したがって，本章で定量化・貨幣

化して示したものは農林業の環境便益の一部で

あるが，わが国の農林業の質的・量的衰退を回

避するための情報抽出に貢献しうる枠組みを追

究している。以下では，農林業の多面的機能を

概観し，次に本章で対象とした環境便益と環境

負荷について記す。

１)農業・農村の多面的機能

わが国の農山村地域は，生産活動と日常生活

が同じ空間で営われており，同時にそこには二

次的な自然生態系が展開している。つまり，１

つの空間に生産・生活・生態環境が統合された

地域環境システムが形成されているのである。

したがって，ここでの農業の環境便益は単に農

産物の生産活動という意味での農業にとどまら

ず農村と周辺環境を含めた地域システムの産物

として捉えることが重要である。

日本学術会議〔88〕は農業の多面的機能の発現

機能を次の５つに大別している。

①国民生活に長期的な安心・安全をもたらす食

料保障の機能

②農業的土地利用が周辺の自然生態系の物質循

環系に組み込まれ，それを補完しつつ発揮さ

れる機能

③農業が里山，畑地，水田，水路，畦畔等の形

態を取り独自の自然生態系を構成し，そこか

ら発現される機能

④生産・生活・生態環境を一体化した持続的農

業が地域社会・文化の形成・維持に果たす機

能

⑤農業・農山村の存在が都市的緊張を緩和する

機能

ここで①の機能は農業の本来的機能である

が，長期的な未来に対する食料供給の信頼性を

与える安心機能が多面的機能として捉えられて

いる。これらの要素機能のうち，環境便益を発

現する機能としては次の機能が挙げられる。

まず②に関連する水循環を制御して地域社会

に貢献する機能として，

【洪水防止機能，土砂崩壊防止機能，土壌浸食

（土砂流出）防止機能，河川流況の安定機能，

地下水涵養機能】

がある。また，環境に対する負荷を除去・緩和

する機能として，

【水質浄化機能，有機性廃棄物分解機能，大気

調節（大気浄化，気候緩和等）機能，資源の過

剰な集積・収奪防止機能】
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がある。

③に関連する機能としては生物多様性を保全

する機能として，

【生物生態系保全機能，植物遺伝資源保全機能，

野生動物保護機能】

があり，土地空間を保全する機能として，

【みどり空間の提供機能，人工の自然景観形成

機能】

が挙げられる。

④に関係する機能では農業による地域社会・

文化の形成・維持に関わるものとして，地域社

会を進行する機能に

【社会資本の蓄積機能，地域アイデンティ

ティーの確立機能】

があり，伝統文化を保存する機能として，

【農村文化の保存機能，伝統芸能継承機能】

が挙げられる。これら④に関係する機能の多く

は環境に直接的に作用するものではないが，用

水・排水施設等の環境施設あるいは水源林など

は農村の持続的発展に必要不可欠な社会資本要

素であり環境便益を発生させるものでもある。

しかし，こうした機能は自然と共生する地域づ

くりを目指す計画策定や農林業により培われた

技術や知恵が温故知新として活かされ間接的に

環境便益を生み出す機能である。

さらに⑤に関係する以下の機能は環境教育や

人間性の維持に資する重要な機能でもある。

【保健休養機能，高齢者アメニティー機能，機

能回復リハビリテーション機能，自然体験学習

機能，農山漁村留学機能】

以上のような機能が環境便益をもたらすと考

えられるが，④と⑤に関連する機能の多くは定

量的に評価することが極めて難しい。

２)林業・森林の多面的機能

日本学術会議〔88〕は，「現代の日本では林業地

以外の森林も含めて適切な管理なしには森林は

どのような機能も発揮し得ない。」として林業地

以外の森林を含めた全ての森林の機能として以

下の８つに大別している。

①生物多様性保全機能

②地球環境保全機能

③土砂災害防止・土壌保全機能

④水源涵養機能

⑤快適環境形成機能

⑥保健・レクリエーション機能

⑦文化機能

⑧物質生産機能

このうち⑧の機能は木材やバイオマス生産の

機能であり，森林の利用に関する経済的機能で

林業の主たる生産活動であるが，環境容量内で

の森林利用（持続的利用）が行われないと環境

便益を損なうものである。⑧の機能のうち長期

的な未来に対する木材・バイオマス資源供給の

信頼性を与える安心機能が多面的機能として捉

えられている。また，森林の機能の特徴として

「階層性」が挙げられる。これは①と③の機能

および⑧のバイオマス生産機能が発揮されるこ

とを前提として④～⑥の機能および⑧の木材生

産機能が成立し，さらにはこれらの機能発揮に

広域的な森林の存在が加わることで②と⑦の機

能が有効になるということである。これらの要

素機能のうち，環境便益を発現する機能として

は次の機能が挙げられる。

①の生物多様性保全機能については河川や沿

岸域の生態系を含めて，

【遺伝子保全機能，生物種保全機能，生態系保

全機能】

が挙げられる。②の機能については化石燃料の

代替資源としての利用を含めて，

【地球温暖化緩和機能，地球気候システム安定

化機能】

が挙げられる。また③の機能については，

【表面侵食防止機能，表層崩壊防止機能，土砂

流出防止機能，土壌保全機能，その他の土砂災

害防止機能，その他の自然災害防止機能】

がある。その他の土砂災害防止機能，その他の

自然災害防止機能と④の水源涵養機能を併せて

国土保全機能とも呼ばれる。

④の機能については雨水の地中浸透による河

川流量の安定化機能を含めて，

【洪水防止機能，水資源貯留機能，水質浄化機

能，水量調節機能】

が挙げられる。また⑤の機能については生活環

境を対象に，

【気候緩和機能，大気浄化機能，快適生活環境

形成機能】
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があり，⑥は森林と人間の肉体的・精神的ふれ

あいから生み出された機能であり，

【保養健康維持機能，レクリエーション機能】

が挙げられる。⑦の機能は地域の多様な風土形

成をもたらすものでもあり，

【景観形成機能，学習・教育機能，芸術・伝統

文化等育成機能】

が挙げられる。

以上のような機能が環境便益をもたらすと考

えられるが，⑦の文化機能は精神や文化に関わ

るものであり本質的に定量的に評価することが

極めて難しい。

b．マクロ環境会計による環境便益・環境負

荷の評価範囲

上記のような環境便益を生み出す多面的機能

のうち定量化可能なものは基本的にマクロ環境

会計で取り上げることができる。本章では環境

便益の供給源を農業生産活動，林業生産活動そ

して農林業公共施設の３つとしており，環境便

益はこれらの生産活動の副産物として供給され

ると考えている。農業の生産活動は，土地を主

な生産要素として行われており，農業生産活動

と農地は基本的に切り離せない関係にあるだろ

う。そこで本章では，農業生産活動が行われる

ことにより農業の環境便益が農地から供給され

ると仮定する。また，林業の環境便益について

は森林から供給されると仮定する。森林は人工

林と天然林に大別されるが林業生産活動とより

密接な関係にあるのは人工林である。よって本

章では人工林すなわち林業地から供給される環

境便益を林業からの環境便益と定義する。ただ，

先述したように林業地以外の森林も環境便益を

生み出すためには適切な管理が必要とされるこ

とから，すべての森林管理を森林経営活動とし

て林業の範疇に含めると考えることができるな

らば天然林から発揮される機能による環境便益

も評価対象とすることが可能である。

さらに近年，農林業公共施設には集落排水施

設など環境保全のための施設や，自然生態系へ

の影響を最小限に抑えたダム施設，親水公園機

能を併設した水利施設など環境便益を供給する

機能を持っているものが数多く見受けられる。

そこで，このような農林業公共施設による環境

便益もマクロ環境会計による評価対象とする。

一方，環境負荷については，農林業および農

林業公共施設における生産活動から発生する環

境負荷を評価対象とし，それ以外の生産活動か

ら発生する環境負荷は評価対象から除外する。

以上のことと評価データの利用可能性より本

章で環境勘定に計上した環境便益と環境負荷は

以下のものである。

・環境便益

洪水防止機能，水源涵養機能，水質浄化機

能，土壌浸食防止機能，土砂崩壊防止機能，

有機性廃棄物分解機能，大気浄化機能，気

候緩和機能，野生生物保護機能，保健休養

機能

・環境負荷

大気汚染，水質汚濁，温室効果ガス，土地

利用

c．マクロ環境会計のフレームワークの拡張

１)環境便益発生部門（生産活動）の設定

本章では，農林業を対象として特化型のマク

ロ環境会計を構築するが環境負荷の評価だけで

なく環境便益の評価も取り入れた勘定体系の構

築を目的としているため，従来のSEEAのフ

レームワークを変更する必要がある。ここでは，

生産活動と環境便益の供給の関係について述べ

本章で導入した産業部門設定について言及す

る。

図4－2には，本章の勘定における産業部門の

設定の概念が示されている。農林業では農産

物・林産物の生産活動と同時に，環境便益とい

う副産物を供給している。農産物・林産物の生

産活動は通常の投入産出構造を用いて記述でき

る。他方，環境便益は副産物として取り扱われ

るため通常の投入産出構造を用いた記述は困難

である。さらに，環境便益が農地や林業地等の

ストックから発生すると考えている。そこで，

本章で提案するマクロ環境会計では，農産物・

林産物の生産活動と環境便益の供給という性質

の異なる二つの活動を分離して記述することで

環境便益を明示的に評価する。同様に農林業公

共施設からのサービスについてもサービス生産

活動と環境便益の供給を分離して記述する。

すなわち，環境便益を供給する部門を通常の
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財・サービス生産部門と区別し独立した仮想的

生産活動を行う部門として考え，この部門が帰

属便益を生産するとみなす。例えば，農地が洪

水防止機能という環境便益を供給しているとす

る。この場合の環境便益は，農産物の生産活動

から直接的に生み出されるものではなく，農産

物の生産活動に付随して行われるもう一つの生

産活動から生み出されると考える。

このように，通常の農産物生産部門とは別に，

洪水防止サービスを生産する仮設的な産業部門

を仮定し，当該部門に環境便益を帰着させるの

である。

新設した仮設的部門は，副産物である環境便

益の供給のみを行う部門である。なお，環境便

益の供給に寄与する中間投入があると考えられ

るが環境便益の供給に必要な中間投入物と主産

物生産に必要なそれを区別することは困難であ

ると同時に，この部門はストックが発生させる

環境サービスの生産部門でもある。よって，こ

こでは中間投入物は全て主産物の生産に用いら

れると仮定し，付加価値を投入するのみで環境

便益が供給されると考える。

また，供給された環境便益は，農林業，その

他の産業，政府，家計の各部門で利用されると

仮定しており，各部門に帰属する環境便益につ

いても評価を試みている。

２)環境便益の計上方法

既に述べたように本章では生産活動の副産物

として供給される環境便益は農地や林業地，農

林業公共施設というストックから発生するフ

ローと考え，これを仮想的な環境サービス生産

部門に帰属させることにより環境便益（環境

サービス）の生産としている。そしてこの仮想

部門の生産物である環境便益が生産部門と最終

消費部門で消費するという便益帰着を行い，帰

属便益の内訳を示している。

このような環境便益評価額の計上方法につい

て表4－3に示した。環境便益は，期首ストック

に基づき発生すると考えるため表4－3の

A1～A3の部分に種類（機能）ごとにプラスの

値で計上される。これにより各資本ストックの

環境機能とその大きさが明示される。これらの

便益額はストックごとに集計され図中B1～

B3に示される。

次に，これらのストックごとの便益額をフ

ロー勘定へ移項する。仮想的な環境サービス生

産部門，すなわち環境便益の発生部門として農

林業公共施設からの環境便益を移項させる部門

と人工林や農地からの環境便益を移項させる部

門の２部門を設定し，B1～B3の便益額をC1

とC2に集約して移項する。このC1とC2の

総和（＝B1～B3の総和）が農林業において発

生した環境便益総額である。これらの環境便益

が生産部門と最終消費部門でどの程度享受され

るかを示すためD1とD2に配分され，投入費

用として示されるため環境便益額はマイナス計

上されることとなる。このＤ部分に計上された

環境便益を便益享受部門に帰属させたことから

帰属環境便益と呼ぶ。これにより会計期間に発

生した環境便益はすべて消費されることとな

る。一方，環境負荷については，SEEAと同様

に帰属環境費用として貨幣評価し環境問題ごと

図4－2 産業部門の設定
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に発生部門に帰属させて図中Ｈ部分に計上され

る。発生部門ごとの帰属環境費用の総額は図中

Ｉに集計される。そして，これらの帰属環境費

用は影響を与える自然資産別に集計され図中

F1～F3へ移項しマイナス計上される。

d．環境便益を明示した農林業のマクロ環境

会計の推計

１)帰属環境便益

帰属環境便益は，農業総合研究所〔91〕における

農業の多面的機能評価額，林野庁〔108〕における

森林の公益的機能の評価額そして環境保護関連

農林業公共施設からの環境便益については，農

村環境整備センター〔99〕の評価額を引用する。農

業総合研究所〔91〕と林野庁〔108〕では，代替法によ

り環境便益の評価額を算出している。代替法は

市場価値を持つ財・サービスに代替させること

で環境便益を評価する方法であるため，市場評

価が取り入れられ会計の基礎となるSNAの市

場評価原則にも整合的である。一方，農村環境

整備センター〔99〕は CVM を用いて評価額を算

出している。CVM などの余剰測度と市場評価

原則は相容れない関係であるが，全ての環境便

益が市場評価できるものではなく，環境便益を

網羅的に評価するためには余剰測度を取り入れ

ることも必要である。また，費用対効果の面か

らは，最小の費用で最大の効果が得られている

かを検証するためには余剰測度による評価も有

効と考えられる。ただし，どのようにSNA準拠

の会計に余剰測度を導入するかは今後の課題で

あり，ここではSNAの市場評価原則と非整合

的な余剰測度による評価額は，代替法による評

価額と別計上としカッコ付きの数値で表す。

また，CO2の排出と吸収といった，環境負荷

と相殺できるような環境便益の評価については

各部門での環境便益の帰着額を算出する際，環

境便益を利用する第一優先権は農林業にあり，

残りの便益の部分をその他の産業や家計が享受

するという仮定を置く。これは，農林業は環境

便益の供給に対する費用負担を行っている以

上，環境便益を利用する第一優先権は農林業に

あるという「負担者受益」の考え方を採用して

いるということである。このような仮定を置く

のは費用負担者である農林業とフリーライダー

であるその他の部門における環境便益受益の違

いを明確化するためである。例えば，農林業に

おいて森林によるCO2吸収の便益と農林業の

生産活動によるCO2排出の環境負荷があると

しよう。上記の仮定の下では，森林によるCO2

吸収の便益でまず農林業のCO2排出分が相殺

され，残りのCO2吸収便益がその他の産業およ

び家計部門で利用されると考える。

ただし，農林業で発生する環境負荷があまり

にも大きい場合，農林業での供給される環境便

益を上回る量の環境負荷を発生させることも考

えられる。負担者受益の考え方の下では，この

ような状況は農林業で環境便益の供給に対する

費用負担が不足しているため，当該部門で発生

する環境負荷を相殺できない状況と考えられ他

部門でも一切便益を得ることができない。この

ような場合における帰属便益の計算では，農林

業に供給された環境便益の全額を計上し，その

他部門はゼロ計上とする。

２)帰属環境費用

環境負荷については，H-SEEAと同様に

SEEA .2版の維持費用評価法を適用した山

本ら〔137〕における評価額を利用する。山本ら〔137〕

では，J-SEEAに取り入れられた環境負荷物質

の他にいくつか新たな項目を加え，SPM，

NOx，SOx，CO2，CH4，N2O，NH3（アンモ

ニア），T-N，T-P，BOD，CODの11項目を評

価対象としている。帰属環境費用の推計の際に

は帰属環境便益との二重計算にも注意が必要で

ある。帰属環境費用の推計の際に使用する費用

原単位には，環境便益による環境負荷の低減分

を控除しているものがある。例えば，CO2の排

出に関しては，帰属環境費用の計算の際に森林

による吸収分を控除して計算しているため，帰

属環境便益で森林による吸収分を利益として計

上すると二重計算が生じてしまう。このような

場合には，CO2吸収量を帰属環境便益に移項す

る作業が必要となる。なお，林ら〔33〕は農業から

発生する環境負荷のみを評価している。林業お

よび農林業公共施設からの環境負荷は評価額と

して利用できるデータが得られなかったため，

一部を除いて評価の対象から除外する。
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３)推計結果

表4－4には推計されたマクロ環境会計の統

合表を示した。

ストック勘定では，農業（農地）から洪水防

止機能が２兆8,789億円（行15列14），水資源

涵養機能が１兆2,887億円（行16列14）など合

計６兆8,788億円（行14列14）の環境便益が発

生していることが示されている。また，林業（人

工林）からは洪水防止機能が３兆265億円（行

15列13），水資源涵養機能が４兆7,490億円（行

16列13）など合計40兆7,470億円（行14列

13）の環境便益が発生していることが示された。

さらに，農林業関係の公共施設（人工資産）か

らもそれぞれ378億円（行14列10），1,769億

円（行14列11）の環境便益が発生している。そ

の他の農林業公共施設（列11）の値がカッコ書

きなのはCVM による評価額であり，市場評価

と区別するためである。

これら農林業および農林業関連公共施設から

の環境便益総額は47兆6,636億円となってお

り，この値は行29列３および行29列４の値の

合計に等しい。統合表では列１，２，５，６の

行14～24において，これらの環境便益がどの経

済部門によって享受されているかを表してい

る。表4－5に便益発生と帰着先の一覧を示し

た。帰着先は生産部門として農林業およびその

他の産業，最終消費部門として政府最終消費支

出（政府部門），国内家計現実最終消費（家計部

門）が示されているが。政府部門の最終消費は

結局家計に帰属することとなるためすべてゼロ

計上としている。

また，帰着先に振り分けられた金額のうち

CVM 評価額については，家計を対象として算

出した評価額を使用しているため全額家計に帰

着させている。また，洪水防止機能は農業地帯

か住宅が多い市街地など洪水がどのような場所

で起こるのかによってその便益享受主体は変

わってくる。同様に，水質浄化機能，野生動植物

保護機能も帰着先が明確でないため前述のよう

に集合消費として家計に帰属させている。さら

に保健休養・やすらぎ機能は家計が享受するも

のであるため，全額家計部門に計上している。

一方，環境負荷を貨幣評価した帰属環境費用

は，農林業から発生する帰属環境費用のみが示

されている。これらの数値は表4－4における行

８～13に計上されており，フロー勘定では発生

部門である農林業部門（列１）において環境問

題別に計上され，ストック勘定では列14～16で

影響を与える資産別に計上されている。

以上の推計結果を総括すると，農林業は10兆

700億円の環境費用を発生させているものの，

環境費用を上回る環境便益を発生させており，

そのため他の経済部門へその便益を配分するこ

とで外部経済効果をもたらしていることが分か

る。とりわけ，土壌浸食防止や水源涵養など国

土保全機能とも呼ばれる機能発揮が顕著である。

しかしながら，大気汚染や水質汚濁に関して

は環境負荷が便益を上回っており，これらの汚

染物質を削減する必要がある。大気汚染では

NOx発生量が222,310トンに対し吸収量は

69,316トン，SOxでは123,092トンの発生に

対し49,388トンの吸収であるため，便益額99

億円はすべて農林業部門へ帰着させている。一

方，水質汚濁についてはBOD，T-N，T-Pの発

生量から約10兆円の帰属環境費用を発生させ

ているのであるが，環境便益は生活用水レベル

の水質を確保できた流域貯留機能から代替法に

より便益額を約７兆円と試算している。このた

め負荷物質による相殺は困難であるため貨幣評

価額に基づき負荷が便益を上回っていると見な

し，便益額はすべて農林業部門へ帰着させてい

る。これらの便益は農地や林業地などの生産基

盤から発生していると考えたのではあるが，そ

こで経営される農業や林業が環境負荷の少ない

持続的な方法で行われることにより，より多

様な外部経済効果をもたらすことが期待できる。

こうした環境便益が，市場経済に与える影響

を計量的に示すことは非常に困難であるが，こ

うした環境便益を無償で消費することにより現

実の環境状態が実現していると考えられる。ま

た，自然資産から供給される環境便益について

も同様なことが言える。ただ，自然資産は環境

負荷による劣化があり，これが環境便益の減少

になることが問題である。本章で試みた環境便

益の評価を，自然資産に適用し，自然資産ストッ

クの質的評価を行い，経済による影響を明示で
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きる可能性がある。

D．マクロ環境会計における環境の貨幣評価の

意義と限界

ここで，第 章と本章にて適用したマクロ環

境会計における環境負荷・便益の貨幣評価の意

義とその限界について整理する。

環境負荷や環境便益は市場の外部効果として

認識される。そのため価格評価されないもので

ある。一般にわれわれは便益をもたらす財・サー

ビスの特性を比較考量して効用最大化をもたら

す便益を持つ財・サービスの選択を行っている。

これが市場財であれば，その価格，質や量といっ

た利用可能な情報に基づく評価と選択を行って

いる。価格は受益者（財・サービスの購入者）

にとって費用であるので経済的な損失と獲得で

きる便益（経済的価値）を比較考量しているこ

とになる。よって，市場財であれば市場価格を

観察することで，その経済的価値を推し測るこ

とが可能となる。しかし，価格を持たない多く

の環境財・サービス（非市場財）ではその経済

的価値を推し測ることが困難であるため，選択

問題における意思決定の際に比較考量できるよ

うに何らかの形で価値を帰属させる必要があ

る。

環境問題は環境便益の減少を意味する。持続

的に環境便益を享受するためには，人々が環境

便益に対して明確な選好を持つことが必要であ

る。つまり，社会の意思決定の順序付けの中に

人々の環境財・サービスに対する選好を組み込

む必要がある。このとき人々にとって最も比較

容易な尺度を適用することが求められる。これ

が貨幣尺度である。したがって，環境負荷や環

境便益を貨幣評価して明示することは，その重

要性を社会に認識させ環境負荷を削減し環境便

益を増大させるような意思決定を誘うことに大

きな意義がある。

次に，マクロ環境会計における帰属環境費用

と帰着環境便益ついて述べる。

帰属環境費用は維持費用評価法により貨幣評

価された環境負荷である。すなわち，発生した

環境負荷の削減費用を表している。この意味か

ら，次の会計期間以降において環境に蓄積され

る当該会計期間の環境負荷を削減するために負

担すべき環境保護支出の最大額を示していると

言えよう。この支出を軽減するにはより費用対

効果の高い環境保護対策の導入が必要となる。

このことが環境効率の向上に結びつく。つまり，

企業などの生産部門においては費用対効果の高

い環境技術の導入に対する誘因となり，政府部

門に対しては環境政策費用の必要性を認識させ

る情報となるのである。

また，農林業の帰着環境便益は環境面におけ

る一次産業の重要性を認識させる情報であると

ともに農林業自体の環境効率性を見直す情報と

もなる。経済のグローバル化により素材から製

品，食料など種々の市場財が輸入されるように

なっている。農林業の生産基盤は国土であるの

で農林産物の輸入は輸出国の国土に依存してい

ることにほかならない。しかし，途上国が一次

産業を輸出産業化し，その環境対策が不十分で

表4－5 帰属環境便益の発生と帰着 （10億円)

便益の発生源 合 計 便益の帰着先

林業 農林業公共施設
農業 市場評価値 CVM 値 農林業 その他産業

政府最終
消費支出

国内家計現実
最終消費(人工林分) 環境保護 その他

洪水防止 2,878.9 3,026.5 (19.0) 5,905.4 (19.0) 0.0 0.0 0.0 5,905.4(19.0)

水資源涵養 1,288.7 4,749.0 (6.1) 6,037.7 (6.1) 3,907.5 985.2 0.0 1145.0(6.1)

水質浄化 0.0 6,960.5 37.8 6,998.3 6,998.3 0.0 0.0 0.0

土壌浸食防止 285.1 15,355.5 15,640.6 15,640.6 0.0 0.0 0.0

土砂崩壊防止 142.8 4,586.0 (5.7) 4,728.8 (5.7) 4,728.8 0.0 0.0 (5.7)

有機性廃棄物処理 6.4 0.0 6.4 0.0 1.0 0.0 5.4

大気浄化・保全 9.9 2,792.9 2,802.8 306.2 2,190.8 0.0 305.8

気候緩和 10.5 0.0 (4.3) 10.5 (4.3) 0.0 0.0 0.0 10.5(4.3)

野生動植物保護 0.0 2,053.9 (85.4) 2,053.9 (85.4) 0.0 0.0 0.0 2,053.9(85.4)

保健休養・やすらぎ 2,256.5 1,222.6 (56.3) 3,479.1 (56.3) 0.0 0.0 0.0 3479.1(56.3)

合 計 6,878.8 40,747.0 37.8 (176.9) 47,663.6 (176.9) 31,581.5 3,177.0 0.0 12,905.1(176.9)

注：四捨五入の関係で勘定の数値と一致しない部分がある。

農林業公共施設の環境保護関連施設とは集落排水施設のことである。

括弧付きの数値はCVM による評価額である。
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あることから環境悪化を招き貧困と環境問題の

悪循環が生じている。つまり，自国の持続可能

な農林業の維持は国内環境の保全と同時に，可

能な限り輸入に依存しないことで他国の環境負

荷を背負い込むことを回避できる。いわゆるエ

コロジカル・リュックサック や「国家の重

さ」 を軽減できる可能性がある。

しかし，一方ではその貨幣評価方法に課題が

ある。

維持費用評価や代替評価などの貨幣評価法は

その基本情報に市場価格を使用している。この

ため，市場価格の変動による影響を受けて評価

額が変動する。この変動が環境問題と連動しな

いため環境効率性を適切に評価することが困難

となる。これは市場が環境の稀少性を未だ適切

に評価していないので当然である。ここに環境

の貨幣評価の限界がある。帰属環境費用を環境

問題の重要性を表現するように貨幣評価しよう

とするならばLIME に提案されているよう

な環境悪化による被害額を表現する換算方法が

有用であろう。この場合，前述のような環境保

護支出の目安となる情報とはならない。

また，環境問題は物理次元の問題である。そ

れゆえ，環境効率は環境負荷の物量情報に基づ

いて計測することが適切である。第 章で推計

した農業廃棄物勘定の結果からも明らかなよう

に物量情報で物質フローを捉えることで環境問

題のシフトのような異なる環境問題間の因果関

係を発見でき，より包括的な環境対策の重要性

を強調することができる。したがって，市場経

済の状況を貨幣単位で表現し，環境問題の状況

は物量単位で表現し，貨幣情報と物量情報が連

関する形式で勘定表を表現することで経済活動

の環境効率性を観察することが容易になる。

問題は環境効率をどこまで向上させることが

できるのかという点である。経済活動に伴い発

生する環境負荷つまり廃物をゼロにすることは

不可能である。排出される環境負荷が環境劣化

を引き起こさないということは，環境負荷量が

自然資産による廃物の吸収機能の範囲内にある

ということである。また，天然資源の減耗問題

が発生しないのは天然資源の再生能力の範囲内

での資源利用にあるということである。これは，

物理次元での量的な限界があることを意味す

る。しかし，付加価値は貨幣情報であるので上

限は無いため単位環境負荷当たりの付加価値と

いう環境効率は無限に向上させることができ

る。個々の経済主体の環境効率が向上しても経

済主体の数がそれ以上に増加すると環境負荷量

自体も増大する。これはまさにジェボンズのパ

ラドックスである。つまり，貨幣情報を用いて

効率性の追求を訴えることで環境負荷削減を推

進しようとしても物理次元での量的限界内に環

境負荷を抑制することを実現しなければ環境の

劣化と減耗を阻止することが困難となるのであ

る。貨幣情報は市場経済社会においては重要な

情報ではあるが，環境問題の抑制には限界があ

り経済活動の環境に対する影響や環境面での社

会的含意について不完全な情報しか与えること

ができない。

注

OECD〔100〕p.48

自然資本と人工資本の完全代替性を仮定す

ることによる持続可能性の解釈を弱い持続

可能性（weak sustainability）という。

自然資本と人工資本の完全代替性を否定す

ることによる持続可能性の解釈を強い持続

可能性（strong sustainability）という。

United Nations〔118〕para.357

なお，SEEA 版では，環境の生産的サービ

スの消費に対する費用を環境費用として取

り扱っている。

いわゆる「市場の失敗」である。

エコロジカル・リュックサックとは，ある製

品の全ライフサイクルを通じて必要となる

一次原料およびエネルギーの投入総量のこ

とで，ドイツのブッパタール研究所が提唱し

た概念である。

「国家の重さ」とは世界資源研究所を中心に

行われた国際共同研究成果で〝The Weight
 

of Nations"としてまとめられた報告書であ

り，ドイツ，オランダ，オーストリア，アメ

リカ，日本の先進工業国の経済活動から環境

への排出物フローの総量とその内訳を明示

している。そこでは，オーストリアを除く４

153山本 充：マクロ環境会計による経済社会の持続可能性評価に関する実証的研究



カ国の総物質需要量が年間一人あたり45～

80トンに上ることが明らかにされ，経済に

投入された物質は汚染物質や廃棄物となり

環境への潜在的脅威になっていることが示

されている。World Resources Institute〔124〕

LIME（Life cycle Impact  assessment
 

Method based on Endpoint）とは，環境影

響による被害量を植物の１次生産，生物多様

性，人間の健康影響，社会資産の４つの保護

対象に集約し，これらをコンジョイント分析

により経済価値に換算して統合化する被害

算定型手法である。詳細は伊坪ら〔46〕を参照

のこと。

第V章 物的環境勘定を導入したハイブリッド

型マクロ環境会計の適用による地域経

済の持続可能性評価

第 章と第 章の実証的分析を通じて環境を

貨幣評価する環境経済学的アプローチの意義と

限界を明らかにした。その結果から，マクロ環

境会計により経済の環境側面を評価するには物

理次元で環境情報を捉え，経済情報との連関を

示すことが有用であることが明確となった。こ

のようなフレームワークを持つマクロ環境会計

としては，第 章で示したNAMEAフレーム

ワークがある。そこで，本章ではこのNAMEA

フレームワークを適用したマクロ環境会計の推

計を行いその有用性を検証する。

第 章で示したように，このNAMEAフ

レームワークの最大の特徴は環境側面をすべて

物量情報として計上する環境勘定とSNAに基

づく経済情報を計上する国民会計行列を統合し

たところにある。環境側面を物量情報で把握し

ようとする考え方の根底には環境すなわち地球

生態系には物理的な規模の限界があり，その範

囲内で経済社会を運営すべきであるというエコ

ロジカル経済学の概念を垣間見ることができ

る。そこで，本章ではこのエコロジカル経済学

の概念をまず整理し，その上でNAMEAフ

レームワークを適用したマクロ環境会計（ハイ

ブリッド型マクロ環境会計）の推計を行い，そ

こにEFを導入することで，対象とした地域経

済の環境側面の評価を試みる。具体的には，

SEEAと同様に北海道地域を対象として

NAMEAフレームワークを適用したマクロ環

境会計とEFによる評価と，農林業を対象とし

た同様のアプローチを行い，地域経済と農林業

の環境側面の評価を行う。

A．エコロジカル経済学の概念の導入

a．エコロジカル経済学の概念

１)エコロジカル経済学と他の経済学の相違

点

エコロジカル経済学の概念的基礎は，経済シ

ステムが地球の物質的有限性という制約下にあ

ることである。したがって，エコロジカル経済

学を次のように定義することができる。『エコロ

ジカル経済学とは，経済システム（マクロ経済

全体）を有限で成長することのない生態系 の

下位にある部分システムとして認識し，全体シ

ステムである生態系と経済システムの相互関係

を研究する学際的な経済学である。』

そこで，エコロジカル経済学の従来の経済学

との相違点について整理してみよう。Daly and
 

Farley〔19〕は「伝統的な経済学は，マクロ経済自

体を全体として見なしている。森林や漁業資源，

草地，鉱物，井戸，エコツーリストの観光地な

どの自然あるいは環境は，マクロ経済の一部分

あるいは一部門として考えられている。」 と

している。この見方は，生態系の構成要素（天

然資源）を経済システムにおける一種の生産要

素として取り扱うものである。そして，従来の

経済学では相対的稀少性 の情報を提供する

市場価格をシグナルとして稀少資源の最適配分

を追究する。つまり，従来の経済学は経済シス

テムに取り込まれる天然資源をマクロ経済全体

において市場メカニズムによりいかに効率的に

配分するかを追究してきたのである。そこでは，

人間の厚生（welfare）に貢献する特定の天然資

源の賦存量と技術が物理的な制約条件として認

識されてはいたが，その天然資源を包含する生

態系全体の機能と物理的な制約条件は考慮され

ていない。

一方，環境経済学では生態系（＝環境）の機

能と価値を認識している。そこでは，従来の経

済学のツールを環境問題に適用することで環境

の価値を貨幣的に評価し，環境問題を社会的意
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思決定の中に取り込むことに貢献してきた。

Kolstad〔70〕は，「環境経済学は環境問題を考える

ためにそのパラダイムを拡張してきた経済学で

ある。」 としている。Turnerら〔116〕は，環境の

機能を資源供給機能，廃物の吸収機能，アメニ

ティ供給機能，およびそれらの源泉となる生命

維持機能という多面的機能として捉えてい

る 。そして生態系とその生命維持機能，すなわ

ち健全な生態系全体に対する価値を一次的価値

（primary value），そこからもたらされる３つ

の機能に関連する利用・非利用価値を二次的価

値（secondary value）と呼んでいる。環境経済

学が価値評価の対象とする環境の総経済的価値

は二次的価値の様々な要素で，一次的価値は含

まれていない 。Turnerらは，一次的価値の直

接的評価は困難としながらもこれは生態系の真

の総経済的価値を過小評価しており，一次的価

値の概念を受け入れることで強い持続可能性が

より指示されることになると指摘している。生

態系の真の総経済的価値が評価困難であること

は科学的分析の限界が存在するためと貨幣評価

の限界があるためである。環境経済学が評価す

る経済的価値は人間中心的な価値である。それ

は，従来の経済学では社会にとっての価値が社

会を構成する人々の個人的価値から導出するか

らである 。このように，環境経済学では生態系

の機能と価値を認識しパラダイム拡張を行って

きたが，一次的価値を有する生態系全体による

経済システムの物理的な制約条件を考慮するま

でには至っていない。

２)エコロジカル経済学と物理学の法則

次に，先のエコロジカル経済の定義を確認し

てみよう。まず，先の定義の中で『有限で成長

することのない生態系』と表現されているが，

ここでの「成長（growth）」とは物質の量的増加

を意味する。つまり，生態系は物量的な増加は

ないので無限ではなく有限であるということで

ある。それでは，物量的な減少はあるのか。人

類は地球外との貿易は行っていないので減少も

しない。物量的な増減に関係するとすれば，隕

石や宇宙開発に伴うロケット類程度であるので

基本的に量的な変動はないと考えられる。この

ため，生態系は宇宙に対して物質的にほぼ閉じ

たシステム（closed system：閉鎖系）であると

考えられるが，唯一，太陽エネルギーに対して

は開いたシステム（open system：開放系）であ

る。生態系は，太陽エネルギーのフローにより

生産を行い廃熱を宇宙に放出している。この熱

放出を阻害しているのがGHGである。

このことは２つの物理学の法則により説明さ

れる。１つは熱力学の第一法則である。それは

宇宙における物質とエネルギーの総和は一定で

あり増減することはなく，物質が変化するのは

その形態だけで本質が変化することはないとい

う物質・エネルギー保存則（あるいは質量保存

則 ）である。この考え方に基づく研究手法とし

ては，物的な投入物と産出物の間にマテリア

ル・バランス（物質均衡）が成立するように物

質フローを計測するマテリアル・フロー分析な

どがある。

もう１つは熱力学の第二法則のエントロピー

増大の法則である。エントロピー（entropy）と

は物質や熱の拡散度あるいは乱雑度を表す状態

量である。物質は濃度の高い状態から低い状態

へと拡散し，熱は温度が高い状態から低い状態

へ拡散していく。このことは水に落としたイン

クが自然と拡散していくことや水に入れた氷が

解けていくことなどから説明でき，水に混じっ

たインクは元のインクより，水は氷より高いエ

ントロピーを持つ。こうした物質や熱の自然な

変化を自発的変化と呼び，自発的変化は不可逆

的，つまり自然には逆の方向に進行しないので

ある。物質の拡散の程度は物エントロピー，熱

の拡散の程度を熱エントロピーという表現が適

用され，自発的変化のような不可逆的過程では

エントロピーは増大していくのである。これが

エントロピー増大の法則である。経済とエント

ロピー増大の法則との関係の重要性を示したの

はGeorgescu-Roegen〔19〕である。

エントロピー増大の法則が重要なのは生態系

が物質的には閉鎖系であるが，エネルギー的に

は開放系であることと関係する。上述のように

エントロピーは一方的に増大するのであるが，

生物や生態系は物エントロピーを熱エントロ

ピーに変換し系外に放出することで定常状態を

維持しているのである。例えば，我々人間は食
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物や水，空気を取り入れて生命を維持している

が，同時に排泄物と老化物として物質を排出し

呼吸や体表面からの蒸散により水分と熱を放出

している。これは低エントロピーの物質を取り

入れて，高エントロピーの物質と熱を排出して

いることである。つまり，エントロピー増大の

法則により増加した余分な高エントロピーを体

外に捨てることで生命（定常状態）を維持して

いるのである。これは生物が物質的・エネルギー

的に開放系であるために可能なことである 。

このとき，体内に取り込んだ食物や空気と体外

に排出した排泄物や廃熱を比べると，人間に

とっての利用可能度は低下していることは明白

である。したがって，エントロピー増大の法則

とは物質・エネルギーは使用可能な状態から使

用不可能な状態へと一方向のみに変化するとも

表現できるので，エントロピーが高いことは物

質・エネルギーの利用可能度が低く，エントロ

ピーが低いということは利用可能度が大きいと

いうことを意味する。生態系が物質的には閉鎖

系であるが，エネルギー的には開放系である。

このため物エントロピーを熱エントロピーに変

換して，つまり廃熱として高エントロピーを宇

宙へ放出し低エントロピーの太陽エネルギーを

得ている。この変換プロセスが生態系の物質循

環プロセスである。生態系では分解などの物質

循環プロセスにおいて，物エントロピーは熱エ

ントロピーに変換され系外へ放出されるので生

態系は低エントロピー状態を維持でき，低エン

トロピーの物質・エネルギーを供給できるので

ある。これが生態系の生命維持サービス機能で

ある。

３)エコロジカル経済学における経済システ

ムの位置づけ

また，エコロジカル経済学では経済システム

（マクロ経済全体）を生態系の下位にある部分

システム（サブシステム）として位置づけてい

る。経済システムを維持するには常に生態系か

らの資源投入と生態系への廃物産出が必要であ

る。これは経済システムが開放系であることを

意味するとともに，経済システムは生態系から

低エントロピーの資源を必要とし高エントロ

ピーの廃物（物エントロピー）を生態系に吸収

してもらう必要があることを意味する。これは

経済システム内では低エントロピー資源を供給

できない，つまり生態系のように物質循環によ

り太陽エネルギーと無機物から資源を作り出す

ことができないためである。また，前述のよう

に生態系は有限であるため経済システムは物理

的に生態系の規模を超えることはできない。経

済システムの規模が増大し生態系の規模に近づ

くにつれ，生態系の資源ストック量が減少する

ため生態系から供給される低エントロピーの資

源は減少する。経済システムの維持のために自

然資本ストックの維持が必要不可欠である。こ

のことは，経済システムは人間の意思から独立

している生態系により強い制約を受けているこ

とを意味するので，経済システムは生態系の下

位に位置するシステムで生態系に包含される開

放系のサブシステムである。

これまでの説明により経済システム内で生産

される人工資本と，生態系の自然資本とは基本

的に補完的関係にある ことは明白である。２

つの資本の補完性は両資本を必要とすることを

意味する。つまり，人工資本と自然資本のそれ

ぞれを減耗させずに維持しなければならない。

代替財であれば一方の減耗は問題にならない

が，補完財では一方が減耗により供給が不足す

るならばその要素は限定要因となる。人工資本

は自然資本から生産されるため，より多くの人

工資本は自然資本に対してより多くの補完的需

要を生じさせることになるので，自然資本が減

耗し限定要因となるならば人工資本の産出は自

然資本に制限される。経済システムを維持する

には減耗する人工資本を修復するために自然資

本を必要とする。

このようなことから，エコロジカル経済学の

パラダイムが「有限で成長することのない生態

系を全体システムとして，経済システムを生態

系の下位システムとして認識する」ことと理解

できる。そうすると物理的に有限な全体システ

ムの中で，サブシステムである経済システムは

どの程度まで大きくなることが可能であるのか

が問題となる。生態系の生命維持機能を低下さ

せることがない最適なマクロ経済の規模，換言

すれば生態学的に持続可能な経済システムの規
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模を追究しなければならない。これがエコロジ

カル経済学の主たる目標であり，エコロジカル

経済学はこのための政策に有用な情報を提供す

る経済学である。

Daly〔16〕は，経済システムも定常開放系である

生態系の下位にある定常開放系であることから

〝定常状態の経済（Steady-State Economy）"

を提唱した。定常状態の経済とは，「最初生産段

階（生態系からの低エントロピー資源の投入）

から消費の最終段階（高エントロピー廃物の生

態系への排出）に至るまでの物質・エネルギー

のフロー（これをスループット と呼ぶ）を可

能な限り最低限度の水準に抑制し，そうした低

率のスループットにより人口および人工物が適

切で十分な水準に維持される定常状態にあるス

トック経済」と定義している 。低率のスルー

プットとは，生態学的に持続可能な水準として

生態系の再生力と吸収力の範囲内にスループッ

トが収まっていることで ，定常状態の経済に

おいてスループットの総量はこの水準で一定で

ある。経済システムを維持するために必要な低

率のスループットは生態系の自然資本ストック

を維持する。生態系と比べた場合の経済システ

ムの規模，つまり物理的大きさは経済システム

の総資源使用量で測定され，これは生態系が下

位システムである経済システムを維持するため

に必要な資源・エネルギーのスループットの量

である 。したがって，生態学的に持続可能な

経済システムの（最適）規模とはスループット

が生態系の再生力と吸収力の範囲内にあること

となる。これまで見てきたことから，エコロジ

カル経済学では物質的概念を非常に重視してい

ることが理解できる。このため，先の定義にあ

るようにエコロジカル経済学は必然的に自然科

学の知見を必要とする学際的な領域となる。最

適規模を実現する経済制度や政策手段等の追究

がエコロジカル経済学の重要な課題となってい

る。

４)エコロジカル経済学の目標

さて，従来の経済学でもエコロジカル経済学

でも究極の目標は人々の生活の質の向上であ

る。従来の経済学では，効率的な資源配分と公

正な所得分配の達成を主たる目標として人々の

生活の質の向上を目指してきた。これら最適配

分の問題は経済システム内の問題である。最適

規模と最適配分は別の問題である。経済システ

ムの最適規模，つまり生態学的に持続可能な規

模の達成がエコロジカル経済学の第一義的目標

であることは既に見てきた通りである。

これは経済システムの維持に物理的な制約条

件を加えることになる。この制約条件下におい

て市場は効率的な資源配分を達成しなければな

らない。しかしながら，市場の交換メカニズム

が稀少資源の効率的配分を促進することに有用

なメカニズムであるが，市場価格はただ相対的

な稀少性に関する情報を提供するだけで経済過

程を維持するのに必要な天然資源など代替不可

能な物の絶対的稀少性は計測できない。同様に，

公正な所得分配を行う機能も市場は持っていな

い。つまり，市場は生態学的に持続可能な天然

資源の使用割合と公正な所得分配を保証するに

は不完全なのである。また，市場メカニズムが

効率的資源配分を達成するには，希少となった

資源に新たに適正な価格づけを行う必要があ

る。それゆえ，エコロジカル経済学においても

公正な所得分配の達成と効率的な資源配分の達

成が目標となる。

b．持続可能性指標

1987年環境と開発に関する世界委員会によ

り公刊された〝Our Common Future"の中で

使用された持続可能な発展（Sustainable Devel-

opment）の実現可能性を指すものが持続可能性

（Sustainability）である。この概念は多様な解

釈がされているが，経済・環境・社会という３

つの評価軸において調和的な発展を展望するこ

とが共通な認識となっている。これは，従来の

経済システムを環境と社会の２軸において調整

し，環境的適正と社会的公正を実現することで

ある。

したがって，持続可能性指標は経済・環境・

社会という３つの評価軸を適切に取り込んで持

続可能性を表現する指標であることが求められ

る。

SEEAでは，付加価値生産のマクロ経済指標

である国内純生産（NDP）を環境面で修正する

ために環境負荷を貨幣評価してNDPから控除
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することで環境調整済み国内純生産（EDP）を

算出している。こうした経済指標を持続可能性

の面から修正したものを一般にグリーンGDP

（GGDP）と呼んでいる。EDPの発展版として

は，後述する ISEW（the Index of Sustainable
 

Economic Welfare：持続可能な経済福祉指

標）やGPI（Genuine Progress Indicator：真

の進歩指標）がある。また，世代間公平性が時

間を通じて各世代の効用が低下しないことを持

続可能性条件として，自然資本と人工資本の減

耗以上に資本増加を実現していることを示す

GS（Genuine Saving：真の貯蓄）なども世界銀

行により計算されている。このように持続可能

性指標として種々のものが提案されているが，

Patterson〔107〕は次の８つの評価軸を用いて

GPIを含むGGDPやGS，EFなど９つの指標

を評価し，EFとGPIに高い評価を与えている。

Pattersonが使用した８つの評価軸は，①明

快性（Clarity of the message），②科学的・理

論的基礎（Scientific and theoretical basis），

③理性（倫理）的基礎（Philosophical basis），

④適切なデータ変換（Appropriate data trans-

formation），⑤対照年表の作成（Timeline），⑥

データコストと利用可能性（Data cost  and
 

availability），⑦概念の効果的表現（Efficient
 

representation of concept），⑧適切設計

（Design for appropriate audience）である。

ここで，⑦の概念とは理論的根拠となる概念を，

⑧の適切設計とは科学者や専門家，政策立案者，

市民などターゲットとする利用者に対しての適

切性を意味している。

Pattersonは EFは独立した生態学的持続可

能性の主要指標として適用すべきで，より包括

的な持続可能指標は生態系システムの機能と

サービスを縮約してEFにより補完されるべき

であると述べている。また，GPIは単一の指標

値に持続可能な発展に関する経済・社会・環境

の各側面を包含するように計算し，合成された

持続可能性指標は国家などの経済・社会・環境

の各側面の進歩状況を明示的に計測することが

重要と指摘している。

そこで，EFとGPIについて概観してみよう。

GPIは SEEAの EDPの 進 化 版 で あ り

GGDPの一種である。GDPの修正は1970年代

から提唱され，Nordhaus and Tobin〔89〕が作成

したMEW（Measure of Economic Welfare：

経済福祉指標），わが国で開発されたNNW

（Net National Welfare：国民福祉指標）や

EDPが計算されてきた。さらに，Daly et al〔18〕

は ISEW を 開 発 し，ア メ リ カ の NPOの

Redefining Progressが中心となり ISEW を改

良しGPIに進化させた。表5－1にはこれらを

比較するため指標算定に使用される構成要素を

示した。

ISEW は，家事労働や政府の公道サービスや

健康・教育への支出などを福祉・厚生に寄与す

るものとして加算し，通勤コストや交通事故，

環境汚染などを減算している。GPIでは，ISEW

の構成項目をさらに改良してボランティア活動

を評価し，一方で犯罪や家庭崩壊，原生林の喪

失など福祉・厚生にマイナスな項目を追加して

いる。こうした計算は，すべて貨幣単位で行わ

れており，家事労働などは第 章の環境便益の

評価で行ったようなSNAの生産境界を拡張す

ることで貨幣評価して取り込んでいる。

しかしながら，ISEW の開発者の一人である

Dalyはエコロジカル経済学の先駆者でもある

が，ISEW やGPIには物理的次元の制約条件が

十分に反映されているとは言えない。また，前

章で確認したように貨幣評価の限界は依然とし

て残されている。大橋〔105〕も述べているように

GPIは弱い持続可能性の指標である。前節で述

べたエコロジカル経済学の概念は強い持続可能

性の概念であり，物理的次元での生態系の限界

を反映させる指標ではない。ただ，前章で述べ

た貨幣評価の意義として，政策や事業の持続可

能性に対する予算配分などの意思決定情報とし

ては有用である。

一方，EFとはWackernagel and Rees〔123〕に

より開発されたもので，現時点の技術を前提と

して，「ある特定地域の経済活動，またはある特

定の物質水準の生活を営む人々の消費生活を持

続的に支えるために必要とされる生産可能な土

地および水域面積の合計」と定義されている。

つまり，消費されるすべての物質を生産し，排

出されるすべての廃物を吸収するために必要と
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される土地と水域面積を表すのがEFであ

る 。これは，経済活動が必要とする環境財・

サービスの需要量を生態系システムが供給する

ために必要な面積に換算したものである。一方，

供給側では物理的にその面積は規定され地球の

表面積を超えることはできない。つまり，生態

系面積という環境の物的な制約条件のもとで経

済システムがどれほどの物的需要を求めている

かをみることができる。EFが生態系面積を超

過していれば，供給能力を超えた需要が発生し

ていることとなる。生態系の許容量を環境収容

力（Carrying Capacity）と呼び，これを超過す

ることをオーバーシュート（超過需要あるいは

生態学的赤字）と言う。つまり，環境収容力は

生態系の資源供給力，廃物吸収力の限界量を意

味している。

EFの概念は，このように生態系の物理的次

元の限界に基礎をおいておりエコロジカル経済

学の概念と整合している。つまり，強い持続可

能性の指標である。さらに，Pattersonが評価し

たように面積という尺度により経済活動の環境

への負荷を表現しているため貨幣尺度と同様に

理解容易である。例えば，ある地域の人口一人

当たりのEFが当該地域の利用可能な土地と水

域の人口一人当たりの面積を超えていればその

地域の生態系が支えることができる扶養人口を

超えていることが分かり，生態学的持続可能性

の評価が可能となる。そこで，次節ではマクロ

環境会計の環境勘定に計上される環境負荷を

EF換算し環境側面の評価指標として導入す

る。

B．ハイブリッド型マクロ環境会計フレーム

ワークの地域への適用

本節では，北海道地域を対象として貨幣単位

による経済会計と，物量単位による環境会計を

統合したハイブリッド型の地域（メゾ）環境会

計の推計を行い北海道の持続可能性の評価を試

みた。また，単位の異なる環境負荷を総合化す

るため環境負荷をEF換算し，さらには農業の

多面的機能を環境便益として取り入れた。その

結果，1995年から2000年にかけて持続可能な

方向性は持つものの北海道経済の持続可能性は

低く，その要因としてGHGの排出量の増加と

エネルギー資源の採取が大きなものであること

表5－1 貨幣尺度による持続可能性指標の構成要素

NDP  EDP  NNW  ISEW  GPI

個人消費(＋) 生産物の使用(国内家計現実消費)(＋) 個人消費(＋) 個人消費(＋) 個人消費(＋)

－ － － 所得分配の不平等(＋) 所得分配指数(＋)

－ － － 所得分配を加重した個人消費(＋) 所得不平等調整後個人消費(＋)

－ － 市場外活動(主婦の家事労働)(＋) 家事労働サービス(＋) 家事労働と子育ての価値(＋)

－ － － － ボランティア活動の価値(＋)

－ － 個人耐久消費財サービス(＋) 耐久消費財のサービス(＋) 耐久消費財のサービス(＋)

－ － 政府資本財サービス(＋) 高速道路と街路のサービス(＋) 高速道路と街路のサービス(＋)

政府消費(＋) 生産物の使用(政府現実最終消費)(＋) 政府消費(＋) 健康と教育への公共支出(＋) －

－ － － － 犯罪の費用(－)

－ － － － 家庭崩壊の費用(－)

－ － 余暇時間(＋) － 余暇時間の喪失(－)

－ － － － 不完全雇用の費用(－)

－ － 個人耐久消費財購入費(－) 耐久消費財への支出(－) 耐久消費財への支出(－)

－ － － 防御的個人支出(健康と教育)(－) －

－ － 都市化に伴う損失(通勤時間の増大)(－) 通勤に伴う費用(－) 通勤に伴う費用(－)

－ － 環境維持経費(－) 個人の環境汚染管理費用(－) 家計の環境汚染除去費用(－)

－ － 都市化に伴う損失(交通事故の増大)(－) 自動車事故の費用(－) 自動車事故の費用(－)

－ 自然資産の使用(廃物の排出：水質汚濁物質)(－) 環境汚染(水質汚濁)(－) 水質汚濁の費用(－) 水質汚濁の費用(－)

－ 自然資産の使用(廃物の排出：大気汚染物質)(－) 環境汚染(大気汚染)(－) 大気汚染の費用(－) 大気汚染の費用(－)

－ 自然資産の使用(廃棄物)(－) 環境汚染(廃棄物)(－) － －

－ － － 騒音公害の費用(－) 騒音公害の費用(－)

－ 自然資産の使用(土地利用)(－) － 湿地の損失(－) 湿地の損失(－)

－ － － 農地の損失(－) 農地の損失(－)

－ 自然資産の使用(地下資源)(－) － 再生不能資源の枯渇(－) 再生不能資源の枯渇(－)

－ 自然資産の復元(＋) － － －

－ 地球環境への影響(－) － 長期の環境破壊(－) 長期の環境破壊(－)

－ － － オゾン層破壊の費用(－) オゾン層破壊の費用(－)

－ 自然資産の使用：育成資産(森林)の使用(－) － － 原生林の喪失(－)

国内総資本形成(＋) 人工資産の純蓄積，育成資産，土地，地下資源の新発見(＋) 純投資(＋) 純資本成長(＋) 純資本投資(＋)

輸出(＋) 輸出(＋) － 国際的地位の純変化(＋) 純対外借款・貸付(＋)

出所：大橋〔105〕pp.82～83を加筆修正
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が明確となった。

本節で使用したフレームワークは，北海道地

域の基幹産業である農林業の環境面での貢献を

明示するため，物質勘定では農林業の多面的機

能のうち，CO2と大気汚染物質の削減量，水資

源の涵養量を明示するように改良した。また，

環境テーマ勘定では，持続可能性指標である

EFを用いて環境負荷の総合化を行った。

a．ハイブリッド型メゾ環境会計の推計結果

１)経済勘定

表5－2には2000年の道民会計行列を，表

5－3に1995年の道民会計行列を示した。2000

年の道内総生産は対1995年比で約0.3％の増

加の約20兆2,739億円であるが，1997年以降

は減少傾向にあり，名目では1999年以降，実質

でも2001年以降マイナス成長となっている。産

業では農業のシェアが0.5％減少し，林業は

0.2％の減少，建設業では2.4％減少である。一

方で，サービス業は2.0％の増加，不動産業では

0.7％の増加など経済のソフト化が進展してい

る。支出面では，民間最終消費支出は増加して

いるが総資本形成は民間需要，公的需要ともに

減少している。道民所得も減少傾向が継続して

おり全国平均との差が開きつつあり，北海道経

済は厳しい状況にあることが分かる。

２)環境勘定

a)物質勘定

表5－4に2000年，表5－5に1995年の物質

勘定⑴を，表5－6に2000年，表5－7に1995年

の物質勘定⑵を示した。物質勘定はGHG６種

類，酸性化原因物質２種類，水質汚濁物質３種

類，廃棄物の排出量（最終処分列）と再生利用

量，天然資源はエネルギー資源３種類と水資源，

森林資源を取り上げ，土地利用は６種類に分類

して24項目について計上している。

天然資源と土地利用については資源量と土地

利用面積の変化量を計上している。また，CO2

と酸性化原因物質については森林や農作物によ

る吸収量を，水資源については森林や水田の水

資源涵養量を明示するようになっている。具体

的には，これらの吸収量は非金融資産である森

林や作物によるものであるが，農林業の生産活

動とこれらの機能は不可分であることから農林

業の生産活動の行に移行して計上している。

また，物質勘定⑴は経済活動から排出された

環境負荷と使用された自然資本の変化量が計上

され，同時に農林業による廃物（CO2，NOx，

SO2）の吸収量も計上している。このため，排出

量から吸収量を控除した量が環境中への超過排

出量となる。

［1］温室効果ガス

北海道におけるGHG３種（CO2，N2O，CH4）

は，エネルギー消費量の増加傾向に比例して

1992年以降増加傾向にある。2000年のCO2発

生量は，約7,427万トンと対1995年比で約１割

増加している。N2Oも微増しており約17,000

トンの発生がある。一方，CH4は減少して約15

万トンの発生となっている。農林業による吸収

量は森林蓄積量の増加により増えており，2000

年ではCO2発生量の約19％（1,435万トン-

CO2）を農林業の多面的機能により削減できる

ものとなっている。

吸収量を控除しない６種のGHGの総発生量

は約83,015万トン-CO2（GWP換算）であり，

対1995年で7.4％の増加となっている。道民一

人当たりの発生量は1995年13.6トン-CO2，

2000年14.6トン-CO2であり，全国平均の

1.37倍（2000年）と多い。図5－1には，1990

年，1995年，2000年におけるGHG３種（CO2，

N2O，CH4）の部門別発生量を示した。北海道

全体で発生量は対1990年比で約13％の増加で

あり，部門別では産業部門が4.3％，廃棄物処理

部門が2.9％の減少であるが，エネルギー転換

部門29.1％，民生部門30.1％，運輸部門37.4％

と発生量は増加している。

［2］酸性化

酸性化原因物質２種（NOx，SO2）はいずれ

も減少しており，2000年のNOx排出量は

75,271トンと対1995年で7.5％の減少，SO2

排出量は30,283トンと対1995年で12.8％の

減少となっている。これら酸性化原因物質の農

作物による吸収量はNOxが5,715トン，SO2

が9,255トンであり，それぞれ排出量の7.5％，

30.6％を農林業の多面的機能により削減できる

ものとなっている。
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,4
99
,5
46

－
3,
79
4,
13
9

11
,3
29

所
得
の
分
配
・
使
用
勘
定

５
15
,2
92
,5
77

2,
59
9,
10
1

3,
25
9,
18
0

税
勘
定

６
－
67
,4
05

－
51
,6
98

1,
31
7,
60
6

1,
40
0,
59
8

蓄
積
活
動

７
－
1,
19
8,
90
4

3,
29
3,
28
4

1,
23
2,
55
0

資
本
調
達

勘
定

非
金
融
資
産

８
1,
42
3,
00
6

経
常
取
引

９
7,
39
0,
11
9

－
25
7,
53
1

道
外
勘
定

資
本
取
引

10
1,
90
3,
92
4

－
67
1,
37
4

(注
）
表
中
「
－
」
は
推
計
困
難
な
た
め
記
帳
さ
れ
て
い
な
い
項
目
で
あ
る
。

表
5－

3
経
済
勘
定
（
道
民
会
計
行
列
）（

19
95
年
)

単
位
：
百
万
円

生
産
活
動
勘
定

資
本
調
達
勘
定

道
外
勘
定

財
貨
・
サ
ー
ビ
ス

最
終
消
費
勘
定

所
得
発
生
勘
定

所
得
の
分

配
・
使
用
勘

税
勘
定

勘
定

（
分
類
）

農
林
業

そ
の
他

蓄
積
活
動

非
金
融
資
産

経
常
取
引

資
本
取
引

１
２
ａ

２
ｂ

３
４

５
６

７
８

９
10

財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
勘
定

１
61
5,
28
0

13
,7
86
,5
62

15
,4
84
,4
42

6,
39
5,
64
8

5,
04
9,
88
7

農
林
業

1,
27
1,
63
3

生
産
活
動

勘
定

そ
の
他

33
,3
81
,0
25

最
終
消
費
勘
定

３
15
,4
84
,4
42

所
得
発
生
勘
定

４
68
7,
95
2

18
,5
04
,0
48

－
3,
35
8,
25
1

10
,0
90

所
得
の
分
配
・
使
用
勘
定

５
15
,8
43
,8
39

2,
44
0,
17
9

2,
87
5,
43
6

税
勘
定

６
－
43
,9
19

－
31
,5
99

1,
09
0,
41
5

1,
42
5,
28
2

蓄
積
活
動

７
－
86
3,
02
9

3,
91
3,
88
8

1,
32
5,
37
5

資
本
調
達

勘
定

非
金
融
資
産

８
3,
03
7,
39
7

経
常
取
引

９
7,
58
6,
10
9

－
33
5,
84
2

道
外
勘
定

資
本
取
引

10
1,
33
8,
83
7

－
13
,4
62

(注
）
表
中
「
－
」
は
推
計
困
難
な
た
め
記
帳
さ
れ
て
い
な
い
項
目
で
あ
る
。
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表
5－

4
物
質
勘
定
⑴
（
20
00
年
)

物
質
勘
定

(注
１
）
表
中
「
－
」
は
推
計
困
難
な
た
め
記
帳
さ
れ
て
い
な
い
項
目
で
あ
る
。

(注
２
）
表
中
（

）
の
数
値
は
2 a
行
へ
移
項
し
た
も
の
で
あ
る
。

土
地
利
用
（
用
途
別
)

そ
の
他

土
地

11
x

－
12

－
12

千
h
a

百
万
m

千
m

千
兆
J

千
t

1
2

9
9

－
9

0
13
,1
72

0
0

0
19
,1
32

－
－

(0
)

13
,1
72

0
0

0
－

1
2

9
9

－
9

17
9

5,
94
6

0
13
,0
07

11
ｗ

11
v

11
u

11
t

11
s

11
r

11
q

11
p

11
o

11
n

11
m

石
炭

原
油

ガ
ス

再
生

利
用

宅
地

道
路

水
面

河
川

水
路

森
林
・

原
野

農
用
地

水
資
源

森
林

資
源

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源

廃
棄
物

自
然
資
源

汚
染
物
質

勘
定

(分
類
)

水
質

大
気
関
係

酸
性
化

地
球
温
暖
化

最
終

処
分

C
O
D

 
T
-N

 
T
-P

 
S
O
2

 
N
O
x

 
S
F
6

 
P
F
C
s

 
H
F
C
s

 
C
H
4

 
N
2O

 
C
O
2

吸
収

排
出

吸
収

排
出

吸
収

排
出

11
l

11
k

11
j

11
i

11
h
-2

11
h
-1

11
g
-2

11
g
-1

11
f

11
e

11
d

11
c

11
b

11
a
-2

11
a
-1

1
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス

18
,5
82

44
5

57
6

28
9,
25
5

95
8

5,
71
5

2,
33
6

0
0

0
11
7

8
14
,3
51

2,
58
5

2
a

農
林
業

18
,5
82

12
,7
06

16
,4
47

81
2

－
68
,0
00

－
48
,8
96

94
73

13
3

6
5

－
50
,4
48

2
b

そ
の
他

2,
82
3

17
,7
87

14
,2
38

92
0

－
1,
97
1

－
6,
26
5

0
0

0
4

4
－

21
,2
35

３
最
終
消
費
勘
定

４
所
得
発
生
勘
定

５
所
得
の
分
配
・
使
用
勘
定

６
税
勘
定

７
蓄
積
活
動

－
－

0
0

(9
,2
55
)

0
(5
,7
15
)

0
15

0
0

24
0

(1
4,
35
1)

0
８

非
金
融
資
産

－
－

－
－

９
経
常
取
引

10
資
本
取
引

39
,9
86

30
,9
38

31
,2
61

1,
76
0

9,
25
5

70
,9
30

5,
71
5

57
,4
97

10
8

73
13
3

15
1

17
14
,3
51

74
,2
68

合
計

t
 

t-
S
O
2

 
t-
N
O
x

千
t-

C
O
2

千
t-

C
H
4

千
t

- N
2O

千
t-

C
O
2

単
位

道
外
勘
定

資
本
調
達

勘
定

生
産
活
動

勘
定

生
産
活
動

勘
定

資
本
調
達

勘
定

道
外
勘
定

単
位

千
t-

C
O
2

千
t

- N
2O

千
t-

C
H
4

千
t-

C
O
2

 
t-
N
O
x

 
t-
S
O
2

 
t

合
計

67
,7
06

8,
51
9

17
17
6

10
0

16
9

39
5

64
,5
89

5,
78
8

82
,2
76

9,
37
3

2,
31
5

33
,1
02

35
,4
07

46
,0
20

資
本
取
引

10

経
常
取
引

９
－

－
－

－

非
金
融
資
産

８
0

（
8,
51
9)

0
38

2
11

5
0

（
5,
78
8)

0
（
9,
37
3)

0
0

－
－

蓄
積
活
動

７

税
勘
定

６

所
得
の
分
配
・
使
用
勘
定

５

所
得
発
生
勘
定

４

最
終
消
費
勘
定

３
16
,8
78

－
4

5
0

0
0

6,
43
5

－
2,
56
9

－
1,
15
1

14
,2
16

20
,7
27

3,
09
1

そ
の
他

2
b

48
,7
23

－
5

10
98

15
7

39
0

55
,4
85

－
78
,5
27

－
1,
12
1

18
,1
93

14
,1
42

20
,0
45

農
林
業

2
a

2,
10
4

8,
51
9

8
12
3

0
0

0
2,
66
9

5,
78
8

1,
18
1

9,
37
3

43
69
3

53
9

22
,8
84

財
貨
・
サ
ー
ビ
ス

1

11
a
-1

11
a
-2

11
b

11
c

11
d

11
e

11
f

11
g
-1

11
g
-2

11
h
-1

11
h
-2

11
i

11
j

11
k

11
l

排
出

吸
収

排
出

吸
収

排
出

吸
収

C
O
2

 
N
2O

 
C
H
4
 
H
F
C
s
 
P
F
C
s
 
S
F
6

 
N
O
x

 
S
O
2

 
T
-P

 
T
-N

 
C
O
D

最
終

処
分

地
球
温
暖
化

酸
性
化

大
気
関
係

水
質

勘
定

(分
類
)

汚
染
物
質

自
然
資
源

廃
棄
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源

森
林

資
源

水
資
源

農
用
地

森
林
・

原
野

水
面

河
川

水
路

道
路

宅
地

再
生

利
用

ガ
ス

原
油

石
炭

11
m

11
n

11
o

11
p

11
q

11
r

11
s

11
t

11
u

11
v

11
ｗ

22
,5
93

0

4,
89
0

10
0

－
4

－
2

0
2

0

－
0

0
0

12
,7
52

（
0)

－
－

27
,5
83

0
0

0
12
,7
52

0
－
4

－
2

0
2

0

千
t

千
兆
J

千
m

百
万
m

千
h
a

9494

11
x

そ
の
他

土
地

土
地
利
用
（
用
途
別
)

(注
１
）
表
中
「
－
」
は
推
計
困
難
な
た
め
記
帳
さ
れ
て
い
な
い
項
目
で
あ
る
。

(注
２
）
表
中
（

）
の
数
値
は
2 a
行
へ
移
項
し
た
も
の
で
あ
る
。
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勘
定

表
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物
質
勘
定
⑴
（
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年
)
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［3］水質汚濁

水質汚濁物質３種（T-N，T-P，COD）は，

いずれも減少しており，2000年のT-N排出量

は1,760トンと対1995年で24％の減少，T-P

排出量は31,261トンと対1995年で5.6％の減

少，CODは30,938トンと対1995年で12.6％

の減少となっている。

［4］廃棄物

2000年の廃棄物の排出量は，一般廃棄物が

282万トンと対1995年で10.8％の減少が実現

されているが，産業廃棄物は3,716万トンと対

1995年で６％の増加となっている。排出量のう

ち中間処理され減量化された量が表5－6の廃

棄物最終処分（行11l）に計上されている。この

減量化量は，その一部が廃棄物処理活動から排

出される環境負荷物質へ転換され，残りは無害

化されて環境中へ放出されている。一方，廃棄

物の再生利用量は増加しており一般廃棄物処理

では18万トンと対1995年で78.8％の増加，産

業廃棄物処理では1,895万トンと対1995年で

38.6％の増加がみられ，資源循環の進展がうか

がわれる。再利用量は，表5－6の廃棄物再利用

行（行11m）において資源化された廃棄物の再

利用部門に帰属させて計上されている。

［5］天然資源

エネルギー資源３種（天然ガス，原油，石炭）

の確認埋蔵量の変化は無く，表5－4ではゼロ計

上され，表5－6において道内エネルギー資源の

使用量と道外から輸移入されたエネルギー資源

の使用量が計上されている。北海道においては

天然ガスと石油資源の生産が増大しており，

2000年では天然ガスが11,939万m，原油が

111,711k と大幅な増大が見られるが，道外資

源の使用量は減少しておらずエネルギー消費の

拡大が示されている。このことがGHGの増大

に結びついていると考えられる。森林資源につ

いては成長量が2000年で1,317万m と対

1995年で3.3％の増加がみられ，表5－6では林

業による森林資源の採取量と海外の森林資源の

使用量が計上されており，森林資源の使用量は

減少している。

水資源については資源量が確認できないた

め，表5－6では農林業による水資源涵養量を

42,827m を計上しているが単位を百万m と

していることから見えなくなっている。表5－6

では，上水，工業用水，農業用水の使用量が計

上されており，若干の水資源使用量の増加が見

られる。

図5－1 部門別温室効果ガス発生量の推移
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［6］土地利用

土地利用については，前年からの土地利用面

積の変化量を計上しており，2000年では農用地

が9,300ha減少，森林・原野が9,000ha増加，

水面・河川・水路が9,100ha増加，道路2,000

ha増加，宅地が800haの増加となっている（表

5－6）。この道路・宅地への土地利用増加が地域

生態系への圧力となっている。

b)環境蓄積勘定

表5－8には2000年の環境蓄積勘定と環境

テーマ勘定を示した。環境蓄積勘定では，最終

的に環境中へ排出された汚染物質の量や天然資

源の変化量，土地利用については物質勘定と同

様に前年からの変化量が計上されている。GHG

や酸性化原因物質などの汚染物質は，農林業の

多面的機能による吸収量を控除した値が計上さ

れている。汚染物質はCO2とN2Oの蓄積量が

微増しているが，その他の蓄積量は減少してい

る。天然資源の蓄積量は増加量から使用量を控

除した値が計上され，負値は資源減少量を正値

が蓄積量を示している。天然資源は石炭生産以

外は使用量の増加がみられ，エネルギー資源の

使用量の増加が著しい。

c)環境テーマ勘定

環境テーマ勘定では14の環境テーマに従い

環境負荷をまとめている。地球温暖化について

はGWP（地球温暖化係数），酸性化については

AEQ（Acidification Equivalent：酸性化等価

係数），富栄養化についてはEEQ（Eutrophica-

tion Equivalent：富栄養化等価係数）により単

位統一化されている。なお，土地利用について

は期首と期末の利用区分ごとの土地利用面積を

ストックとして計上している。

地球環境に対する影響は，GHGの吸収量の

増加によりわずかな減少である。しかし，エネ

ルギー資源の使用量の増加と連動したGHG発

生量の増加は潜在的な脅威であり，発生量自体

を抑制する必要がある。また，酸性化や富栄養

化，水質汚濁など地域環境への負荷も減少して

おり環境負荷の低減が進展している。

b．環境効率の変化

以上の推計結果に基づき，1995年～2000年に

おける北海道経済の環境効率の変化をみてみよ

う。第 章でも算定したように環境効率指標は

単位環境負荷当たりの付加価値の産出額で計算

される。算定に使用した付加価値額は，表5－2

および表5－3に示した経済勘定の行５列４に

示される道民純所得を用いた。道民純所得は対

1995年比で約３％減少している（要素費用表示

の道内純生産も同様）。また，環境負荷量は表

5－8および表5－9に示した環境テーマごとに

総合化された物量値を使用した。

表5－10に環境効率指標を示す。環境効率の

低下がみられるのは，地球温暖化への影響とエ

ネルギー消費，道路・宅地への土地利用である。

これは付加価値の減少よりGHGの減少が小さ

く，環境効率性の改善がみられないことが明確

になっている。

また，この環境効率の変化によりデカップリ

ング指標を算定し，経済的効用と環境的不効用

の分離状況をみると表5－11に示すように地球

温暖化への影響とエネルギー消費，道路・宅地

という都市的土地利用においてはデカップリン

グが実現していないことが分かる。

c．エコロジカル・フットプリントによる環

境負荷の総合化

さて環境テーマ勘定では，環境問題ごとに負

荷が総合化されるものの地域全体としての総合

的な環境負荷を表現することが難しい。そこで，

強い持続可能性概念に基づく持続可能性指標と

して有用なEFを適用し，各種の環境負荷を

EF換算して総合化することを試みた。

表5－8および表5－9に示した環境テーマ勘

定の右側に汚染物質等の環境影響を面積換算し

たEFを計上した。本節では，寒冷地である北海

道を対象としているためEF化を行う際に森林

によるCO2吸収量については世界平均を使用

せず，スカンジナビア，カナダ，ロシアなどの

寒冷地域の森林によるCO2吸収量を適用した。

このため，世界平均よりも0.3～0.17の割合ま

で森林機能が低下するため世界平均を使用した

EFよりも大きな値となる。

EFは，森林・原野および水面・河川・水路を

除外した期末の土地利用面積とGHG，大気汚

染および水質汚濁物質の蓄積量に基づき集計し

た。廃棄物の最終処分場やエネルギー消費など
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は上記カテゴリーのEF値に含まれるため参考

値として計上している。なお，温室効果ガスの

フロン類についてはEF換算が困難であるので

除外している。これらの物質は生態系の吸収機

能による浄化が困難であるため除去に必要な生

態系面積の算定ができないことによる。

EF算定の結果，2000年の北海道のEFは約

5,247万 haと北海道の総面積の6.7倍となり，

道民一人あたりでは9.2haとなる。1995年で

は約7,329万 haで道民一人あたりでは12.9

haであり，EFは縮小している。しかしながら，

WWF〔125〕によると世界平均のEFは1999年で

は約1.9ha/人であり，日本のEFは約4.7ha/

人と世界平均を上回っており，寒冷地である北

海道はさらに大きなフットプリントを残してい

ることとなる 。環境容量に対するオーバー

シュートの度合いを試算すると，わが国全体で

は1995年で6.0倍，1999年で6.8倍となり，北

海道では1995年で3.8倍，2000年で2.7倍と

なることが分かった 。EFは森林などの環境

負荷吸収能力が向上すると，環境負荷物質の減

少率よりも高い割合で縮小するため，北海道の

ように広大な森林や農地面積を有する地域には

有利な傾向を示す。このため，EFを用いて環境

問題ごとの環境効率性を評価すると効率性の改

善を示すこととなった。しかしながら，前述の

ように各環境負荷物質による環境効率性は

GHGや土地利用，エネルギー消費において改

善の必要性を示している。こうした環境効率を

向上させることは持続可能性をさらに進展させ

ることになる。このため，より堅実に持続可能

性を追究するには排出された環境負荷量をベー

スとするか，あるいは環境便益による吸収量を

考慮しないEFにより環境効率性を評価するこ

とが適切と考えられる。

C．ハイブリッド型マクロ環境会計の地域農林

業への適用

本節では，前節で適用したハイブリッド型環

境会計のフレームワークを北海道の農林業に適

用し，同時にEFを導入することで，地域農林業

の持続可能性評価を試みる。基本的には，前節

で推計した北海道のハイブリッド型マクロ環境

会計の農林業版であるが，農林業に特化したた

め廃棄物や土地利用などを特定のものに限定し

ている点が主たる変更部分である。

a．農林業へ適用したフレームワーク

農林業ハイブリッド型マクロ環境会計の基本

的構造を図5－2に示す。基本的には，前節と同

様に経済指標を計上する経済勘定部分と環境負

荷を計上する環境勘定部分に分けられる。この

うち環境勘定では第 章と同様に環境便益も計

上され，農林業の持続可能性を評価するための

EFの計算もこの中で行われる。

廃棄物は他部門でリサイクルや最終処理が行

われる場合には経済勘定の下側部分の物質勘定

に計上される。これは他部門でリサイクルおよ

び最終処理される廃棄物は当該部門への投入物

と捉えるためである。一方，農林業において最

終処理する場合には蓄積勘定へ計上される。こ

れは農林業が廃棄物を最終処理することにより

周辺環境への廃物の蓄積をもたらすと考えられ

るためである。廃棄物の処理に伴う環境負荷，

および農林業の生産活動に伴う環境負荷，さら

に農林業による環境便益も蓄積勘定へ集計され

計上される。蓄積勘定は農林業の生産活動によ

りどのくらい周辺環境へ負荷を与え，便益を供

表5－10 環境効率指標

環境効率指標 1995年 2000年

地球温暖化 円/kg 230 223

酸性化 千円/kg 139 156

富栄養化 千円/kg 755 826

汚染排水 千円/kg 20,340 22,468

廃棄物 円/kg 2,933 5,439

道 路 千円/ha 94,196 86,350

宅 地 千円/ha 146,702 134,028

エネルギー 円/GJ 26,068 22,822

表5－11 デカップリング指標

環境問題 DI

地球温暖化 1.035

酸性化 0.889

富栄養化 0.914

汚染排水 0.905

廃棄物 0.539

道 路 1.091

宅 地 1.095

エネルギー 1.142
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給しているかを示す。そして最後に，蓄積勘定

に集計された環境負荷と環境便益は右側の部分

でEFへ変換される。この部分はEF勘定とも

言える。

図5－2に記載した数値例を用いて計上方法

をみてみよう。ここでは，農林業の生産活動の

副産物として500トンの家畜ふん尿が発生する

としている。この500トンのふん尿は，処理方

法によって分割される。500トンのうち400ト

ンは農林業部門内で処理が行われ，100トンは

農林業以外の部門で処理される。農林業で処理

される400トンのふん尿のうち，330トンは堆

肥化などにより資源化処理され，残りの70トン

は野積みなど適切な処理が行われず周辺環境中

に蓄積されることを示している。

農林業およびその他部門で処理される分につ

いては経済勘定の下側部分にその数値を計上

し，周辺環境中に蓄積される70トンは蓄積勘定

に計上される仕組みである。次に，天然資源の

使用および蓄積の計上方法は，200トンの水資

源が農林業で使われる一方，700トンが水田な

ど農林業の生産活動によって蓄積される。その

結果，差し引き500トンの水が蓄積されたこと

になりこの数値は蓄積勘定へと計上される。

次に，環境負荷・便益の計上方法は，排出量

が15トン，吸収量が80トンとなっており，65

トンの純吸収量が蓄積勘定に計上される。

最後に，蓄積勘定に計上された環境負荷は

EFに換算され，環境勘定の右下部分にEFの

集計値が計上される。

b．北海道農林業ハイブリッド型メゾ環境会

計の推計結果

表5－14および表5－15に2000年の北海道

農林業ハイブリッド型メゾ環境会計（縮約版）

の推計結果を示す。2000年の北海道における農

林業の産出額は約１兆1,643億円で，対1995年

比で約8.4％の減少であり，これによる農林業

の純所得は4,240億円と対1995年比で約２割

も減少している。また，環境負荷は除去量を控

除しない発生量ベースでみるとプラスチック類

の廃棄物が対1995年比で約74.5％と増加して

いるが，その他の廃棄物や環境負荷はいずれも

減少している。これは生産活動の減退が影響し

ている可能性が高い。そこで，環境負荷発生量

をベースとして環境効率指標を算定すると，表

5－12に示すようにすべての項目において環境

効率の低下がみられる。一方，除去量を控除し

た超過排出量，すなわち環境への蓄積量ではす

べての環境負荷は対1995年比で減少している。

この蓄積量をベースとして環境効率指標を算定

すると，表5－13に示すようにやはり環境効率

性の低下がみられる。また表5－15から明らか

なように，農林業の環境便益である吸収量を控

除してもなお便益に余剰があるが，大気汚染と

水質汚濁は排出量が環境便益を超過しており問

題である。

このことから明らかなように，1995～2000年

において北海道の農林業ではデカップリングは

実現できていない。つまり，生産活動と環境負

荷の分離ができていないのである。環境負荷量

が減少したのは明らかに生産活動量自体が減退

図5－2 農林業ハイブリッド型マクロ環境会計の基本的構造
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したためであり，この状態では生産活動の活発

化に伴い環境負荷は増大する危険性を秘めてい

る。生産活動自体の環境効率性を改善すること

が必要である。農林業は自らの環境便益に依存

していることは明らかであるが，その公益的機

能をより大きくするには生産活動の環境効率を

改善する必要がある。さらに，農林業の生産活

動をより環境負荷の低いものに改善すること

で，生産物である農林産物のエコロジカル・

リュックサックも軽くなる。このことは，農林

産物を原材料とする加工製品のLCA分析に影

響する。LCA分析では，高次加工品の環境負荷

を軽減するには，物質フローの上流域における

環境負荷が製品の評価に影響を及ぼす。これは，

物質フロー全体における環境負荷を低下させ，

生産活動全体の環境効率を改善しようとするか

らである。

c．エコロジカル・フットプリントによる持

続可能性評価

表5－15の最右列には環境負荷と環境便益を

面積換算したEFの値を計上している。なお，農

地・林地面積は作物の作付けという環境負荷と

いう土地利用の視点で計上されている。また，

期中の土地利用変化については，期末つまり次

の会計期間において計上されるため合算してい

ない。さらに，廃棄物の中間処理により発生す

る大気汚染と水質汚濁については温室効果ガ

ス，大気汚染物質，水質汚濁物質との二重計上

を回避するため合算せず，同様に森林の使用と

蓄積についても林地との二重計上を回避するた

め合算していない。

EF換算の方法は，環境負荷の場合は発生し

た環境負荷を吸収・浄化するために必要な土地

面積を計算するものである。例えば，GHGは温

暖化係数によりCO2換算された負荷量を吸収

するために必要となる土地面積を，人工林の森

林蓄積量当たりのCO2吸収量と単位面積当た

りの森林蓄積量から人工林から原単位

5.327（t-C/ha，2000年値）を求め，負荷量をこ

れで除すことでEF換算を行った 。同様に大

気汚染物質についても農産物の作付面積当たり

のNOx，SOx吸収量を4.86kg/ha，7.87kg/

haとして算定した。水質汚濁物質については家

畜ふん尿由来であるため，簡易堆肥醗酵施設を

設置することで除去するものとしてその設置面

積と処理に必要となるエネルギー量によりEF

換算している。

一方，環境便益は推計時点の人工林面積と農

地面積が吸収できるGHGとNOx，SOx吸収

量を規定する。また，水資源については水稲作

付水田と畑地が涵養できる水量と森林が涵養で

きる水量を用いて農地と人工林面積として推計

した。

2000年の農林業の生産活動による環境負荷

のEFは，列62に示され5,654,841haであり，

対1995年比で8.1％減少している。また，環境

便益のEFは列63に計上されており，便益は対

1995年比でわずかに0.3％の減少となってい

る。この収支が列64に計上され，環境便益EF

が環境負荷EFを上回れば環境負荷は相殺さ

れ，便益の余剰は社会全体で消費されることと

なる。この考え方は第 章のSEEAにおいて環

境便益を評価した方法と同様である。2000年の

EF収支は3,795,152haの黒字であるので北海

道の農林業の環境側面では持続可能である。し

かし，これは前述のように生産活動の減退の影

響が強いと考えられる。そこで同様に環境効率

指標とデカップリング指標を算定して確認して

みよう。

表5－13 環境効率指標（排出量ベース)

1995 2000

家畜ふん尿 57.07 48.93
千円/kg

稲わら 8,349.94 7,205.56

GHG 千円/kg-CO2eq 0.09 0.08

酸性化 千円/kg-SO2eq 16.68 14.68

T-N 千円/kg 1.97 1.71

表5－12 環境効率指標（発生量ベース)

1995 2000

プラスチック 107.48 48.78

家畜ふん尿 千円/kg 0.030 0.026

稲わら 0.382 0.330

石油 円/リットル 0.558 0.521

GHG 千円/kg-CO2eq 0.094 0.079

酸性化 千円/kg-SO2eq 16.679 14.682

T-N 千円/kg 2.329 2.018

T-P 千円/kg 9.934 8.776
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付加価値は前記と同様に農林業の純所得を駆

動力と考え，環境負荷としては環境便益を考慮

しない環境負荷量のEFを使用する。前記と異

なる点はEFでは農地と林地の生産地としての

土地利用が負荷として計算される点である。そ

の結果，環境効率指標は1995年で約87百万円/

ha，2000年で約75百万円/haとなり，環境効率

の低下がここでも明らかとなった。それゆえ，

デカップリング指標は1.16となりデカップリ

ングが実現していないことが分かる。すなわち，

北海道の農林業は環境負荷と経済成長が分離さ

れておらず，1995～2000年では生産の減退で環

境負荷は低下したが潜在的には環境効率性が改

善されていないため，経済成長とともに環境負

荷が増大する状況である。ただ，独自の環境便

益が大きいため，環境負荷は相殺され環境側面

だけでは持続可能性は認められる。

D．ま と め

本章では，経済活動の環境側面を適切に評価

するには汚染物質などに関する物理的次元の情

報を使用することが重要であること認識し，経

済活動を貨幣情報として把握する経済勘定と，

それと連動する環境側面を物量情報で把握する

環境勘定を統合したハイブリッド型マクロ環境

会計のフレームワークを地域経済と農林業に適

用した。また，物量情報の環境情報を総合化し，

持続可能性を評価する指標として優れている

EFを導入した。

その結果，北海道経済を対象としたハイブ

リッド型メゾ環境会計からは，環境容量に対し

てその約３倍の生態学的赤字であること，人口

一人当たりのEFが全国平均よりも大きいこと

が明らかとなった。しかし同時に1995年～2000

年にかけてEFは減少しており持続可能な方向

に向かっていることも明らかとなっている。た

だこのような評価は北海道内の天然資源をベー

スとしている。わが国のように海外への資源依

存度が高い場合には，ほぼ確実に生態学的な赤

字が発生する。これは北海道も同様であり，環

境負荷の原因を生み出すエネルギー資源の道外

への依存度が高いからである。しかし一方では，

北海道は広大な森林面積と農地を有するため全

国よりも生態学的赤字は小さくなっている。こ

うしたことからEFを使用したデカップリング

指標は１未満となり，EFの減少と同様に持続

可能な方向に向かっていることを示す。

この方向性をより確実に維持するには，各環

境負荷物質の排出量をベースとした環境効率指

標を見て判断することが有効である。これによ

ると，大気汚染や水質汚濁といった地域的環境

側面では環境効率性の改善がみられる。しかし

ながら，GHGの排出とエネルギー消費，土地利

用の面では環境効率性が低下していることが示

された。これは，第 章の農業廃棄物勘定の分

析結果のように農業が基幹産業である北海道で

地域環境問題への対応が地球環境問題へのシフ

トを生み出している可能性を示唆している。

この可能性は，北海道の農林業を対象として

推計したハイブリッド型メゾ環境会計の結果か

らも伺うことができる。この推計結果からは，

北海道の農林業の生産活動が廃棄物，温室効果

ガス，大気汚染，水質汚濁の環境側面で環境効

率性は低下していることが示された。環境負荷

総量は生産活動量の低下から減少しており，そ

の意味では環境への影響は低減しているのであ

るが環境効率の低下は生産活動の増大により環

境負荷も増大する可能性を示しており，デカッ

プリング指標がそれを裏付けるものとなった。

以上のことから，北海道ではエネルギー消費

の拡大，地球環境問題への対応の遅れと土地利

用の効率化が持続可能性への課題として指摘す

ることができる。また，環境指標としては，環

境容量との関係から総合的な指標としてはEF

が有用であること，経済活動の効率性評価の視

点からは環境負荷量に基づく環境効率指標とデ

カップリング指標が有用であることが明らかと

なった。

さて，上記のような環境問題間の連関を明示

するには経済内で循環する物質フローをも示す

マテリアルフロー勘定を明示的に導入したフ

レームワークが有効であろう。本稿で適用した

ハイブリッド型マクロ環境会計では，経済から

環境中へ流れる物質フローをマテリアルフロー

勘定として示している。しかし，循環型社会推

進では経済内でのリユースやリサイクルも推進

されるため現状では経済内部での物質循環は明
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示されず，そうした活動が生み出す環境負荷も

明示されない。この経済内の物質循環フローを

明示することにより，環境問題のシフトや経済

内における物質循環の環境効率性を明確にする

ことが可能と考えられる。こうした取り組みは

既に行われており，内閣府〔83〕と有吉〔8〕に兵庫県

の廃棄物処理活動を対象とした推計結果が示さ

れている。しかしながら，そこでは環境効率性

に関する指標算出は行われているが，本章で導

入したEFのような強い持続可能性の指標導入

はみられない。本章の第１節に記したように，

生態系の物理的限界を認識した概念をもつエコ

ロジカル経済学的アプローチが重要と考える。

注

ここで，全体システムとしての生態系は，生

物の相互作用とその生息環境を構成する大

気，水，土壌などの非生物との相互関係を含

めた地球システムという意味で使用してい

る。

Daly& Farley〔19〕p.15

Lawn〔72〕p.4では「石炭と比較した石油の稀

少性」を例に挙げている。

Kolstad〔70〕（邦訳 p.6）

Turner et al〔116〕p.17

Turner et al〔116〕p.113

Kolstad〔70〕（邦訳 p.6）

核反応を伴わない化学反応では，相対論的効

果による質量変化を無視できるので，近似的

に質量保存則が成立する。

このような系（システム）を定常開放系とい

う。

これは強い持続可能性の概念に結び付く。

別な表現では，生態系という全体システム

と，経済という下位システムの境界をまたい

で行われる物理的な交換と言える。Daly〔12〕

（邦訳 p.70）

Daly〔16〕pp.27-28

Daly〔17〕（邦訳 p.37），これが生態学的持続可

能性である。

Daly〔17〕（邦訳 p.225）

Wackernagel and Rees〔123〕p.61

本章で推計したEFは，環境負荷と環境便益

のみをEFとして示している。

また，EFは推計時点により変化するた

め，このような比較は厳密には困難である。

より包括的なEF化を行うには土地カテゴ

リーごとの評価と輸移入分の加算，輸移出分

の減算，等価係数によるグローバル・ヘク

タールへの変換によりEF化を行う必要が

ある。

日本の国土面積は377,835km であるが，

大陸棚などの水域部分も含んでいるため環

境収容力（＝利用可能な生物生産能力）を

873,000km としている（Chambers et al〔14〕

pp.122～123）。また，北海道の環境収容力は

これを面積比で適用している。

本稿のEF換算については，出村ほか〔21〕pp.

403～411と同様であるので参照されたい。

第VI章 要約と結論

A．要 約

本稿では，地域の経済活動の環境・経済情報

を集約し経済社会の持続可能性を表す理解容易

な環境指標の導出可能性と，マクロ環境会計に

使用される環境情報を吟味し，理論フレーム

ワークの課題を明確にすることを目的として次

のような分析を行った。

はじめに環境会計の定義と目的を明確にする

とともにその分類整理を行い，本稿で適用した

理論フレームワークについて解析・整理した。

そして，環境会計から導出される環境効率指標

とデカップリング指標について整理を行った。

次に，貨幣評価によるマクロ環境会計のフ

レームワークを用いた北海道地域のメゾ環境会

計を推計し，環境費用の全貌を明示し環境効率

性の評価を行った。そして，そのメゾ環境会計

を廃棄物問題に焦点を当てたものに特化させた

勘定と農業系廃棄物を対象とした廃棄物勘定を

推計し，廃棄物処理に関係する環境費用と廃棄

物処理活動の環境効率性の評価を行った。また，

SNAの生産境界を拡張したマクロ環境会計の

フレームワークにより経済社会における農林業

の環境便益を明確にした。

さらに，物的環境勘定を導入したハイブリッ

ド型のマクロ環境会計のフレームワークにEF
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を適用したメゾ環境会計を推計し，環境の物理

的使用状況に基づく環境効率性により北海道経

済と農林業の持続可能性評価を行った。以下に，

その結果を要約する。

本論文では，環境会計を「経済と環境の相互

関係を物量情報および／または貨幣情報として

定量的に計測・整理して，ステイクホルダーに

伝達するプロセスである。」と定義した。それゆ

え広義に環境会計の目的は，その会計単位とス

テイクホルダーの環境保全活動を活性化させ，

経済システム全体の環境保全機能を高めること

に貢献するため経済と環境の相互関係に関連す

る情報を提供することと考えられる。とりわけ，

環境に関する情報は環境問題が物理的次元の問

題であることから物量情報が重要となる。また，

環境の量的使用が自然資本をどれだけ減耗させ

ているのか，質的使用がどれだけ自然資本を劣

化させているのかを明確に示すことが必要とさ

れる。このため，環境会計においては自然資本

に関する物的なストック勘定を作成すること，

天然資源と環境サービスの使用に関する物的な

フロー勘定を作成すること，および経済勘定を

含めた勘定間の整合性を持たせることが重要と

なる。

環境会計は，会計単位によりマクロ環境会計

とミクロ環境会計に二分されることが多い。こ

れは基本とする経済データが前者はSNA，後

者が企業会計であることによる。しかし，本論

文では環境会計の目的に照らして会計単位が国

家レベルのものをマクロ環境会計，都道府県な

どその部分地域レベルのものをメゾ環境会計，

そして個々の経済主体レベルのものをミクロ環

境会計に分類した。さらに，その会計単位の経

済と環境に関する情報を網羅的に集計したもの

を統合型とし，ある特定の環境問題等に焦点を

当てたものを（課題）特化型として区別した。

この分類に従うと本稿で推計・分析を行った環

境会計は，統合型メゾ環境会計（北海道SEEA

とハイブリッド型環境会計），特化型メゾ環境会

計（北海道廃棄物勘定，北海道農林業ハイブリッ

ド型環境会計），特化型マクロ環境会計（農林業

SEEA，農業廃棄物勘定）である。

SEEAとは環境経済統合会計と呼ばれるマ

クロ環境会計システムで，1993年の SNA改訂

時に環境問題や家事サービスなどSNAの生

産・資産境界では取り扱われていない領域の問

題に対応するために提案されたサテライト勘定

である。SEEAの特徴は，SNAから環境関連の

情報を抽出して実際に環境保護のために支出さ

れた費用（実際環境費用）を示すことと，環境

負荷量を貨幣換算することにある。これは，グ

リーンGDPを導出するためである。

SEEAがこのように環境を貨幣評価して計

上するのに対して，ハイブリッド型と呼ばれる

マクロ環境会計はオランダ統計局により開発さ

れたNAMEAと呼ばれるものが原型である。

このNAMEAの特徴は，環境負荷に関する情

報はすべて物量情報として計上するところあ

る。つまり，経済勘定を貨幣勘定として，環境

勘定は物的勘定として両者を整合的に統合す

る。また，環境勘定は経済活動から排出された

環境負荷を表す物質勘定と，環境から経済へ取

り込まれる資源を明示する物質勘定，経済から

環境へ排出され環境中に蓄積される環境負荷を

明示する環境蓄積勘定，および環境問題を地球

温暖化やオゾン層破壊など問題領域（環境テー

マ）別に単位統一して集計する環境テーマ勘定

の４つの勘定から構成される。

北海道を対象地域としたSEEAフレーム

ワークを適用したメゾ環境会計の推計結果から

は，北海道の生産・消費活動における環境保護

支出（実際環境費用）が全国平均よりも低いこ

とが明らかとなった。また，環境負荷を貨幣評

価した帰属環境費用からは負担すべき環境費用

が大きく，大気汚染や水質汚濁などの環境負荷

については消費活動の環境責任が生産活動と同

等以上に重く，地球温暖化については生産活動

の環境責任が重いことが明らかとなった。

さらに，帰属環境費用をNRPから控除した

ものがグリーンGDPと呼ばれるERPである

が，1995年は対1990年比で約13.3％増加して

いるため，この環境負荷の貨幣評価に基づく指

標（ERP）では北海道経済が環境に配慮した形

で成長しているものと判断されることになっ

た。しかしながら，環境効率性の改善を評価す
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るデカップリング指標では，北海道も全国も地

球温暖化への影響についてはデカップリングの

実現が否定され，その他の大気汚染や水質汚濁

に関してはデカップリングの実現が示された。

つまり，GHGガスについては環境効率性が改

善されていないことが明らかとなった。

以上のことより，北海道における環境保護費

用は全国平均と比較して費用対効果が低く，適

切な費用（価格）で環境負荷の削減が行われて

いないこと，大気汚染や水質汚濁といった地域

環境問題への対応は改善されているが地球環境

問題への対応が遅れていること，また消費活動

の環境負荷が大きいことが明らかとなった。

SEEAフレームワークを適用した北海道の

廃棄物勘定の推計結果からは，北海道における

廃棄物処理活動は家庭から排出されるゴミの処

理が北海道全体の廃棄物処理サービスの利用額

の過半数を占めており，人口一人当たりの費用

では全国平均よりもかなり低いことが明らかと

なった。一方，廃棄物の減量化と資源化は進展

しているが，廃棄物処理に伴う環境負荷の帰属

環境費用は一般廃棄物の最終処分に伴うものが

非常に大きいことが明らかとなっている。また，

全国平均と比較して環境効率性が低く大気汚染

と地球温暖化についてはデカップリングが実現

していないことが明らかとなった。すなわち，

北海道の廃棄物処理活動は廃棄物の再利用・資

源化の効率性を高め，同時に減量化の効率性も

高めて廃棄物の最終処分量の削減を実現してお

り資源循環型社会に進展しつつある。しかしな

がら，こうした処理活動に伴う大気汚染物質や

GHGの排出量が増加しており環境効率性が低

下している。また，経済成長と環境負荷増加を

分離することが不十分であることが示された。

次に，農業部門の廃棄物勘定の推計結果から

は家畜ふん尿の処理と循環利用により水質汚濁

物質の削減が実現されているが，処理活動とリ

サイクル活動に伴うGHGの排出が増加し環境

問題のシフトが生じていることが明らかとなっ

た。とりわけ，家畜ふん尿の自家処理から発生

するGHG対策が緊急の課題であることが指摘

された。

一方，農林業の環境便益を評価した農林業

SEEAの推計結果からは農林業自体が発生さ

せている環境負荷をほぼ相殺でき，その余剰便

益を社会全体に還元しており外部経済効果が発

生していることが明らかとなった。ただし，大

気汚染については改善の余地が残されており，

農林業の生産活動をより環境調和型へ移項させ

ることで社会への便益供給はより大きなものと

できることが明らかとなった。さらには，こう

した環境便益の評価は自然資産への適用可能性

を秘めており，経済活動による自然資産の劣化

を明示的に表現することで自然資産の重要性を

社会に認識させることに貢献できると考えられ

る。

物的環境勘定とEFを導入したハイブリッド

型メゾ環境会計の推計結果からは，環境容量に

対して生態学的赤字にあることが明らかとなっ

た。しかし，EFが減少していることから北海道

経済は持続可能な方向に進展していることも示

された。北海道では大気汚染や水質汚濁といっ

た地域的環境側面では環境効率性の改善がみら

れるが，GHGの排出とエネルギー消費，土地利

用の面では，環境効率が低くデカップリングが

実現されていないことが示された。これは，農

業廃棄物勘定の分析結果のように農業が基幹産

業である北海道で地域環境問題への対応が地球

環境問題へのシフトを生み出している可能性を

示唆するものと考えられる。

一方，北海道の基幹産業である農林業に関す

るハイブリッド型メゾ環境会計の推計結果から

は，環境便益の大きさから地域社会全体のEF

を減少させることが可能であることが確認でき

た。しかし，農林業自体の生産活動と環境負荷

発生の関係はデカップリング指標から環境効率

性の改善が必要であることが明らかとなった。

B．結 論

本論文では，SNA統計との整合性からサテ

ライト勘定として提案されているマクロ環境会

計のフレームワークを用いて環境・経済情報を

集約し，地域経済の持続可能性を表す理解容易

な環境指標の導出可能性と，マクロ環境会計に

導入される環境情報を吟味し，理論フレーム

ワークの課題を明確にした。次の４つの課題を

設定した。第１に環境指標を提示し経済活動の
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持続可能性を明確にすること。第２に経済活動

による環境の使用状況を貨幣評価するマクロ環

境会計の理論フレームワークを適用し環境費用

の全貌を明らかにすること。第３に環境の使用

状況を物量単位で評価するマクロ環境会計の理

論フレームワークを適用し，環境容量に対する

経済による環境の使用状況を明らかにするこ

と。第４にマクロ環境会計において経済活動に

伴う環境便益の発生を明示することである。

これらの課題に対する本論文の結論は，次の

通りである。

環境指標を提示し経済活動の持続可能性を明

確にすることについては，環境効率指標とデ

カップリング指標が個々の経済主体にとって効

率性のベンチマークとなる指標とすることがで

きる。しかし，持続可能性指標としては強い持

続可能性概念に基づくEFが優れている。すな

わち，総合的環境指標としては経済活動の環境

に対する影響の規模を表すEFを適用し，経済

活動の持続可能性を推進させる指標としては環

境効率指標とデカップリング指標が有用と言え

る。

一方，環境を貨幣評価することで得られるグ

リーンGDPは持続可能性指標としては不十分

であるが，帰属環境費用などの貨幣情報は環境

対策費用の意思決定には有用であると言える。

つまり，SEEAのような貨幣評価法を用いる理

論フレームワークはグリーンGDPのような環

境コスト指標を導出するには有用である。

また，環境容量に対する経済による環境の使

用状況を明らかにするには，物量表示の環境勘

定を導入したハイブリッド型マクロ環境会計の

フレームワークが有用である。環境容量との関

係を明示するにはEFを導入することが有効で

ある。これにより面積的に環境容量に対する

オーバーシュートをみることができるからであ

る。ただし，地球規模での社会的公平性の評価

を可能とするには等価係数によるグローバル・

ヘクタールへ変換したEFを導入する必要があ

る。環境容量とEFの推計の精緻化を行い，EF

勘定を構築することが本論文の課題となってい

る。

経済活動に伴う環境便益の発生を明示するこ

とについては，環境負荷との相殺効果を明確に

できるという点で物量表示の環境勘定を導入し

たハイブリッド型マクロ環境会計のフレーム

ワークが有用であると結論づけることができ

る。

以上のことより，環境の貨幣評価を行う環境

経済学的アプローチに基づくマクロ環境会計

は，環境政策や環境対策事業の予算的意思決定

においては有用な情報を提供することが可能で

ある。しかし，経済活動の環境効率性や持続可

能性評価を行うには環境側面を物量情報で表現

するハイブリッド型マクロ環境会計のフレーム

ワークが優位である。さらにEFを導入するこ

とで，強い持続可能性指標を導出できる。つま

り，エコロジカル経済学的アプローチに基づく

マクロ環境会計のフレームワークが社会全体や

特定部門の持続可能性を把握するためには優れ

ていると結論づけることができる。

最後に，マクロ環境会計の発展性について触

れておく。大気汚染や水質汚濁といった環境問

題への対応や，資源循環という資源枯渇への対

応が地球環境問題へと変化していることを明確

に表すには，物的な環境勘定が対象とする物質

フローが経済から環境へ排出された物質フロー

に加え，経済内部での物質フローを環境勘定に

導入することが有効である。これは経済内部を

循環する物質フローと環境へ排出される物質フ

ローを明示するマテリアルフロー勘定を環境勘

定に導入することで対応できると考えられる。

このような形態で，マクロ環境会計を発展させ

ることで環境容量の許容範囲内において経済社

会をより高い環境効率で運営するためのシグナ

ルを発信できるものとすることが可能となろ

う。
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Summary

 

Environmental deterioration has expand-

ed from local environmental pollution to
 

global environmental disruption with eco-

nomic modern industrialization and global-

ization. We have to break the link between
 

economic activity and environmental deterio-

ration,and have to preserve the ecosystem.

The purpose of this thesis is to consider
 

a framework of macro environmental
 

accounting that can provide an environmen-

tal indicator by which the sustainability of
 

economic society can be evaluated appropri-

ately.

Environmental accounting is applied as a
 

tool for analyzing the correlation between
 

economical activities and their environmen-

tal impacts. The theoretical framework is
 

classified roughly into two basic accounting
 

approaches. One is a macro environmental
 

accounting based on SNA,which is account-

ing at a national level. The other is a form
 

of micro environmental accounting based on
 

corporate accounts. The former describes
 

productive activities and consumption activ-

ities comprehensively, and the latter places
 

emphasis on productive activities.

Up to the present,indicators of economic
 

growth have been measures of total value-

added,such as GDP. However,conventional
 

indicators regard activities which have nega-

tive impacts on environments and human
 

welfare as positive contributions to growth.

Attempts were made to construct indicators
 

which deduct from the measure of growth
 

that portion of value-added that results in
 

declines in human welfare. This is the so-

called study of Green GDP. However, it is
 

doubtful whether Green GDP is a comprehen-

sive indicator that takes environmental pres-

ervation into account. It is because Green
 

GDP is shown as monetary information.

Environment is not evaluated in a market.

For this reason, when economic growth is
 

larger than the reduction of environmental
 

impacts,an indicator has the problem that a
 

upgrowth is shown.

So,the theoretical framework of macro
 

environmental accounting is applied to a
 

regional economies,agriculture and forestry,

and this thesis aims to construct an indicator
 

which evaluates sustainability, and to con-

struct a theoretical framework for macro
 

environmental accounting.

Chapter I describes the background of
 

this thesis,its purpose and states an analytic
 

problem.

In Chapter II,environmental accounting
 

is defined as a process that is communicated
 

to stakeholders with the correlation between
 

the economy and the environment,which is
 

quantitatively measured as a physical and/or
 

monetary term. And, the purpose of envi-

ronmental accounting is to provide a correla-

tion between the economy and the environ-

ment so as to improve the environmental
 

preservation function of the accounting unit
 

and its stakeholders. Moreover,methods of
 

environmental accounting are categorized
 

based on their accounting unit and their envi-

ronment information. In addition,two theo-

retical frameworks of macro environmental
 

accounting are described;one is the System
 

for integrated Environmental and Economic
 

Accounting (shortened to SEEA), and the
 

other is a hybrid environmental accounting,

which integrates monetary accounts and the
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physical accounts.

In Chapter III,three macro environmen-

tal accountings which applied the SEEA
 

framework were estimated. One is a macro
 

environmental accounting for the economy of
 

Hokkaido Prefecture. The second is a
 

waste account for the waste-treatment activ-

ities in Hokkaido Prefecture. The third is a
 

macro environmental accounting for agricul-

ture and forestry throughout Japan. As a
 

result,it became clear that the cost effective-

ness of environmental activity in Hokkaido is
 

lower than the national average. This sug-

gests that  reduction of environmental
 

impacts is not performed at suitable costs.

And, it became clear that countermeasures
 

against local environmental problems such as
 

air pollution and water pollution, improves
 

with the eco-efficiency indicators and the
 

decoupling indicators. However, it became
 

clear that the countermeasures against global
 

environmental problems are lagging and that
 

the environmental impact of consumption
 

activities is large. Moreover, the waste-

treatment activities in Hokkaido to improve
 

the performance of reuse and recycling of
 

waste products,and realize a reduction in the
 

amount of final disposals was shown as an
 

estimation result of the waste account of
 

Hokkaido. However, because emission of
 

air pollutants and greenhouse gases resulting
 

from waste-treatment activities were increas-

ing, it became clear that eco-efficiency is
 

falling. From these results, it was shown
 

that it is insufficient to decouple growth of
 

the economy from environmental impacts.

Next, it became clear from the estimation
 

result of an agricultural waste account that
 

reduction of water pollution is realized by
 

appropriate disposal and circulation of live-

stock feces and urine. However,emission of
 

greenhouse gases by disposal and recycle
 

activities increased,and it became clear that

 

the environmental problem has been shifted.

In Chapter IV,it became clear from the
 

estimation result of the agriculture and for-

estry SEEA which extended the production
 

boundary of SNA and evaluated the environ-

mental benefit of agriculture and forestry
 

that agriculture and forestry offset their
 

environmental impact by the environmental
 

benefit, returned the excessive benefit to
 

society,and the external economy effect has
 

occurred. Where,it is necessary to improve
 

about air pollution. As mentioned above,it
 

became clear that the environmental benefit
 

to society can be increased by reducing the
 

environmental impacts of the productive
 

activity of agriculture and forestry.

In Chapter V, the ecological footprint

(shortened to EF), based on the concept of
 

ecological economics was introduced into the
 

macro environmental accounting as an indi-

cator. EF recognizes an environmental
 

physical limitation,is understanding the phys-

ical use state of the environment by an eco-

nomic activity, and can evaluate the strong
 

sustainability. And it became clear from the
 

estimation result of the hybrid environmental
 

accounting which introduced the physical
 

account and EF for Hokkaido prefecture that
 

the Hokkaido economy is in an ecological
 

deficit to an environmental carrying capac-

ity. However,because EF was decreasing,it
 

was also shown that the Hokkaido economy
 

is progressing in the sustainable way. More-

over,in Hokkaido, the improvement of eco-

efficiency is found on local environmental
 

aspects,such as air pollution and water pollu-

tion. However, in emission of greenhouse
 

gas,and energy consumption and a land use,

it was shown that eco-efficiency is low and
 

the decoupling has not been realized. On the
 

other hand,from the estimation result of the
 

hybrid environmental accounting for the agri-

culture and forestry of Hokkaido, it was
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determined that it was possible to decrease
 

EF of a local society by the environmental
 

benefit of agriculture and forestry.

However, it became clear with decou-

pling indicators that productive activities of
 

agriculture and forestry need the improve-

ment of eco-efficiency.

From the result of the above empirical
 

study,it is desirable to apply EF as a compre-

hensive environmental indicator to clarify the
 

sustainability of economic activities. And it
 

became clear that eco-efficiency indicators
 

and decoupling indicators are useful as indi-

cators which drive the sustainability of eco-

nomic activities.

On the other hand,the Green GDP based
 

on environmental monetary valuations is
 

useful  as environmental-costs indicators,

such as environmental expenditures. And,

the hybrid framework which introduced the
 

physical-environment account which clarifies

 

the use state of the environment by the econ-

omy for environmental carrying capacity as a
 

framework of a macro environmental
 

a c c o u n t i n g  i s  u s e f u l. T h a t  i s,

environmental-improvement indicators and
 

sustainability indicators can be derived by
 

introducing EF into the framework of the
 

hybrid environmental accounting which inte-

grated a monetary account and physical envi-

ronmental  accounts. Therefore, it  was
 

identified that the information about the
 

environmental pressure for environmental
 

carrying capacity and the information about
 

the performance of economic activities can
 

be provided using these easy indicators.

And the framework of a macro environmen-

tal accounting can be improved by introduc-

ing a material flow account. This improve-

ment enables finding of a shift of environmen-

tal problems, and evaluation of the eco-

efficiency of resource circulation activities.
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